
保安規定第６５条 

表６５－１２「電源設備」 

６５－１２－４「可搬型直流電源設備」 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

（１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

 

添付－３ 同等な性能機能を有する説明 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（準備時間） 
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 ６
５
－
１
２
－
４
 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 ①

 

 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
 
目
 ②

 
運
転
上
の
制
限

 ③
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
 

可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態

 ④
 

設
 
 
備
 ⑤

 
所
要
数
 ⑥

 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ｂ
１
－
１
１
５
Ｖ
系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）
 

※
１
 

Ｓ
Ａ
用
１
１
５
Ｖ
系
充
電
器
 

※
１
 

高
圧
発
電
機
車
 

※
２
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

※
３
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
 

※
３
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
 

※
３
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
常
用
）
 

１
個
 

※
１
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
２
－
３
 
所
内
常
設
蓄
電
式
直
流
電
源
設
備
お
よ
び
常
設
代
替
直
流
電
源

設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
２
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定
め
る
。
 

※
３
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
２
－
６
 
燃
料
補
給
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

        

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
）
） 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
 

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に

お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損

傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電

力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 ④
 
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
の
う
ち
Ｂ
１
－
１
１
５
Ｖ
系
充
電
器
（
Ｓ
Ａ
）
お
よ
び
Ｓ
Ａ
用
１
１
５
Ｖ
系
充
電

器
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行

う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
に

照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す

る
。
 

ま
た
，
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
の
う
ち
２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
常
用
）
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場

合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
第

４
１
条
（
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
）
の
必
要
な
機
器
に
電
源
を
供
給
す
る
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用

さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本

方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 ⑥
 
２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
常
用
）
は
１
個
設
置
さ
れ
て
お
り
，
そ
の
数
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
 
目
 ⑦

 
頻
 
 
度
 

担
 
 
当
 

1.
２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
常
用
）
の
機
能
を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

課
長
（
電
気
）
 

2.
２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
常
用
）
の
出
力
電
圧
を
確
認
す
る
。
 

１
週
間
に
１
回
 

当
直
長
 

 

  （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
 

条
 
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
  

A.
２
３
０
Ｖ
系
充
電

器
（
常
用
）
が
動

作
不
能
の
場
合
 

A1
.当

直
長
は
，
２
３
０
Ｖ
系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ

Ｉ
Ｃ
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
 

お
よ
び
 

A2
.当

直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

Ｂ
系
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
と
と
も
に
，
２
３
０
Ｖ
系
充

電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.当

直
長
は
，
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と

と
も
に
，
２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ

Ｃ
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A4
.当

直
長
は
，
当
該
充
電
器
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

     ３
日
間
 

    ３
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

B1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。

(
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

a.
 
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

1
が
該
当
。
 

定
事
検
停
止
時
に
お
け
る
直
流
電
源
設
備
の
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
６
１
条
（
直
流
電
源
そ
の

１
）
に
設
定
さ
れ
て
お
り
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

b.
 
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

2
が
該
当
。
 

通
常
運
転
中
に
お
け
る
直
流
電
源
設
備
の
確
認
事
項
は
保
安
規
定
第
６
１
条
（
直
流
電
源
そ
の
１
）

に
設
定
さ
れ
て
お
り
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。
 

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
常
用
）
が
動
作
不
能
の
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
 

A1
.２

３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
常
用
）
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
必
要
な
直
流
電
源
が
確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
，
２
３
０
Ｖ
系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を

“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
な
お
，
確
認
対
象
の
蓄
電
池
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系

へ
の
給
電
に
使
用
す
る
２
３
０
Ｖ
系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
を
対
象
と
す
る
。
 

 A2
.２

３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
常
用
）
が
故
障
し
た
場
合
，
２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
を
経
由

し
，
直
流
母
線
に
電
力
を
供
給
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
Ｂ
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
が
健
全
で
あ
る
こ

と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
な
お
，
確
認
対
象
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
に
つ
い
て
は
，

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
電
源
区
分
に
対
応
す
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
Ｂ
系
，
確
認
対
象

の
充
電
器
に
つ
い
て
は
２
３
０
Ｖ
系
充
電
器
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
を
対
象
と
す
る
。
 

 A3
.A

2.
と
同
様
の
考
え
方
で
，
Ｓ
Ａ
電
源
と
し
て
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
の
準
備
時
間
は
約

1
時
間

10
分
で
あ
り
，
原
子
炉
隔
離

時
冷
却
系
へ
の
給
電
に
使
用
す
る
２
３
０
Ｖ
系
蓄
電
池
（
Ｒ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
）
が
枯
渇
す
る
ま
え
に
給
電

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
（
添
付
－
３
）。

完
了
時
間
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

 A4
.当

該
充
電
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
当
該
系
統
と
同
等
な
機
能
を
持

つ
重
大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３

０
日
間
」
と
す
る
。
 

 B1
.，

B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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8－10－190 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 八

第
10
.2
－
13

図
 
代
替
電
源
設
備
系
統
概
要
図
（
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電
）
 

（
高
圧
発
電
機
車
か
ら
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
西
側
）
を
経
由
し
て
給
電
）
 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

緊
急
用

M/
C 

SA
電
源
切
替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源
切
替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電
器
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

M
 

M
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

接
続
プ
ラ
グ
盤
 

M
/
C
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置

 

L
/
C
：
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

C
/
C
：
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 

高
圧
遮
断
器

 

配
線
用
遮
断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡
例
】
 

M
 
電
動
切
替
装
置

 

低
圧
遮
断
器

 

メ
カ
ニ
カ
ル
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

高
圧
発
電
機
車
接
続
口

 

高
圧
発

電
機
車

 

6
5
-
12

-
4
の
範
囲

赤
枠
に
て
示
す

808

Administrator
多角形

Administrator
長方形

199459
長方形

Administrator
長方形

Administrator
タイプライターテキスト
65-12-2にて整理

199459
タイプライターテキスト
65-12-5にて整理



8－10－191 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 八

第
10
.2
－
14

図
 
代
替
電
源
設
備
系
統
概
要
図
（
可
搬
型
直
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電
）
 

（
高
圧
発
電
機
車
か
ら
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
（
原
子
炉
建
物
南
側
）
を
経
由
し
て
給
電
）
 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 
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添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 

8－10－33 

電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，想定される重大事故等時にお

いて，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプで燃料補給するまでの間，ガ

スタービン発電機に燃料を補給可能な容量を有する設計とする。

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時にお

いて，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を

有する設計とする。 

高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備

に電力を供給できる容量を有するものを１セット３台使用する。保有数は，

２セット６台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計７台を保管する。 

Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は，想定される重大

事故等時において，負荷の切離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外

を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備に電力を供給でき

る容量を有する設計とする。 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は想定される重大

事故等時において，負荷の切離しを行わず 24 時間にわたり必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す
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Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器

（常用）は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を供給

できる容量を有する設計とする。 

緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊

急用メタクラ接続プラグ盤，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロールセンタは，想定される重大事故等時において，

必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設

計基準事故対処設備としての容量が，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後 7 日間連

続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設

計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連

続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するも

のを１セット１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保

管する。 

10.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスター

ビン発電機用燃料移送ポンプ及び緊急用メタクラは，ガスタービン発電機

建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

ガスタービン発電機の操作は，想定される重大事故等時において，中央
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ｂ．Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

個  数 １ 

電  圧 120V 

電  流 約200A 

ｃ．ＳＡ用115V系充電器 

個  数 １ 

電  圧 120V 

電  流 約200A 

ｄ．230V系充電器（常用） 

個  数 １ 

電  圧 240V 

電  流 約200A 

ｅ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 

ｆ. 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 ５ 

容  量 約170m3/基（２基） 

約100m3/基（３基） 

ｇ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 １ 

容  量 約170m3 

設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す

添付-2-(2)　設置変更許可申請書 添付八

8－10－151
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添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１ 八

手
順
の
項
目

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

手
順
の
項
目

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

準
備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｄ

系
受

電
準

備

移
動

，
Ｍ

／
Ｃ

　
Ｃ

系
受

電
準

備

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｄ
系

受
電

操
作

Ｍ
／

Ｃ
　

Ｃ
系

受
電

操
作

移
動

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
準

備

ガ
ス

タ
ー

ビ
ン

発
電

機
起

動
，

緊
急

用
メ

タ
ク

ラ
の

受
電

操
作

※
１
　
Ｍ
／
Ｃ
受
電
は
Ｄ
系
を
優
先
し
て
受
電
す
る
こ
と
と
す
る
。
な
お
，
状
況
に
よ
っ
て
は
，
Ｃ
系
か
ら
受
電
す
る
可
能
性
も
あ
る
。

※
２
　
タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト
の
ス
タ
ー
ト
は
，
中
央
制
御
室
か
ら
の
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
の
起
動
失
敗
に
よ
り
，
現
場
か
ら
の
起
動
操
作
を
行
う
こ
と
を
判
断
し
た
時
と
す
る
。

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

（
中
央
制
御
室
操
作
に
よ
る
起
動
）

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

要
員
(
数
)

必
要
な
要
員
と
作
業
項
目

経
過
時
間
（
分
）

備
考

1
0

2
0

3
0

4
0

5
0

6
0

7
0

8
0

9
0

1
0
0

1
1
0

1
2
0

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る

Ｍ
／
Ｃ
　
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ
　
Ｄ
系
受
電

（
現
場
操
作
に
よ
る
起
動
）
※
２

中
央
制
御
室
運
転
員
Ａ

１

現
場
運
転
員
Ｂ
，
Ｃ

２

緊
急
時
対
策
要
員

２

１
時
間

1
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
へ
の
給
電
※
１

4
0
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
へ
の
給
電
※
１

１
時
間

10
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｃ
系
へ
の
給
電
※
１

１
時
間
５
分

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

Ｄ
系
へ
の
給
電
※
１

第
1
.1
4
－

9
図

 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
に
よ
る
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｃ
系
及
び
Ｍ
／
Ｃ

 
Ｄ
系
受
電

 

タ
イ
ム
チ
ャ
ー
ト

同
等
な
機
能
を
有
す
る
説
明
（
準
備
時
間
）

関
連
箇
所
を
赤
枠
に
て
示
す

816
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保安規定第６５条 

表６５－１２「電源設備」 

６５－１２－５「代替所内電気設備」 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

（１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

６
５
－
１
２
－
５
 
代
替
所
内
電
気
設
備
①
 

 

（
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

代
替
所
内
電
気
設
備

※
１
か
ら
の
給
電
系
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

※
２
※

３
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

１
個
 

メ
タ
ク
ラ
切
替
盤
 

２
個
 

高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

２
個
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
 

１
個
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
 

１
個
 

Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

１
個
 

Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
 

１
個
 

充
電
器
電
源
切
替
盤
 

１
個
 

Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
 

２
個
 

※
１
：
重
大
事
故
操
作
盤
を
含
む
。
 

※
２
：
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
Ａ
系
お
よ
び
Ｂ
系
に
給
電
で
き
る
こ
と
を
含
む
。
 

※
３
：
非
常
用
交
流
高
圧
電
源
母
線
Ａ
系
お
よ
び
Ｂ
系
が
動
作
不
能
時
は
，
第
６
３
条
（
所
内
電
源
系
統
そ
の

１
）
お
よ
び
第
６
４
条
（
所
内
電
源
系
統
そ
の
２
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
 
目
⑦
 

頻
 
 
度
 

担
 
 
当
 

1.
代
替
所
内
電
気
設
備
か
ら
の
給
電
系
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ

と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

     

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
代
替
所
内
電
気
設
備
か
ら
の
給
電
系
が

使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
 

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に

お
い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損

傷
及
び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電

力
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 ④
 
代
替
所
内
電
気
設
備
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備

に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
お
よ

び
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃

料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 ⑥
 
代
替
所
内
電
気
設
備
は
必
要
な
負
荷
に
電
力
を
供
給
す
る
た
め
，
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
１
個
，
メ
タ
ク
ラ
切

替
盤
２
個
，
高
圧
発
電
機
車
接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
２
個
，
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
接
続
プ
ラ
グ
盤
１
個
，
Ｓ
Ａ

ロ
ー
ド
セ
ン
タ
１
個
，
Ｓ
Ａ
１
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
１
個
，
Ｓ
Ａ
２
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ
１
個
，
充

電
器
電
源
切
替
盤
１
個
お
よ
び
Ｓ
Ａ
電
源
切
替
盤
２
個
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基

本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
 

      ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

 a.
 
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え

方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
箇
月
に
１
回
，
外
観
点
検
に
よ
り
当
該
系
統
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
 

条
 
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

A.
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
が
動
作

不
能
の
場
合
 

A1
.当

直
長
は
，
常
設
代
替
交
流
電
源

設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。

 

 

速
や
か
に
 

 

B.
代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ

る
電
源
系
が
動
作
不
能
の

場
合
 

B1
.当

直
長
は
，
非
常
用
所
内
電
気
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.当

直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可

能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   ３
日
間
 

C.
条
件

B
で
要
求
さ
れ
る
措
置

を
完
了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

C1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
が
動
作

不
能
の
場
合
 

A1
.当

直
長
は
，
常
設
代
替
交
流
電
源

設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。

 

速
や
か
に
 

 

B.
代
替
所
内
電
気
設
備
に
よ

る
電
源
系
が
動
作
不
能
の

場
合
 

B1
.当

直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

お
よ
び
 

B2
.当

直
長
は
，
非
常
用
所
内
電
気
設

備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

代
替
所
内
電
気
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場

合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
 

A1
.緊

急
用
メ
タ
ク
ラ
は
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
か
ら
受
電
す
る
場
合
に
使
用
す
る
こ
と
か
ら
，
緊
急

用
メ
タ
ク
ラ
が
動
作
不
能
の
場
合
，“
速
や
か
に
”
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。 

 B1
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書
（
添
付
書
類
十
）」

の
技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”
で
あ
る
非
常
用

所
内
電
気
設
備
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。
 

 B2
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能

で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
｢
３
日
間
」
と
す
る
。
 

 C1
.，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

 【
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.【

運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A1
.と

同
様
。
 

 B1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 B2
.非

常
用
所
内
電
気
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
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8－10－178 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 八

第
10
.2
－
1
図
 
代
替
電
源
設
備
系
統
概
要
図
（
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電
）
 

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
か
ら
非
常
用
所
内
電
気
設
備
を
経
由
し
て
給
電
）
 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

緊
急
用

M/
C 

SA
電
源
切
替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源
切
替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電
器
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

M
 

M
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
 

接
続
プ
ラ
グ
盤
 

M
/
C
：
メ
タ
ル
ク
ラ
ッ
ド
開
閉
装
置

 

L
/
C
：
ロ
ー
ド
セ
ン
タ

 

C
/
C
：
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
セ
ン
タ

 

G
TG
 

D
/G
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

 

高
圧
遮
断
器

 

配
線
用
遮
断
器

 

接
続
装
置

 

【
凡
例
】
 

M
 
電
動
切
替
装
置

 

低
圧
遮
断
器

 

メ
カ
ニ
カ
ル
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク

高
圧
発
電
機
車
接
続
口
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八 八 

 
                       

 

 
第

10
.2
－
2
図
 
代
替
電
源
設
備
系
統
概
要
図
（
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
に
よ
る
給
電
）
 

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
か
ら
代
替
所
内
電
気
設
備
を
経
由
し
て
給
電
）
 

 

ｶ
ﾞｽ
ﾀ
ｰﾋ
ﾞ
ﾝ発

電
機
 

G
TG
 

G
TG
 

D
/G
 

D
/G
 

C
-M
/
C 

C
-L
/
C 

D
-M
/
C 

D
-L
/
C 

S
A-
L
/C
 

S
A1
-
C/
C 

S
A2
-
C/
C 

A
-計

装
C/
C 

C
系

C/
C 

D
系

C/
C 

B
-計

装
C/
C 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

ﾒ
ﾀｸ
ﾗ切

替
盤
 

※
1 

※
2 

※
2 

※
1 

緊
急
用

M/
C 

SA
電
源
切
替
盤
 

充
電
器

 

電
源

 

切
替
盤

 
SA

電
源
切
替
盤
 

M 
M 

M 
M 

充
電
器
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

高
圧
発
電
機
車
 

接
続
プ
ラ
グ
収
納
箱
 

M 
M 
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電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，想定される重大事故等時にお

いて，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプで燃料補給するまでの間，ガ

スタービン発電機に燃料を補給可能な容量を有する設計とする。

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時にお

いて，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を

有する設計とする。 

高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備

に電力を供給できる容量を有するものを１セット３台使用する。保有数は，

２セット６台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計７台を保管する。 

Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は，想定される重大

事故等時において，負荷の切離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外

を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備に電力を供給でき

る容量を有する設計とする。 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は想定される重大

事故等時において，負荷の切離しを行わず 24 時間にわたり必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す
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Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器

（常用）は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を供給

できる容量を有する設計とする。 

緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊

急用メタクラ接続プラグ盤，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロールセンタは，想定される重大事故等時において，

必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設

計基準事故対処設備としての容量が，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後 7 日間連

続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設

計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連

続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するも

のを１セット１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保

管する。 

10.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスター

ビン発電機用燃料移送ポンプ及び緊急用メタクラは，ガスタービン発電機

建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

ガスタービン発電機の操作は，想定される重大事故等時において，中央
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2.12 緊急用メタクラ 

名 称 緊急用メタクラ 

容 量 A/個 1200 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他の発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する緊

急用メタクラは，以下の機能を有する。 

緊急用メタクラは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生

した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内燃料体等の著

しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必

要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合

に，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機から緊急用メタクラ，SAロードセン

タ，SA1コントロールセンタ，SA2コントロールセンタ又はメタクラ切替盤，2C-メタルクラ

ッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置を経由し，必要な負荷へ電力を供給できる設計

とする。 

また，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続し，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，SA1コントロールセンタ，SA2コ

ントロールセンタ又は 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置を経由

し，必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，緊急用メタクラの母線電圧は，メタルクラッド開閉装置の電圧と同じ 6900Vとする。 

1. 容量の設定根拠

緊急用メタクラを重大事故等時に使用する場合は，重大事故等時に必要な容量に基づき設

計したガスタービン発電機又は高圧発電機車の容量を供給できる設計とする。 

緊急用メタクラの電流は，ガスタービン発電機又は高圧発電機車の容量のうち，より大き

い容量を要するガスタービン発電機 1個分の容量 6000kVAに対し，以下のとおり 502Aであ

る。 

I＝
Q

√3・V
＝

6000

√3 × 6.9
＝502.0 ≒ 502 

I：電流（A） 

Q：ガスタービン発電機の容量（kVA）＝6000 

V：電圧（kV）＝6.9 

したがって，緊急用メタクラの母線容量は，502Aを上回る 1200A/個とする。 

設定根拠 
関連箇所を下線にて示す

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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2. 個数の設定根拠

緊急用メタクラは，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するために必要

な電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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2.13 メタクラ切替盤 

名 称 メタクラ切替盤

容 量 A/個 1200 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用するメタ

クラ切替盤は，以下の機能を有する。

メタクラ切替盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生

した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内燃料体等の著し

い損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要

な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合

に，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機から緊急用メタクラ，メタクラ切替

盤，2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置を経由し，必要な負荷へ電

力を供給できる設計とする。 

  また，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続し，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，SA1コントロールセンタ，SA2コ

ントロールセンタ又は 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置を経由

し，必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，メタクラ切替盤の電圧は，下流に設置されているメタルクラッド開閉装置の電圧と

同じ 6900Vとする。 

1. 容量の設定根拠

メタクラ切替盤を重大事故等時に使用する場合は，重大事故等時に必要な容量に基づき設

計したガスタービン発電機又は高圧発電機車の容量を供給できる設計とする。 

メタクラ切替盤の電流は，ガスタービン発電機又は高圧発電機車の容量のうち，より大き

い容量を要するガスタービン発電機 1個分の容量 6000kVAに対し，以下のとおり 502Aであ

る。 

I＝
Q

√3・V
＝

6000

√3 × 6.9
＝502.0 ≒ 502 

I：電流（A） 

Q：ガスタービン発電機の容量（kVA）＝6000 

V：電圧（kV）＝6.9 

したがって，メタクラ切替盤の容量は，502Aを上回る 1200A/個とする。 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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2. 容量の設定根拠

メタクラ切替盤は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するために必要

な電力を確保するために必要な個数である各系列 1個とし，合計 2 個設置する。 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書

827

795208
下線



27 

S2
 補

 Ⅵ
-1
-1
-5
-別

添
2 
R1
 

2.14 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

名 称 高圧発電機車接続プラグ収納箱 

容 量 A/個 1200 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する高圧

発電機車接続プラグ収納箱は，以下の機能を有する。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内

燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故等対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場

合，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続

し，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，SA1コントロールセンタ，SA2コ

ントロールセンタ又は 2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置を経由

し，必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，高圧発電機車接続プラグ収納箱の電圧は，上流に接続する高圧発電機車の電圧と同

じ 6600Vとする。 

1. 容量の設定根拠

高圧発電機車接続プラグ収納箱を重大事故等時に使用する場合は，重大事故等時に必要な

容量に基づき設計した高圧発電機車の容量を供給できる設計とする。 

高圧発電機車接続プラグ収納箱の電流は，高圧発電機車 3個分の容量 1500kVAに対し，以

下のとおり 132A である。  

I＝
Q

√3・V
＝

1500

√3 × 6.6
＝131.2 ≒ 132 

I：電流（A） 

Q：高圧発電機車 3個分の容量（kVA）＝1500 

V：電圧（kV）＝6.6 

したがって，高圧発電機車接続プラグ収納箱の容量は，132Aを上回る 1200A/個とする。 

2. 個数の設定根拠

高圧発電機車接続プラグ収納箱は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止

するために必要な電力を確保するために必要な個数に位置的分散を考慮し，合計 2個設置す

る。 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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2.15 緊急用メタクラ接続プラグ盤 

名 称 緊急用メタクラ接続プラグ盤 

容 量 A/個 1200 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する緊急

用メタクラ接続プラグ盤は，以下の機能を有する。 

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大

事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内燃

料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止す

るために必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故等対処設備の電源（全交流動力電源喪失）が喪失した場合， 

可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を緊急用メタクラ接続プラグ盤に接続し，緊急

用メタクラ，SA ロードセンタ，SA1コントロールセンタ，SA2コントロールセンタ又は緊急用

メタクラ，メタクラ切替盤，2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置を

経由し，必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，緊急用メタクラ接続プラグ盤の電圧は，上流に接続する高圧発電機車の電圧と同じ

6600Vとする。 

1. 容量の設定根拠

緊急用メタクラ接続プラグ盤を重大事故等時に使用する場合は，重大事故等時に必要な容

量に基づき設計した高圧発電機車の容量を供給できる設計とする。 

緊急用メタクラ接続プラグ盤の電流は，高圧発電機車 3個分の容量 1500kVAに対し，以下

のとおり 132Aである。 

I＝
Q

√3・V
＝

1500

√3 × 6.6
＝131.2 ≒ 132 

I：電流（A） 

Q：高圧発電機車 3個分の容量（kVA）＝1500 

V：電圧（kV）＝6.6 

したがって，緊急用メタクラ接続プラグ盤の容量は，132Aを上回る 1200A/個とする。 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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2. 個数の設定根拠

緊急用メタクラ接続プラグ盤は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止す

るために必要な電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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2.16 SAロードセンタ 

名 称 SAロードセンタ 

容 量 A/個 1200 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する SAロ

ードセンタは，以下の機能を有する。 

SAロードセンタは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生

した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内燃料体等の著し

い損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要

な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合

に，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機から緊急用メタクラ，SAロードセン

タ，SA1コントロールセンタ，SA2コントロールセンタを経由し，必要な負荷へ電力を供給で

きる設計とする。 

また，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続し，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，SA1コントロールセンタ，SA2コ

ントロールセンタを経由し，必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。

なお，SAロードセンタの電圧は，下流に設置されている低圧負荷の電圧に合わせ 460Vとす

る。 

1. 容量の設定根拠

SAロードセンタを重大事故等時に使用する場合は，上流に設置されている緊急用メタクラ

から供給される容量を下流に設置されている各負荷へ供給できる設計とする。 

SAロードセンタの負荷容量を表 1に示す。 

表 1 SAロードセンタの負荷容量 

負荷名称 
負荷容量 

(kVA) 

低圧原子炉代替注水ポンプ 237 

SA1コントロールセンタ 266 

SA2コントロールセンタ 143 

合 計 646 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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したがって，SAロードセンタの負荷容量 646kVAに対し，電流は以下のとおり 811Aであ

る。 

I＝
Q

√3・V
＝

646

√3 × 0.46
＝810.8 ≒ 811 

I：電流（A） 

Q：SAロードセンタの容量（kVA）＝646 

V：電圧（kV）＝0.46 

以上により，SAロードセンタの母線容量は 811Aを上回る 1200A/個とする。 

2. 個数の設定根拠

SAロードセンタは，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するために必要

な電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 
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2.17 SA1コントロールセンタ 

名 称 SA1コントロールセンタ 

容 量 A/個 400 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する SA1

コントロールセンタは，以下の機能を有する。

SA1コントロールセンタは，設計基準事故等対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合

に，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機から，緊急用メタクラ，SAロードセン

タ，SA1コントロールセンタを経由して低圧負荷へ電力を供給できる設計とする。

また，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続し，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，SA1コントロールセンタを経由

して必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，SA1コントロールセンタの母線電圧は，上流に設置されている SAロードセンタの電

圧と同じ 460Vとする。 

1. 容量の設定根拠

SA1コントロールセンタを重大事故等時に使用する場合は，上流に設置されている SAロー

ドセンタから供給される容量を下流に設置されている低圧負荷へ供給できる設計とする。 

SA1コントロールセンタの負荷容量を表 1に示す。 

表 1より，負荷容量の合計は，156kW及び 71kVAとなることから，容量は以下のとおり

266kVAとなる。 

Q＝
P1

Pf
+ P2＝

156

0.8
+ 71＝266

Q：容量（kVA） 

P1：必要負荷（kW）＝156 

P2：必要負荷（kVA）＝71 

Pf：力率（平均）＝0.8 
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したがって，SA1コントロールセンタの負荷容量 266kVAに対し，電流は以下のとおり 334A

である。 

I＝
Q

√3・V
＝

266

√3 × 0.46
＝333.8 ≒ 334 

I：電流（A） 

Q：SA1コントロールセンタの容量（kVA）＝266 

V：電圧（kV）＝0.46 

以上により，SA1コントロールセンタの母線容量は 334Aを上回る 400A/個とする。 

表 1 SA1コントロールセンタの負荷容量 

負荷名称 
負荷容量 

(kW) 

SA 用 115V系充電器 24 

230V系充電器（常用） 48 

B1-115V（SA）充電器電源切替盤 24 

低圧原子炉代替注水設備 非常用送風機 15 

第 1フィルタベント設備ドレン移送ポンプ 11 

第 1ベントフィルタ格納槽排水ポンプ 30 

第 1ベントフィルタ格納槽非常用送風機 3.7 

合 計＊ 156 

負荷名称 
負荷容量 

(kVA) 

代替注水設備 空調換気制御盤（SA） 0.2 

第 1ベントフィルタ出口分析計車 

接続プラグ収納箱 
25 

重大事故設備交流電源用変圧器盤 25 

第 1ベントフィルタスクラバ水分析計盤 20 

合 計＊ 71 

注記＊：負荷容量の合計は小数点以下を切り上げた値とする。 

2. 個数の設定根拠

SA1コントロールセンタは，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するため

に必要な電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 
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2.18 SA2コントロールセンタ 

名 称 SA2コントロールセンタ 

容 量 A/個 400 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する SA2

コントロールセンタは，以下の機能を有する。

SA2コントロールセンタは，設計基準事故等対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合

に，常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機から，緊急用メタクラ，SAロードセン

タ，SA2コントロールセンタを経由して低圧負荷へ電力を供給できる設計とする。

また，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱に接

続し，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，SA2コントロールセンタを経由

して必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，SA2コントロールセンタの母線電圧は，上流に設置されている SAロードセンタの電

圧と同じ 460Vとする。 

1. 容量の設定根拠

SA2コントロールセンタを重大事故等時に使用する場合は，上流に設置されている SAロー

ドセンタから供給される容量を下流に設置されている低圧負荷へ供給できる設計とする。 

SA2コントロールセンタの負荷容量を表 1に示す。 

表 1より，負荷容量の合計は，90kW及び 30kVAとなることから，容量は以下のとおり

143kVAとなる。 

Q＝
P1

Pf
+ P2＝

90

0.8
+ 30＝142.5 ≒ 143

Q：容量（kVA） 

P1：必要負荷（kW）＝90 

P2：必要負荷（kVA）＝30 

Pf：力率（平均）＝0.8 
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したがって，SA2コントロールセンタの負荷容量 143kVAに対し，電流は以下のとおり 180A

である。 

I＝
Q

√3・V
＝

143

√3 × 0.46
＝179.4 ≒ 180 

I：電流（A） 

Q：SA2コントロールセンタの容量（kVA）＝143 

V：電圧（kV）＝0.46 

以上により，SA2コントロールセンタの母線容量は 180Aを上回る 400A/個とする。 

表 1 SA2コントロールセンタの負荷容量 

負荷名称 
負荷容量 

(kW) 

残留熱代替除去ポンプ 75 

原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル閉止装置 15 

合 計 90 

負荷名称 
負荷容量 

(kVA) 

無線通信設備電源切替盤 5 

衛星電話設備電源切替盤 5 

格納容器水素／酸素計測用電源盤 20 

合 計 30 

2. 容量の設定根拠

SA2コントロールセンタは，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するため

に必要な電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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2.19 充電器電源切替盤 

名 称 充電器電源切替盤 

容 量 A/個 225 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

  重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する充電器

電源切替盤は，以下の機能を有する。 

  充電器電源切替盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生

した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内燃料体等の著し

い損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な

電力を確保するために設置する。 

  系統構成は，設計基準事故対処設備の電源が喪失（全交流動力電源喪失及び蓄電池の枯渇）

した場合に，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱に

接続し，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，SA1 コントロールセンタ又は

2C-メタルクラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置を経由し，充電器電源切替盤へ

接続することにより，下流に設置されている B1-115V系充電器（SA）に必要な電力を供給でき

る設計とする。 

  なお，充電器電源切替盤の電圧は，上流に設置されているコントロールセンタの電圧と同じ

460Vとする。 

1. 容量の設定根拠

充電器電源切替盤を重大事故等時に使用する場合についての容量設定根拠を以下に示す。

充電器電源切替盤は，上流に設置されている SA1コントロールセンタから供給される容量を

下流に設置されている各負荷に供給できる設計とする。 

下流に設置されている B1-115V系充電器（SA）の容量 24kWに対し，容量は以下のとおり

30kVAとなる。 

Q＝
P1

Pf
＝

24

0.8
＝30 

Q：容量（kVA） 

P1：必要負荷（kW）＝24 

Pf：力率（平均）＝0.8 
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したがって，B1-115V系充電器（SA）の負荷容量 30kVAに対し，電流は以下のとおり 38Aで

ある。 

I＝
Q

√3・V
＝

30

√3 × 0.46
＝37.6 ≒ 38 

I：電流（A） 

Q：必要容量（kVA）＝30 

V：電圧（kV）＝0.46 

以上より，充電器電源切替盤の容量は，下流に設置されている B1-115V系充電器（SA）の容

量 38Aを上回る 225A/個とする。 

2. 個数の設定根拠

充電器電源切替盤は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するために必要

な電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 

添付-2-(2) 設計及び工事計画認可申請書
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2.20 SA電源切替盤 

名 称 SA電源切替盤 

容 量 A/個 50 

個 数 － 2 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する SA電

源切替盤は，以下の機能を有する。 

SA電源切替盤は，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故等が発生し

た場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内燃料体等の著しい損

傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な電力

を確保するために設置する。 

系統構成は，設計基準事故対処設備の交流電源が喪失（全交流動力電源喪失）した場合に，

常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機から，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，

SA2コントロールセンタを経由し，SA電源切替盤へ接続することにより，下流に設置されてい

る必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。 

また，可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車を高圧発電機車接続プラグ収納箱に接続

し，メタクラ切替盤，緊急用メタクラ，SAロードセンタ，SA2コントロールセンタ，SA電源

切替盤を経由し，必要な負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，SA電源切替盤の母線電圧は，上流に設置されているコントロールセンタの電圧と同

じ 460Vとする。 

1. 容量の設定根拠

SA電源切替盤を重大事故等時に使用する場合は，コントロールセンタの下流に設置されて

いる電動弁の容量を供給できる設計とする。 

SA電源切替盤の容量は，電動弁に電力を供給する配線用遮断器 1個当たりの容量であるこ

とから，負荷のうち，配線用遮断器 1個当たりの負荷容量が最大となる容量を基に設計する。 

配線用遮断器 1個当たりの負荷容量が最大となるのは，A(B)-RHR 注水弁の 8.7kWである。 

したがって，SA電源切替盤の容量は，A(B)-RHR注水弁の負荷容量 8.7kWに対して，以下の

とおり 14Aを上回る 50A/個とする。 
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I＝
Q

√3・V・Pf
＝

8.7

√3 × 0.46 × 0.8
＝13.6 ≒ 14 

I：電流（A） 

Q：容量（kW）＝8.7 

V：電圧（kV）＝0.46 

Pf：力率（平均）＝0.8 

2. 個数の設定根拠

SA電源切替盤は，重大事故等対処設備として炉心の著しい損傷等を防止するために必要な

電力を確保するために必要な個数である各系列に 1個とし，合計 2 個設置する。 
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保安規定第６５条 

表６５－１２「電源設備」 

６５－１２－６「燃料補給設備」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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量
が
所
要

値
以
上
で
あ
る
こ
と

※
２
 

（
３
）
所
要
数
の
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
３
 

 

適
用
さ
れ
る
 

 
原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
 
備
 ⑤

 
所
要
値
・
所
要
数
 ⑥

 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
 

6,
21
9m
m
以
上
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク

※
４
 

72
1m

3
以
上

※
５
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
 

1
台
 

※
１
：
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
運
転
中
お
よ
び
運
転
終
了
後
２
日
間
は
除
く
。

 

※
２
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
が
運
転
中
お
よ
び
運
転
終
了
後
２
日
間
は
除
く
。
な
お
，
非
常
用
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機
と
は
，
Ａ
系
，
Ｂ
系
お
よ
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
い

う
。

 

※
３
：
必
要
な
ホ
ー
ス
を
含
む
。

 

※
４
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
の
燃
料
貯
蔵
量
が
必
要
量
確
保
さ
れ
て
い
な
い
場

合
は
，
第
６
０
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
油
等
）
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認
す
る
。

 

※
５
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
６
基
の
燃
料
貯
蔵
量
の
合
計
値

 

           

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）
が
該
当
す
る
。

 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク

レ
ベ
ル
ま
た
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
の
燃
料
貯
蔵
量
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ

と
お
よ
び
重
大
事
故
等
の
対
処
に
お
い
て
使
用
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
を
運

搬
す
る
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
た
だ
し
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
ま
た
は
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
が
運
転
中
お
よ
び
運
転
終
了
後
の

2
日
間
は
除
く
、（

保
安
規

定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
七
条
（
１
．
１
４
）

 

「
電
源
設
備
（
手
順
等
）」

で
は
，
電
源
が
喪
失
し
た
こ
と
に
よ
り
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
炉
心
の
著
し
い
損
傷
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損
，
燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
及

び
運
転
停
止
中
に
お
け
る
原
子
炉
内
の
燃
料
体
の
著
し
い
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
電
力
を
確

保
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 

④
 
燃
料
補
給
設
備
は
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
重
大
事
故
等

対
処
設
備
に
対
し
燃
料
供
給
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い

る
期
間
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お

よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 ⑥
 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
は
重
大
事
故
等
時
に
必
要
な
各
機
器
（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
，
大

量
送
水
車
等
）
を
７
日
間
運
転
継
続
す
る
た
め
に
可
能
な
容
量
で
あ
る
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ

ン
ク
レ
ベ
ル

6,
21

9m
m
以
上
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
は
重
大
事
故
等
時
に
必
要

な
各
機
器
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
，
大
量
送
水
車
等
）
を
７
日
間
運
転
継
続
す
る
た
め
に
可
能
な
容

量
で
あ
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
の
燃
料
貯
蔵
量

7
2
1
ｍ

3
以
上
を
所
要
値
と
す

る
。

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
必
要
な
重
大
事
故
等
対
処
設

備
に
燃
料
を
補
給
で
き
る
容
量
を
有
す
る
も
の
と
し
て
，
１
セ
ッ
ト
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

 （
２
）
確
認
事
項

 

項
 
 
目
 ⑦

 
頻
 
 
度
 

担
 
 
当
 

1.
 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
所
要
値
以

上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

2.
 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
の
燃
料
貯
蔵

量
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

3.
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
タ
ー
ビ
ン
）
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

A.
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油

タ
ン
ク
レ
ベ
ル
が
所
要
値
を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

A1
.当

直
長
は
，
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
レ

ベ
ル
を
所
要
値
内
に
回
復
さ
せ
る
。
 

２
日
間
 

B.
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃

料
貯
蔵
タ
ン
ク
の
燃
料
貯
蔵
量

が
所
要
値
を
満
足
し
て
い
な
い

場
合
 

B1
.当

直
長
は
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ

ン
ク
の
燃
料
貯
蔵
量
を
所
要
値
内
に
回
復
さ
せ
る
。
 

２
日
間
 

C.
動
作
可
能
な
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が

所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場

合
 

C1
.課

長
（
タ
ー
ビ
ン
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

C2
.課

長
（
タ
ー
ビ
ン
）

は
，
代
替
措
置

※
６
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
７
。
 

２
日
間
 

  ２
日
間
 

D.
条
件

A
ま
た
は

B
で
要
求
さ
れ
る

措
置
を
完
了
時
間
内
に
達
成
で

き
な
い
場
合
 

D1
.当

直
長
は
，
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対

処
設
備

※
８
を
動
作
不
能

※
９
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

E.
条
件

C
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

E1
.課

長
（
タ
ー
ビ
ン
）
 は

，
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
に
よ
る

燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備

※
８

を
動
作
不
能

※
９
と
み
な
す
。
 

速
や
か
に
 

※
６
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。

 

※
７
：
２
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱

は
継
続
す
る
が
，
２
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件

D
に
は
移
行
し
な
い
。
 

※
８
：
燃
料
補
給
を
有
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
は
，
以
下
を
い
う
。

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
；
高
圧
発
電
機
車
，
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
，
大
型
送
水
ポ
ン

プ
車
お
よ
び
大
量
送
水
車
な
ら
び
に
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機

 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
；
高
圧
発
電
機
車
，
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
，
大
型
送

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）
 

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

1，
2，

3
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考

え
方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
箇
月
に
１
回
，
可
搬
型
設
備
は
３
箇
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

    

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
お
よ
び
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
が
所
要
値

を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
な
ら
び
に
動
作
可
能
な
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
所
要
数
を
満
足
し
な
く
な
っ
た
場
合

を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。

 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
を
記
載
す
る
。

(保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
）

) 

 【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】

 

A1
.当

該
設
備
を
使
用
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
保
安
規
定
第
６
０
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
燃
料
油
等
）
に
お
い
て
タ
ン
ク
レ
ベ
ル
等
が
制
限
値
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
要
求
さ
れ

る
措
置
の
完
了
時
間
「
２
日
間
」
の
設
定
を
準
用
し
，「

２
日
間
」
と
す
る
。

 

 B1
.，

C1
 
A1
.と

同
様
。

 

 C2
. 

当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
，
ド
ラ
ム
缶
・
ト
ラ
ッ
ク
・
要
員
の
確

保
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
上
記
の

A
1
.と

同
様

「
２
日
間
」
と
す
る
。

 

 D1
.，

E1
.保

安
規
定
第
６
０
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
油
等
）
の
完
了
時
間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
の
要
求
さ
れ
る
措
置
の
完
了
時
間
“
速
や
か
に
”
の
設
定
を
準
用
し
，
燃
料
補
給
を
有

す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
“
速
や
か
に
”
動
作
不
能
と
み
な
し
，
当
該
設
備
に
適
用
さ
れ
る

運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
措
置
を
実
施
す
る
。

 

                                        

843



 

保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文

 
記
載
の
説
明

 
備
考

 

水
ポ
ン
プ
車
お
よ
び
大
量
送
水
車

 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
；
高
圧
発
電
機
車
，
可
搬
式
窒
素
供
給
装
置
，
大
型
送
水
ポ
ン
プ
車
お
よ
び
大
量
送
水

車
 

※
９
：
燃
料
補
給
を
要
す
る
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
運
転
上
の
制
限
は
個
別
に
適
用
さ
れ
る
。
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1.14－184 

 
 

ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用

 

軽
油
タ
ン
ク

 

防 油 堰

③
⑤
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
ド
レ
ン
弁
／
閉
止
フ
ラ
ン
ジ

③
⑥
⑧
燃
料
抜
取
り
用
バ
ル
ブ
付
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト

⑦
⑧
給
排
用
バ
ル
ブ
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
付
）

④
ホ
ー
ス
ジ
ョ
イ
ン
ト
（
必
要
に
応
じ
て
）

タ
ン
ク
ロ
ー
リ

②
③
⑦
⑧

④
⑤
⑧
ホ
ー
ス

第
1.

14
－

55
図

 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
又
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

 

（
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給
）

 
概
要
図

記
載
例
 
○
：
操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

 

添付-１-（１）設置変更許可申請書　添付十追補１

845

283821
タイプライターテキスト
赤枠にて示す

283821
タイプライターテキスト
65-12-6の範囲

283821
長方形

283821
長方形



1.14－186 

第
1
.1

4－
57

図
 
ガ
ス
タ
ー
ビ
ン
発
電
機
用
軽
油
タ
ン
ク
又
は
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
か
ら
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
へ
の
補
給

 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
燃
料
貯
蔵
タ
ン
ク
等
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電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タ

ンクは，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統

構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

タンクローリは輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

10.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ガスタービン発電機は，想定される重大事故等時において，炉心の著し

い損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及

び運転停止中原子炉内燃料体の著しい損傷を防止するために必要な容量を

有する設計とする。 

ガスタービン発電機用サービスタンクは，想定される重大事故等時にお

いて，ガスタービン発電機用燃料移送ポンプで燃料補給するまでの間，ガ

スタービン発電機に燃料を補給可能な容量を有する設計とする。

ガスタービン発電機用燃料移送ポンプは，想定される重大事故等時にお

いて，ガスタービン発電機の運転に必要な燃料を補給できるポンプ容量を

有する設計とする。 

高圧発電機車は，想定される重大事故等時において，最低限必要な設備

に電力を供給できる容量を有するものを１セット３台使用する。保有数は，

２セット６台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックア

ップ用として１台の合計７台を保管する。 

Ｂ－115V 系蓄電池及びＢ１－115V 系蓄電池（ＳＡ）は，想定される重大

事故等時において，負荷の切離しを行わず８時間，その後必要な負荷以外

を切り離して 16 時間の合計 24 時間にわたり必要な設備に電力を供給でき

る容量を有する設計とする。 

ＳＡ用 115V 系蓄電池及び 230V 系蓄電池（ＲＣＩＣ）は想定される重大

事故等時において，負荷の切離しを行わず 24 時間にわたり必要な設備に電

力を供給できる容量を有する設計とする。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書　添付八

848

283821
線

283821
タイプライターテキスト
所要数・必要容量

283821
タイプライターテキスト
関連箇所を下線にて示す

283821
長方形



8－10－34 

Ｂ１－115V 系充電器（ＳＡ），ＳＡ用 115V 系充電器及び 230V 系充電器

（常用）は，想定される重大事故等時において，必要な設備に電力を供給

できる容量を有する設計とする。 

緊急用メタクラ，メタクラ切替盤，高圧発電機車接続プラグ収納箱，緊

急用メタクラ接続プラグ盤，ＳＡロードセンタ，ＳＡ１コントロールセン

タ及びＳＡ２コントロールセンタは，想定される重大事故等時において，

必要な設備に電力を供給できる容量を有する設計とする。 

非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク及び高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備と兼用しており，設

計基準事故対処設備としての容量が，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後 7 日間連

続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有しているため，設

計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，事故後７日間連

続運転するために必要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備に，燃料を補給できる容量を有するも

のを１セット１台使用する。保有数は，１セット１台に加えて，故障時及

び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保

管する。 

10.2.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

ガスタービン発電機，ガスタービン発電機用サービスタンク，ガスター

ビン発電機用燃料移送ポンプ及び緊急用メタクラは，ガスタービン発電機

建物内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設

計とする。 

ガスタービン発電機の操作は，想定される重大事故等時において，中央
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第10.2－1表 代替電源設備の主要機器仕様 

(1) 常設代替交流電源設備

ａ．ガスタービン発電機 

ガスタービン 

台  数 １（予備１） 

使用燃料 軽油 

出  力 約5,200kW/台 

発電機 

台  数 １（予備１） 

種  類 同期発電機 

容  量 約6,000kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 6.9kV 

周 波 数 60Hz 

ｂ．ガスタービン発電機用サービスタンク 

基  数 １（予備１） 

容  量 約7.9m3/基 

ｃ．ガスタービン発電機用燃料移送ポンプ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約4.0m3/h/台 

ｄ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 
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(2) 可搬型代替交流電源設備

ａ．高圧発電機車 

機関 

台  数 ６（予備１） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台  数 ６（予備１） 

種  類 同期発電機 

容  量 約500kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 6.6kV 

周 波 数 60Hz 

ｂ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 

ｃ．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 ５ 

容  量 約170m3/基（２基） 

約100m3/基（３基） 

ｄ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 １ 

容  量 約170m3 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書　添付八
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ｅ．タンクローリ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約3.0m3/台 

(3) 所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備

ａ．Ｂ－115V系蓄電池及びＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

組  数 １ 

電  圧 115V 

容  量 約4,500Ah 

（Ｂ－115V系蓄電池：約3,000AhＢ１－115V系蓄電池（ＳＡ）：約1,500Ah） 

ｂ．230V系蓄電池（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

組  数 １ 

電  圧 230V 

容  量 約1,500Ah 

ｃ．ＳＡ用115V系蓄電池 

組  数 １ 

電  圧 115V 

容  量 約1,500Ah 

ｄ．Ｂ－115V系充電器及びＢ１－115V系充電器（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

添付-2-(2) 設置変更許可申請書　添付八
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個  数 ２ 

電  圧 120V 

電  流 約400A及び約200A 

ｅ．230V系充電器（ＲＣＩＣ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

個  数 １ 

電  圧 240V 

電  流 約200A 

ｆ．ＳＡ用115V系充電器 

個  数 １ 

電  圧 120V 

電  流 約200A 

(4) 可搬型直流電源設備

ａ．高圧発電機車 

機関 

台  数 ６（予備１） 

使用燃料 軽油 

発電機 

台  数 ６（予備１） 

種  類 同期発電機 

容  量 約500kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 6.6kV 

周 波 数 60Hz 
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ｂ．Ｂ１－115V系充電器（ＳＡ） 

個  数 １ 

電  圧 120V 

電  流 約200A 

ｃ．ＳＡ用115V系充電器 

個  数 １ 

電  圧 120V 

電  流 約200A 

ｄ．230V系充電器（常用） 

個  数 １ 

電  圧 240V 

電  流 約200A 

ｅ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 

ｆ. 非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 ５ 

容  量 約170m3/基（２基） 

約100m3/基（３基） 

ｇ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 １ 

容  量 約170m3 
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ｈ．タンクローリ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約3.0m3/台 

(5) 燃料補給設備

ａ．ガスタービン発電機用軽油タンク 

基  数 １ 

容  量 約560m3 

ｂ．非常用ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 ５ 

容  量 約170m3/基（２基） 

約100m3/基（３基） 

ｃ．高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機燃料貯蔵タンク 

兼用する設備は以下のとおり。 

・非常用電源設備（通常運転時等）

・非常用電源設備（重大事故等時）

基  数 １ 

容  量 約170m3 

ｄ．タンクローリ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約3.0m3/台 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書　添付八
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名 称 ガスタービン発電機用軽油タンク 

容 量 kℓ/個 以上（560） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 66 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置

（ガスタービン発電機）として使用するガスタービン発電機用軽油タンクは，以下の機能を有

する。 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保するガスタービン発電機の燃料を貯蔵するために設置する。 

系統構成は，ガスタービン発電機を中央制御室での操作にて速やかに起動し，2C-メタルク

ラッド開閉装置及び 2D-メタルクラッド開閉装置，又は SA ロードセンタ，SA1 コントロールセ

ンタ，SA2 コントロールセンタへ接続し必要な電力を供給するため，ガスタービン発電機用燃

料移送ポンプを用いてガスタービン発電機用サービスタンクへ燃料を供給できる設計とする。 

   

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高

圧発電機車，可搬式窒素供給装置用発電設備）として使用するガスタービン発電機用軽油タン

クは，以下の機能を有する。 

 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重

大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内

の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止

するために必要な電力を確保する高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の燃料を貯

蔵するために設置する。 

系統構成は，ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリを使用し，高圧発電機車及

び可搬式窒素供給装置用発電設備へ燃料を供給できる設計とする。 

 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち補機駆動用燃料設備として使用するガ

スタービン発電機用軽油タンクは，以下の機能を有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等が発生した場合において，炉心の著しい損

傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発

電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備の補機駆動用燃料を貯蔵する

ために設置する。 

系統構成は，ガスタービン発電機用軽油タンクからタンクローリを使用し，大量送水車付燃

料タンク，大型送水ポンプ車付燃料タンク（原子炉補機代替冷却系用）及び大型送水ポンプ車

付燃料タンク（原子炉建物放水設備用）へ燃料を供給できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

重大事故等対処設備として使用するガスタービン発電機用軽油タンクの容量は，必要な各機

器を 7日間運転継続可能な容量，試験で使用する容量及び無効容量を基に設定する。 

① 重大事故対処設備を 7 日間連続運転の燃料消費量 ： kℓ 

② 試験で使用する容量   ： kℓ 

③ 無効容量  ： kℓ 

④ 合計  ： kℓ 

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において想定した事故シーケンス

において，ガスタービン発電機用軽油タンクの燃料消費量が最大となる「雰因気圧力・温度に

よる静的負荷（格納容器過圧・過温破損）残留熱代替除去系を使用する場合」，「水素燃

焼」，「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却

材相互作用」又は「溶融炉心・コンクリート相互作用」であり，使用機器及び燃料消費量を下

表に示す。 

下表より，使用機器の 7日間運転継続に必要な燃料は， kℓとなる。 

以上より，ガスタービン発電機用軽油タンクの容量は，7 日間運転継続した場合の必要な燃

料である kℓ を上回る kℓ とする。 

公称値については，要求される容量 kℓ を上回る 560kℓ/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

想定した事故シーケンスの使用機器及び燃料消費量 

使用機器 
①個数 

（個） 

②燃料消費率 

（kℓ/h） 

①×②×168 時間 

燃料消費量 

（kℓ/168 時間） 

大量送水車 1 0.0677＊2 11.4 

ガスタービン発電機＊1 1 ＊3  

大型送水ポンプ車 1 ＊3  

可搬式窒素供給装置用発電設備 1 ＊3  

計  

  注記＊1：ガスタービン発電機用サービスタンクの容量は保守的に考慮せず，ガスタービン

発電機用軽油タンクから供給される燃料のみ考慮し評価を行う。 

＊2：大量送水車の燃料消費率は，取水用ポンプと送水用ポンプの定格運転における燃

料消費率の合計 

＊3：定格運転における燃料消費率 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

ガスタービン発電機用軽油タンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，ガスター

ビン発電機用軽油タンクが開放型タンクであることから，静水頭とする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠 

ガスタービン発電機用軽油タンクを重大事故等時において使用する場合の温度は，ガスター

ビン発電機用軽油タンクが開放型タンクであることから，外気の温度＊4を上回る66℃とする。 

 

注記＊4：外気の温度は，松江市の過去最高気温（38.5℃）とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

ガスタービン発電機用軽油タンクは，重大事故等対処設備として必要な各機器が 7 日間運転

継続可能な燃料を貯蔵するために必要なものを 1個設置する。 
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名 称 A-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

容 量 kℓ/個 以上（170） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 2 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設として 7 日間の外部電源喪失を仮定して

も，A-非常用ディーゼル発電設備の連続運転により必要となる電力を供給できるよう，燃料を

貯蔵するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置

（非常用ディーゼル発電設備）として使用するA-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，以下の機能を

有する。 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保する A-非常用ディーゼル発電設備の燃料を貯蔵するために設置する。 

系統構成は，A-非常用ディーゼル発電設備へ A-ディーゼル燃料貯蔵タンクから A-ディーゼ

ル燃料移送ポンプを用いて燃料を供給できる設計とする。 

 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高

圧発電機車，可搬式窒素供給装置用発電設備）として使用する A-ディーゼル燃料貯蔵タンク

は，以下の機能を有する。 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保する高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の燃料を貯蔵する

ために設置する。 

系統構成は，A-ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリを使用し，高圧発電機車及び可

搬式窒素供給装置用発電設備へ燃料を供給できる設計とする。 

 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち補機駆動用燃料設備として使用するA-

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，以下の機能を有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原

子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備の補機駆動用燃料を貯蔵するために

設置する。 

系統構成は，A-ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリを使用し，大量送水車付燃料タ

ンク，大型送水ポンプ車付燃料タンク（原子炉補機代替冷却系用）及び大型送水ポンプ車付燃

料タンク（原子炉建物放水設備用）へ燃料を供給できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用するA-ディーゼル燃料貯蔵タンクの容量は，設計基準事故に対

処するためにA-非常用ディーゼル発電設備が定格で7日間連続運転可能な容量，試験で使用す

る容量及び無効容量を基に設定する。 

① A-非常用ディーゼル発電設備を定格で 7 日間運転可能な容量 ： kℓ
② 試験で使用する容量  ： kℓ
③ 無効容量  ： kℓ
④ 合計  ： kℓ

上記から，設計基準対象施設として使用する A-ディーゼル燃料貯蔵タンクの必要容量は，

kℓ/個以上とする。 

重大事故等対処設備として使用するA-ディーゼル燃料貯蔵タンクの容量は，必要な各機器を

7 日間運転継続可能な容量を基に設定する。 

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において想定した事故シーケンス

において，A-ディーゼル燃料貯蔵タンクの燃料消費量が最大となる「高圧・低圧注水機能喪

失」，「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」，「LOCA時注水機能喪失」，

「想定事故１」又は「想定事故２」であり，使用機器及び燃料消費量を下表に示す。 

下表より，使用機器の 7日間運転継続に必要な燃料は，711.3kℓ となる。

以上より，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料

貯蔵タンクの合計容量は，7 日間運転継続した場合の必要な燃料である 711.3kℓ を上回る 730 

kℓ とする。なお A-ディーゼル燃料貯蔵タンクの容量については，A-ディーゼル燃料貯蔵タン

ク 2 個から供給することから設計基準対象施設の必要容量と同じ kℓ/個以上とする。 

公称値については，要求される容量 kℓ を上回る 170kℓ/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

想定した事故シーケンスの使用機器及び燃料消費量 

使用機器 
①個数 

（個） 

②燃料消費率 

（kℓ/h） 

①×②×168 時間 

燃料消費量 

（kℓ/168 時間） 

大量送水車 1 0.0677＊2 11.4 

非常用ディーゼル発電機＊1 2 ＊3   

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機＊1 
1 ＊3    

計 711.3 

  注記＊1：A-ディーゼル燃料デイタンクの容量は保守的に考慮せず，A-ディーゼル燃料貯蔵

タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンクから供給さ

れる燃料のみ考慮し評価を行う。 

＊2：大量送水車の燃料消費率は，取水用ポンプと送水用ポンプの定格運転における燃

料消費率の合計 

＊3：定格運転における燃料消費率 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するA-ディーゼル燃料貯蔵タンクの最高使用圧力は，A-ディー

ゼル燃料貯蔵タンクが開放型タンクであることから，静水頭とする。 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，静水頭とする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するA-ディーゼル燃料貯蔵タンクの最高使用温度は，A-ディー

ゼル燃料貯蔵タンクが開放型タンクであることから，外気の温度＊4を上回る 40℃とする。 

 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクを重大事故等で使用する場合の最高使用温度は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，40℃とする。 

 

注記＊4：外気の温度は，松江市の過去最高気温（38.5℃）とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

A-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設としてA-非常用ディーゼル発電設備が定

格で 7日間連続運転可能な燃料を貯蔵するために必要なものを 2個設置する。 

重大事故等時に使用するA-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設として2個設置

しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 B-ディーゼル燃料貯蔵タンク 

容 量 kℓ/個 以上（104） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 3 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設として 7 日間の外部電源喪失を仮定して

も，B-非常用ディーゼル発電設備の連続運転により必要となる電力を供給できるよう，燃料を

貯蔵するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置

（非常用ディーゼル発電設備）として使用するB-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，以下の機能を

有する。 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保する B-非常用ディーゼル発電設備の燃料を貯蔵するために設置する。 

系統構成は，B-非常用ディーゼル発電設備へ B-ディーゼル燃料貯蔵タンクから B-ディーゼ

ル燃料移送ポンプを用いて燃料を供給できる設計とする。 

 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高

圧発電機車，可搬式窒素供給装置用発電設備）として使用する B-ディーゼル燃料貯蔵タンク

は，以下の機能を有する。 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事

故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料

体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するた

めに必要な電力を確保する高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の燃料を貯蔵する

ために設置する。 

系統構成は，B-ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリを使用し，高圧発電機車及び可

搬式窒素供給装置用発電設備へ燃料を供給できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち補機駆動用燃料設備として使用するB-

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，以下の機能を有する。 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原

子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原

子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備の補機駆動用燃料を貯蔵するために

設置する。 

系統構成は，B-ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリを使用し，大量送水車付燃料タ

ンク，大型送水ポンプ車付燃料タンク（原子炉補機代替冷却系用）及び大型送水ポンプ車付燃

料タンク（原子炉建物放水設備用）へ燃料を供給できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用するB-ディーゼル燃料貯蔵タンクの容量は，設計基準事故に対

処するためにB-非常用ディーゼル発電設備が定格で7日間連続運転可能な容量，試験で使用す

る容量及び無効容量を基に設定する。 

① B-非常用ディーゼル発電設備を定格で 7 日間運転可能な容量  ： kℓ
② 試験で使用する容量  ： kℓ
③ 無効容量  ： kℓ
④ 合計  ： kℓ

上記から，設計基準対象施設として使用する B-ディーゼル燃料貯蔵タンクの必要容量は，

kℓ/個以上とする。 

重大事故等対処設備として使用するB-ディーゼル燃料貯蔵タンクの容量は，必要な各機器を

7 日間運転可能な容量を基に設定する。 

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において想定した事故シーケンス

で，B-ディーゼル燃料貯蔵タンクの燃料消費量が最大となる「高圧・低圧注水機能喪失」，

「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」，「LOCA時注水機能喪失」，「想定

事故１」又は「想定事故２」であり，使用機器及び燃料消費量を下表に示す。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

下表より，使用機器の 7日間運転継続に必要な燃料は，711.3kℓ となる。 

以上より，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料

貯蔵タンクの合計容量は，7 日間運転継続した場合の必要な燃料である 711.3 kℓ を上回る

730kℓ とする。なお B-ディーゼル燃料貯蔵タンクの容量については，B-ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク 3個から供給することから設計基準対象施設の必要容量と同じ kℓ/個以上とする。 

 

公称値については，要求される容量 kℓ を上回る 104kℓ/個とする。 

 

想定した事故シーケンスの使用機器及び燃料消費量 

使用機器 
①個数 

（個） 

②燃料消費率 

（kℓ/h） 

①×②×168 時間 

燃料消費量 

（kℓ/168 時間） 

大量送水車 1 0.0677＊2 11.4 

非常用ディーゼル発電機＊1 2 ＊3   

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機＊1 
1 ＊3    

計 711.3 

  注記＊1：B-ディーゼル燃料デイタンクの容量は保守的に考慮せず，A-ディーゼル燃料貯蔵

タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンクから供給さ

れる燃料のみ考慮し評価を行う。 

＊2：大量送水車の燃料消費率は，取水用ポンプと送水用ポンプの定格運転における燃

料消費率の合計 

＊3：定格運転における燃料消費率 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するB-ディーゼル燃料貯蔵タンクの最高使用圧力は，B-ディー

ゼル燃料貯蔵タンクが開放型タンクであることから，静水頭とする。 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，静水頭とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

3. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するB-ディーゼル燃料貯蔵タンクの最高使用温度は，B-ディー

ゼル燃料貯蔵タンクが開放型タンクであることから，外気の温度＊4を上回る 40℃とする。 

 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の温度は，設計基準対象

施設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同設計条件とし，40℃とする。 

 

注記＊4：外気の温度は，松江市の過去最高気温(38.5℃）とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

B-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設としてB-非常用ディーゼル発電設備が定

格で 7日間連続運転可能な燃料を貯蔵するために必要なものを 3個設置する。 

 

重大事故等時に使用するB-ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設として3個設置

しているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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名 称 ディーゼル燃料貯蔵タンク 

容 量 kℓ/個 以上（170） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

・設計基準対象施設 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設として 7 日間の外部電源喪失を仮定して

も，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備の連続運転により必要となる電力を供給できるよ

う，燃料を貯蔵するために設置する。 

 

・重大事故等対処設備 

重大事故等時に，その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備）として使用するディーゼル燃料貯蔵タンクは，以

下の機能を有する。 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷を防止するために必要な電力を確保する高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電設備の燃料を貯蔵するために設置する。 

系統構成は，高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備へディーゼル燃料貯蔵タンクからディ

ーゼル燃料移送ポンプを用いてディーゼル燃料デイタンクに燃料を供給できる設計とする。 

 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（高

圧発電機車，可搬式窒素供給装置用発電設備）として使用するディーゼル燃料貯蔵タンクは，

以下の機能を有する。 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準事故対処設備の電源が喪失したことにより重大事故

等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体

等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子炉内の燃料体の著しい損傷を防止するため

に必要な電力を確保する高圧発電機車及び可搬式窒素供給装置用発電設備の燃料を貯蔵するた

めに設置する。 

系統構成は，ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリを使用し，高圧発電機車及び可搬

式窒素供給装置用発電設備へ燃料を供給できる設計とする。 

 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち補機駆動用燃料設備として使用するデ

ィーゼル燃料貯蔵タンクは，以下の機能を有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，重大事故等が発生した場合において炉心の著しい損傷，原子

炉格納容器の破損，燃料プール内の燃料体等の著しい損傷及び運転停止中における発電用原子

炉内の燃料体の著しい損傷を防止するために必要な設備の補機駆動用燃料を貯蔵するために設

置する。 

系統構成は，ディーゼル燃料貯蔵タンクからタンクローリを使用し，大量送水車付燃料タン

ク，大型送水ポンプ車付燃料タンク（原子炉補機代替冷却系用）及び大型送水ポンプ車付燃料

タンク（原子炉建物放水設備用）へ燃料を供給できる設計とする。

1. 容量の設定根拠

設計基準対象施設として使用するディーゼル燃料貯蔵タンクの容量は，設計基準事故に対処

するために高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備が定格で 7 日間連続運転可能な容量，試験

で使用する容量及び無効容量を基に設定する。 

① 高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電設備を定格で 7日間運転可能な容量： kℓ
② 試験で使用する容量  ： kℓ
③ 無効容量  ： kℓ
④ 合計  ： kℓ

上記から，設計基準対象施設として使用するディーゼル燃料貯蔵タンクの必要容量は，

kℓ/個以上とする。 

重大事故等対処設備として使用するディーゼル燃料貯蔵タンクの容量は，必要な各機器を 7

日間連続継続可能な容量を基に設定する。 

有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において想定した事故シーケンス

において，ディーゼル燃料貯蔵タンクの燃料消費量が最大となる「高圧・低圧注水機能喪

失」，「崩壊熱除去機能喪失（残留熱除去系が故障した場合）」，「LOCA時注水機能喪失」，

「想定事故１」又は「想定事故２」であり，使用機器及び燃料消費量を下表に示す。 

下表より，使用機器の 7日間運転継続に必要な燃料は，711.3kℓ となる。 

以上より，A-ディーゼル燃料貯蔵タンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料

貯蔵タンクの合計容量は，7日間運転継続した場合の必要な燃料である711.3kℓを上回る730kℓ

とする。なおディーゼル燃料貯蔵タンクの容量については，ディーゼル燃料貯蔵タンク 1 個か

ら供給することから設計基準対象施設の必要容量と同じ kℓ/個以上とする。 

公称値については，要求される容量 kℓ を上回る 170kℓ/個とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

想定した事故シーケンスの使用機器及び燃料消費量 

使用機器 
①個数 

（個） 

②燃料消費率 

（kℓ/h） 

①×②×168 時間 

燃料消費量 

（kℓ/168 時間） 

大量送水車 1 0.0677＊2 11.4 

非常用ディーゼル発電機＊1 2 ＊3   

高圧炉心スプレイ系 

ディーゼル発電機＊1 
1 ＊3    

計 711.3 

  注記＊1：ディーゼル燃料デイタンクの容量は保守的に考慮せず，A-ディーゼル燃料貯蔵タ

ンク，B-ディーゼル燃料貯蔵タンク及びディーゼル燃料貯蔵タンクから供給され

る燃料のみ考慮し評価を行う。 

＊2：大量送水車の燃料消費率は，取水用ポンプと送水用ポンプの定格運転における燃

料消費率の合計 

＊3：定格運転における燃料消費率 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するディーゼル燃料貯蔵タンクの最高使用圧力は，ディーゼル

燃料貯蔵タンクが開放型であることから，静水頭とする。 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクを重大事故等時において使用する場合の圧力は，設計基準対象施

設と同様の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，静水頭とする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠 

設計基準対象施設として使用するディーゼル燃料貯蔵タンクの最高使用温度は，ディーゼル

燃料貯蔵タンクが開放型タンクであることから，外気の温度＊4を上回る 40℃とする。 

 

ディーゼル燃料貯蔵タンクを重大事故等で使用する場合の温度は，設計基準対象施設と同様

の使用方法であるため，設計基準対象施設と同仕様で設計し，40℃とする。 

 

注記＊4：外気の温度は，松江市の過去最高気温（38.5℃）とする。 

 

4. 個数の設定根拠 

ディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設として高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

設備が定格で 7日間連続運転可能な燃料を貯蔵するために必要なものを 1個設置する。 

重大事故等時に使用するディーゼル燃料貯蔵タンクは，設計基準対象施設として 1 個設置し

ているものを重大事故等対処設備として使用する。 
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保安規定第６５条 

表６５－１３「計装設備」 

６５－１３－１「主要パラメータおよび代替パラメータ」 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付十（所要数，必要容量） 

 

  添付－３ 同等な機能を有することの説明 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１ 

（代替パラメータによる主要パラメータの推定）
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③
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熱
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器
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①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
主
要
パ
ラ
メ
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タ
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つ
い
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１
チ

ャ
ン
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上
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あ
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と
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能
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あ
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こ
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運
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上
の
制
限
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す
る
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保
安
規
定
変
更
に
係
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基
本
方
針
４
．
３
（
１
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添
付
－
２
）
 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
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備
（
事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
計
測
機
器

（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
）
の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と

が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推

定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

な
お
，
プ
ラ
ン
ト
起
動
に
伴
う
計
器
校
正
，
原
子
炉
水
圧
検
査
お
よ
び
格
納
容
器
漏
え
い
率
検
査
時

に
計
器
保
護
の
た
め
隔
離
し
て
い
る
場
合
な
ら
び
に
計
器
ベ
ン
ト
等
の
計
器
校
正
時
は
，
運
転
上
の

制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

ま
た
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
，
推
定
方
法
が
複
数
あ
る
場
合
に
は
，
い
ず
れ
か
の
方
法
で
推

定
で
き
れ
ば
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。
 

    ④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 

【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
】
 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運

転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。 
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

２
．
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン

ネ
ル

が
故

障
し

た
場

合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係

を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力

容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す

る
。
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定

す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係

を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力

容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す

る
。
 

                          

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 

【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
】
 

低
圧
注
水
選
択
の
た
め
の
減
圧
確
認
お
よ
び
原
子
炉
圧
力
容
器
の
損
傷
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
で
あ
り
，
原
子
炉
圧
力
容
器
が
開
放
さ
れ
る
ま
で
の
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要

が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
冷
温
停
止
」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

３
．
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
５
 

原
子
炉
水
位
 

（
広
帯
域
）
 

①
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ
の
他
チ
ャ

ン
ネ
ル
 

原
子

炉
水

位
（

広
帯

域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
故
障
し
た
場
合
は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 

③
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 

③
低

圧
原
子
炉

代
替
注
水
流
量

（
狭
帯
域
用
）
 

③
原

子
炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ

出
口
流
量
 

③
高

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ

出
口
流
量
 

③
残

留
熱
除
去

ポ
ン
プ
出
口
流

量
 

③
低

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ

出
口
流
量
 

③
残

留
熱
代
替

除
去
系
原
子
炉

注
水
流
量
 

機
器

動
作

状
態

に
あ

る
流
量
よ
り
，
崩
壊
熱

に
よ

る
原

子
炉

水
位

変
化
量
を
考
慮
し
，
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

水
位
を
推
定
す
る
。
 

④
原
子
炉
圧
力
 

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

④
サ

プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

差
圧

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
の

満
水

を
推

定
す
る
。
 

                

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
】
 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ

イ
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状

態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ

た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
５
 

原
子
炉
水
位
 

（
燃
料
域
）
 

①
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ
の
他
チ
ャ

ン
ネ
ル
 

原
子

炉
水

位
（

燃
料

域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
故
障
し
た
場
合
は
，

他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 

③
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

 

③
低

圧
原
子
炉

代
替
注
水
流
量

（
狭
帯
域
用
）
 

③
原

子
炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ

出
口
流
量
 

③
高

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン

プ

出
口
流
量
 

③
残

留
熱
除
去

ポ
ン
プ
出
口
流

量
 

③
低

圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
ポ
ン
プ

出
口
流
量
 

③
残

留
熱
代
替

除
去
系
原
子
炉

注
水
流
量
 

機
器

動
作

状
態

に
あ

る
流
量
よ
り
，
崩
壊
熱

に
よ

る
原

子
炉

水
位

変
化
量
を
考
慮
し
，
原

子
炉

圧
力

容
器

内
の

水
位
を
推
定
す
る
。
 

④
原
子
炉
圧
力
 

④
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

④
サ

プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

差
圧

か
ら

原
子

炉
圧

力
容

器
の

満
水

を
推

定
す
る
。
 

              

   

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
】
 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ

イ
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状

態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ

た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
 

                                    

873



保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
５
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
），

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水

流
量
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
） 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

流
量
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ

ン
プ
出
口
流
量
 

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ

ン
プ
出
口
流
量
 

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出

口
流
量
 

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ

ン
プ
出
口
流
量
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉
注
水
流
量
 

機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流

量
よ
り
，
崩
壊
熱
に
よ
る

原
子
炉
水
位
変
化
量
を
考

慮
し
，
原
子
炉
圧
力
容
器

内
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
圧
力
 

③
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ

ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
の
満
水
を
推
定
す
る
。
 

※
５
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
 

 

                 

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
】
 

炉
心
の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る

期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー

フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ

イ
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状

態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ

た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

４
．
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動

※
６
 

高
温
停
止

※
６
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
の
変
化

に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原

子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推

定
す
る
。
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
の
変
化

に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉

隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口

流
量
を
推
定
す
る
。
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
の
変
化

に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

流
量
を
推
定
す
る
。
 

※
６
：
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
お
よ
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉

圧
力
が

0.
74
MP
a[
ga
ge
]以

上
の
場
合
に
適
用
す
る
。
 

                   

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
】
 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器

が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
お
よ
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
に
つ
い
て
は
，
高
圧
原
子

炉
代
替
注
水
系
お
よ
び
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
の
適
用
期
間
と
同
様
に
，「

運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停

止
（
原
子
炉
圧
力
が

0.
74

MP
a
[
g
a
g
e]
以
上
）」

と
す
る
。
 

高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
に
つ
い
て
は
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
の
適
用
期
間
と
同
様
に
，

「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
７
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

槽
水
位
 

水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推

定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原

子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給

状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注

水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注

水
流
量
（
常
設
）
を
推
定

す
る
。
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水

流
量
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原

子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推

定
す
る
。
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水

流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

①
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原

子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭

帯
域
用
）
を
推
定
す
る
。
 

残
留

熱
除

去
ポ

ン
プ

出

口
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
の
変
化

に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱

除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を

推
定
す
る
。
 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ

ン
プ
出
口
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
の
変
化

に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉

心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口

流
量
を
推
定
す
る
。
 

※
７
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
 

      

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
（
代
替
注
水
流
量
（
常
設
），

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原

子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
），

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
お
よ
び
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン

プ
出
口
流
量
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷

さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位

が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ

ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ

ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る

原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す

状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ

ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

原

子
炉
注
水
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
の
変
化

に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
） 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水
先
の
原
子
炉
水
位
の

水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱

代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

流
量
を
推
定
す
る
。
 

                                     

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
量
（
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器

が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
に
つ
い
て
は
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
の
適
用
期
間
と
同
様
に
，

「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 ５
．
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水

槽
水
位
 

水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉

代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推

定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原

子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給

状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注

水
量
を
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力

（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ

ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
ま
た
は
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
を
推

定
す
る
。
 

注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
お

よ
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の

変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流

量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ

イ
流
量
 

①
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ

ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
ま
た
は
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
格
納

容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。
 

注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
お

よ
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の

変
化
に
よ
り
格
納
容
器
代

替
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推
定

す
る
。
 

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水

流
量
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

注
水
先
の
ペ
デ
ス
タ
ル
水

位
お
よ
び
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

水
位
の
変
化
に
よ
り
ペ
デ

ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
を

推
定
す
る
。
 

       

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
】
 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器

が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
お
よ
び
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温

停
止
」
と
す
る
。
 

                                        

878



保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水

流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

注
水
先
の
ペ
デ
ス
タ
ル
水

位
お
よ
び
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

水
位
の
変
化
に
よ
り
ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
流

量

（
狭
帯
域
用
）
を
推
定
す

る
。
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉
注
水
流
量
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

出
口
圧
力
か
ら
残
留
熱
代

替
除
去
ポ
ン
プ
の
注
水
特

性
を
用
い
て
流
量
を
推
定

し
，
こ
の
流
量
か
ら
残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注

水
流
量
を
差
し
引
い
て
，

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納

容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す
る
。
 

                             

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
】
 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器

が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
お
よ
び
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温

停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

６
．
格
納
容
器
内
の
温
度
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故

障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
） 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド

ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。 

ペ
デ

ス
タ

ル
温

度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ

ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ

デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定
す
る
。
 

④
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

ペ
デ

ス
タ

ル
水

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

ペ
デ

ス
タ

ル
水

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故

障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

      

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
内
の
温
度
】
 

格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す

る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
） 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
） 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。 

                     

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
内
の
温
度
】
 

格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す

る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 ７
．
格
納
容
器
内
の
圧
力
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ

ン
ネ
ル
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故

障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推

定
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
），

ペ
デ
ス

タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
を
推
定
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ
ャ

ン
ネ
ル
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（

Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を
利

用
し

て
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

温
度

（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推
定
す
る
。
 

                 

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
内
の
圧
力
】
 

格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す

る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

８
．
格
納
容
器
内
の
水
位
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

水

位
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル

水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納
容
器
下
部
注
水
の
停
止

判
断
に
用
い
る
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
水
位
計
の
監
視
が
不
可
能

と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流

量
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流

量
（
狭
帯
域
用
）
 

②
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ

流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流

量
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流

量
（
狭
帯
域
用
）
 

機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量

に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水

位
を
推
定
す
る
。
 

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽

水
位
 

水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化

に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水

位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低

圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上

で
注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

                    

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
内
の
水
位
】
 

格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す

る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

プ
ー

ル
水

位
（

Ｓ

Ａ
）
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流

量
 

①
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流

量
（
狭
帯
域
用
）
 

①
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ

流
量
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流

量
 

①
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流

量
（
狭
帯
域
用
）
 

機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量

に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推

定
す
る
。
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽

水
位
 

水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化

に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン

プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推

定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子

炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給

状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水

量
を
推
定
す
る
。
 

③
［
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
］
 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
常

用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を

推
定
す
る
。
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
１
チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

②
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ

流
量
 

②
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流

量
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
），

格

納
容

器
代

替
ス

プ
レ

イ
流

量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水

流
量
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル

水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽

水
位
 

水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代

替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化

に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の

補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で

注
水
量
を
推
定
す
る
。
 

     

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
内
の
水
位
】
 

格
納
容
器
の
過
圧
破
損
防
止
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
格
納
容
器
の
破
損
が
発
生
す

る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

９
．
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

格
納

容
器

水
素

濃

度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
［
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ

系
）］

 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
格
納
容

器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用

計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度

を
推
定
す
る
。
 

格
納

容
器

水
素

濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ

系
）
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
［
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ

系
）］

 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
格
納
容

器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用

計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度

を
推
定
す
る
。
 

                               

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
内
の
水
素
濃
度
】

 

水
素
爆
発
に
よ
る
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
格
納
容
器
の
破
損
が

発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ

れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

１
０
．
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

格
納

容
器

雰
囲

気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ

ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］ 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値

を
用
い
て
，
格
納
容
器
内
の

放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

格
納

容
器

雰
囲

気

放
射

線
モ

ニ
タ

（
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ

ン
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ

ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル

が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン

ネ
ル

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

②
［
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
］ 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
，
エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効
監

視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値

を
用
い
て
，
格
納
容
器
内
の

放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。
 

                       

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
内
の
放
射
線
量
率
】
 

燃
料
損
傷
を
推
定
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
す
る
リ
ス
ク
が
大

き
い
期
間
と
し
て
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 １
１
．
未
臨
界
の
維
持
ま
た
は
監
視
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

起
動

※
８
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
９
 

中
性

子
源

領
域

計

装
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

中
性

子
源

領
域

計
装

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中
間
領
域
計
装
 

②
平
均
出
力
領
域
計
装
 

中
間
領
域
計
装
，
平
均
出
力

領
域

計
装

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監

視
系
］
 

制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系

（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）

に
よ

り
全

制
御

棒
が

挿
入

状
態

に
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状

態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

起
動
 

高
温
停
止

※
10
 

冷
温
停
止

※
10
 

燃
料
交
換

※
10
 

中
間
領
域
計
装
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

中
間

領
域

計
装

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
中
性
子
源
領
域
計
装
 

②
平
均
出
力
領
域
計
装
 

中
性
子
源
領
域
計
装
，
平
均

出
力

領
域

計
装

に
よ

り
推

定
す
る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監

視
系
］
 

制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系

（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）

に
よ

り
全

制
御

棒
が

挿
入

状
態

に
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状

態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

※
８
：
中
間
領
域
計
装
が
レ
ン
ジ
２
以
下
で
あ
る
場
合
。
 

※
９
：
中
性
子
源
領
域
計
装
周
り
の
燃
料
が
４
体
未
満
の
場
合
は
除
く
。
 

※
10
：
１
体
以
上
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
セ
ル
の
制
御
棒
が
全
挿
入
か
つ
除
外
さ
れ
て
い
る
場
合
ま
た

は
全
燃
料
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
 

             

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
未
臨
界
の
維
持
ま
た
は
監
視
】
 

制
御
棒
ま
た
は
ほ
う
酸
水
に
よ
り
原
子
炉
が
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
保
安
規
定
第
２
７
条
に
準
じ
た
期
間
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

平
均

出
力

領
域

計

装
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

平
均

出
力

領
域

計
装

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
中
性
子
源
領
域
計
装
 

②
中
間
領
域
計
装
 

中
性
子
源
領
域
計
装
，
中
間

領
域

計
装

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

③
［
制
御
棒
手
動
操
作
・
監

視
系
］
 

制
御
棒
手
動
操
作
・
監
視
系

（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）

に
よ

り
全

制
御

棒
が

挿
入

状
態

に
あ

る
こ

と
が

確
認

で
き
る
場
合
は
，
未
臨
界
状

態
の
維
持
を
推
定
す
る
。
 

［
制

御
棒

手
動

操

作
・
監
視
系
］
 

①
中
性
子
源
領
域
計
装
 

中
性

子
源

領
域

計
装

に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
中
間
領
域
計
装
 

中
間

領
域

計
装

に
よ

り
推

定
す
る
。
 

③
平
均
出
力
領
域
計
装
 

平
均

出
力

領
域

計
装

に
よ

り
推
定
す
る
。
 

※
８
：
中
間
領
域
計
装
が
レ
ン
ジ
２
以
下
で
あ
る
場
合
。
 

※
９
：
中
性
子
源
領
域
計
装
周
り
の
燃
料
が
４
体
未
満
の
場
合
は
除
く
。
 

※
10
：
１
体
以
上
の
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
セ
ル
の
制
御
棒
が
全
挿
入
か
つ
除
外
さ
れ
て
い
る
場
合
ま
た

は
全
燃
料
が
取
り
出
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
 

                    

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
未
臨
界
の
維
持
ま
た
は
監
視
】
 

制
御
棒
ま
た
は
ほ
う
酸
水
に
よ
り
原
子
炉
が
停
止
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
保
安
規
定
第
２
７
条
に
準
じ
た
期
間
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

１
２
．
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
 

（
１
）
残
留
熱
代
替
除
去
系
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合

は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り

推
定
す
る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。 

残
留

熱
除

去
系

熱

交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

熱
交

換
器

ユ
ニ

ッ
ト

の
熱

交
換

量
評

価
か

ら
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

残
留

熱
代

替
除

去

系
原

子
炉

注
水

流

量
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

水
源

で
あ

る
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

の
変

化
に

よ
り

注
水

量
を

推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

注
水

先
の

原
子

炉
水

位
の

水
位

変
化

に
よ

り
残

留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉

注
水

流
量
を
推
定
す
る
。
 

③
残

留
熱

代
替

除
去

系
格

納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

③
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

残
留

熱
代

替
除

去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

か
ら

残
留

熱
代

替
除

去
ポ

ン
プ

の
注

水
特

性
を

用
い

て
流

量
を

推
定

し
，
こ
の
流
量
か
ら
残
留
熱

代
替

除
去

系
格

納
容

器
ス

プ
レ

イ
流

量
を

差
し

引
い

て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水

流
量

を
推

定
す

る
。
 

④
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ

ン
ク

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と
を
推
定
す
る
。
 

       

   

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
代
替
除
去
系
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器

が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

残
留

熱
代

替
除

去

系
格

納
容

器
ス

プ

レ
イ
流
量
 

①
残

留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉
注
水
流
量
 

①
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

残
留

熱
代

替
除

去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

か
ら

残
留

熱
代

替
除

去
ポ

ン
プ

の
注

水
特

性
を

用
い

て
流

量
を

推
定

し
，
こ
の
流
量
か
ら
残
留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉

注
水

流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留

熱
代

替
除

去
系

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

流
量

を
推

定
す

る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ

ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
す

る
。
 

                           

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
代
替
除
去
系
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器

が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

（
２
）
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

ス
ク

ラ
バ

容
器

水

位
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ス
ク

ラ
バ

容
器

水
位

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

ス
ク

ラ
バ

容
器

圧

力
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ス
ク

ラ
バ

容
器

圧
力

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
ま
た
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
傾

向
監

視
に

よ
り

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
健
全
性
を
推
定
す
る
。
 

ス
ク

ラ
バ

容
器

温

度
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ス
ク

ラ
バ

容
器

温
度

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ

ル
タ

出
口

放
射

線

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン

ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故

障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ

ル
タ

出
口

水
素

濃

度
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
予

備
 

予
備

の
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ

出
口

水
素

濃
度

に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ

系
）
 

②
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

格
納

容
器

内
の

水
素

ガ
ス

が
格

納
容

器
フ

ィ
ル

タ
ベ

ン
ト

系
の

配
管

内
を

通
過

す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器

水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
お
よ
び

格
納

容
器

水
素

濃
度

（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

           

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器

が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。
 

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
と
同
様
に
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

（
３
）
残
留
熱
除
去
系
  

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
11
 

 

残
留

熱
除
去

系
熱
交

換
器
入
口
温
度
 

①
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

プ
ー

ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ

ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が

確
保

さ
れ

て
い

る
こ

と
を

推
定
す
る
。
 

残
留

熱
除
去

系
熱
交

換
器
出
口
温
度
 

①
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
入
口
温
度
 

熱
交

換
器

ユ
ニ

ッ
ト

の
熱

交
換

量
評

価
か

ら
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

入
口

温
度

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換

器
冷
却
水
流
量
 

残
留

熱
除

去
系

熱
交

換
器

冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終

ヒ
ー

ト
シ

ン
ク

が
確

保
さ

れ
て

い
る

こ
と

を
推

定
す

る
。
 

残
留

熱
除
去

ポ
ン
プ

出
口
流
量
 

①
残

留
熱

除
去

ポ
ン

プ
出

口
圧
力
 

残
留

熱
除

去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

か
ら

残
留

熱
除

去
系

ポ
ン

プ
の

注
水

特
性

を
用

い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ

出
口

流
量

が
確

保
さ

れ
て

い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

※
11
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
 

                    

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
（
残
留
熱
除
去
系
）】

 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷

さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位

が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ

ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ

ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る

原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す

状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ

ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 １
３
．
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
 

（
１
）
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
状
態
  

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

原
子
炉
水
位
 

（
広
帯
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

原
子
炉
水
位
 

（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た

場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

原
子

炉
水

位
（

Ｓ

Ａ
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

①
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
），

原

子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

原
子
炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
圧
力
の
１
チ
ャ
ン
ネ

ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

③
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

③
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

③
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を

利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器

内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

原
子

炉
圧

力
（

Ｓ

Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧
力
 

原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
原

子
炉

圧
力

容
器

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を

利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器

内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。
 

        

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
（
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
状
態
）】

 

格
納
容
器
外
に
て
冷
却
材
漏
え
い
事
象
が
発
生
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ

と
か
ら
，
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
が
高
圧
の
状
態
で
あ
る
「
運
転
，

起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
 

                                          

893



保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
２
）
格
納
容
器
内
の
状
態
  

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温

度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し

た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を

利
用

し
て

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す

る
。
 

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

の
他

チ
ャ
ン
ネ
ル
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
１

チ
ャ

ン
ネ

ル
が

故
障

し

た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り
推
定
す
る
。
 

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

チ
ェ

ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
チ

ェ
ン

バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す

る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

飽
和

温
度

／
圧

力
の

関
係

を

利
用

し
て

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル

温

度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す

る
。
 

                       

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
（
格
納
容
器
内
の
状
態
）】

 

格
納
容
器
外
に
て
冷
却
材
漏
え
い
事
象
が
発
生
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ

と
か
ら
，
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
が
高
圧
の
状
態
で
あ
る
「
運
転
，

起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
３
）
原
子
炉
建
物
内
の
状
態

  

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

残
留

熱
除

去
ポ

ン

プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力

（
Ｓ
Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納

容
器

バ
イ

パ
ス

の
発

生
を

推

定
す
る
。
 

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］
 

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
の

発
生

を

推
定
す
る
。
 

低
圧

炉
心

ス
プ

レ

イ
ポ

ン
プ

出
口

圧

力
 

①
原
子
炉
圧
力
 

①
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

原
子

炉
圧

力
，

原
子

炉
圧

力

（
Ｓ
Ａ
）
の
低
下
に
よ
り
格
納

容
器

バ
イ

パ
ス

の
発

生
を

推

定
す
る
。
 

②
［

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
］
 

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
有
効

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
格

納
容

器
バ

イ
パ

ス
の

発
生

を

推
定
す
る
。
 

                            

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
監
視
（
原
子
炉
建
物
内
の
状
態
）】

 

格
納
容
器
外
に
て
冷
却
材
漏
え
い
事
象
が
発
生
し
て
い
る
か
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ

と
か
ら
，
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
が
高
圧
の
状
態
で
あ
る
「
運
転
，

起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 １
４
．
水
源
の
確
保
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
12
 

低
圧

原
子

炉
代

替

注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽

を
水

源
と

す
る

代
替

注
水

流
量
（
常
設
）
か
ら
低
圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
水

位
を

推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
の

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
水

位
を
推
定
す
る
。
 

②
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

②
原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水

位
（
Ｓ
Ａ
）
 

②
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

注
水

先
の

原
子

炉
水

位
ま

た
は

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
プ

ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位

変
化

に
よ

り
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
水

位
を

推
定

す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉

代
替

注
水

槽
の

補
給

状
況

も
考

慮
し

た
上

で
水

位
を

推
定
す
る
。
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
槽

を
水

源
と

す
る

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

出
口

圧
力

か
ら

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水
ポ

ン
プ

が
正

常
に

動
作

し
て

い
る

こ
と

を
把

握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源

で
あ

る
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
水

位
が

確
保

さ
れ

て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

※
12
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
 

              

  

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
水
源
の
確
保
】
 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷

さ
れ
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位

が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ

ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
に
て
注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ

ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る

原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す

状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ

ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト

が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン

プ
ー

ル
水

位
（

Ｓ

Ａ
）
 

①
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流

量
 

①
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

①
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

①
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口

流
量
 

①
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン

プ
出
口
流
量
 

①
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子

炉
注
水
流
量
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
の

水
位
容
量
曲
線
を
用
い
て
，

原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す

る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流

量
，
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ

ン
プ
出
口
流
量
，
高
圧
炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン

プ
出

口
流

量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出

口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出

し
た

注
水

量
か

ら
推

定
す

る
。
 

②
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

②
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

②
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口

圧
力
 

②
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
 

②
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

出
口
圧
力
 

原
子
炉
隔
離
時
冷
却
系
ポ
ン

プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系

ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除
去
系
ポ

ン
プ
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除

去
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し

て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ

と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
推
定
す
る
。
 

③
［
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー

ル
水
位
］
 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
位
（
常

用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を

推
定
す
る
。
 

                

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
水
源
の
確
保
】
 

各
設
備
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
各
系
統
・
機
器

が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
対
象
と
す
る
。
 

保
安
規
定
第
４
６
条
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン
バ
の
水
位
）
で
要
求
さ
れ
る
期
間
と
同
様
に
「
運
転
，

起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 １
５
．
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
13
 

原
子

炉
建

物
水

素

濃
度

※
14
 

①
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
の
他
チ

ャ
ン
ネ
ル
 

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
の
１

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場

合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ

り
推
定
す
る
。
 

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装

置
入
口
温
度
 

②
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装

置
出
口
温
度
 

静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置

入
口
温
度
お
よ
び
静
的
触
媒

式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

の
温

度
差

に
よ

り
推

定
す

る
。
 

※
13
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
 

※
14
：
第
６
５
条
（
６
５
－
８
－
２

 
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
監
視
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を

定
め
る
。
 

                             

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
】
 

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
物
等
の
損
傷
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃

料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
さ
れ
て
い
る
期
間
を
機

能
維
持
期
間
と
す
る
が
，
原
子
炉
の
状
態
が
燃
料
交
換
に
お
い
て
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水

位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
は
，
保
有
水
量
が
多
く
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
に
て

注
水
可
能
で
あ
る
こ
と
，
ま
た
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場

合
は
，
原
子
炉
へ
の
注
水
が
不
要
と
な
る
た
め
除
く
こ
と
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運

転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は

適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場

合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
す
る
。 

                                    

898



保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 １
６
．
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

格
納

容
器

酸
素

濃

度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ

Ａ
）
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線

モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
） 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線

モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
チ
ェ
ン
バ
）
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ

ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
ま

た
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射

線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
チ
ェ
ン
バ
）
に
て
炉
心
損

傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸

素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を

入
力
と
し
た
評
価
結
果
（
解

析
結
果
）
に
よ
り
格
納
容
器

酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
を
推
定

す
る
。
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ま
た
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
，
格
納
容
器
内
圧
力
が
正

圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
で
，
事
故
後
の
格
納
容

器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の

流
入
有
無
を
把
握
し
，
水
素

燃
焼

の
可

能
性

を
推

定
す

る
。
 

③
［
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ

系
）］

 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
格
納
容

器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用

計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度

を
推
定
す
る
。
 

                 

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 

【
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度
】

 

水
素
爆
発
に
よ
る
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
格
納
容
器
の
破
損
が

発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ

れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

格
納

容
器

酸
素

濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ

系
）
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線

モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
） 

②
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線

モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
チ
ェ
ン
バ
）
 

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
 

②
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ
ェ
ン

バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ

ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
ま

た
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射

線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
チ
ェ
ン
バ
）
に
て
炉
心
損

傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸

素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を

入
力
と
し
た
評
価
結
果
（
解

析
結
果
）
に
よ
り
格
納
容
器

酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定

す
る
。
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

ま
た
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
チ

ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
，
格
納
容
器
内
圧
力
が
正

圧
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る

こ
と
で
，
事
故
後
の
格
納
容

器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の

流
入
有
無
を
把
握
し
，
水
素

燃
焼

の
可

能
性

を
推

定
す

る
。
 

③
［
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ

系
）］

 

監
視
可
能
で
あ
れ
ば
格
納
容

器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用

計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度

を
推
定
す
る
。
 

                 

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 

【
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度
】

 

水
素
爆
発
に
よ
る
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
格
納
容
器
の
破
損
が

発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ

れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 １
７
．
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視

※
15
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
 

要
 
 
素
 

要
 
 
素
 

推
定
方
法
 

燃
料

プ
ー

ル
に

照

射
さ

れ
た

燃
料

を

貯
蔵

し
て

い
る

期

間
 

燃
料

プ
ー

ル
水

位

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位

を
推
定
す
る
。
 

②
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
） 

燃
料

プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
て

燃
料
プ
ー

ル
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の

状
態
を
監
視
す
る
。
 

燃
料

プ
ー

ル
水

位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
） 

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り
，
水
位
・
温
度
を
推
定
す

る
。
 

②
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
） 

燃
料

プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
に
て

燃
料
プ
ー

ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。
 

③
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の

状
態
を
監
視
す
る
。
 

燃
料

プ
ー

ル
エ

リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ

（
高

レ
ン

ジ
・

低

レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）
 

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ

）
，

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ

Ａ
）

に
て

水
位

を
計

測
し

た

後
，
水
位
と
放
射
線
量
率
の
関

係
に

よ
り

放
射

線
量

率
を

推

定
す
る
。
 

②
燃

料
プ

ー
ル

監
視

カ
メ

ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

燃
料
プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の

状
態
を
監
視
す
る
。
 

燃
料

プ
ー

ル
監

視

カ
メ

ラ
（

Ｓ
Ａ

）

（
燃

料
プ

ー
ル

監

視
カ

メ
ラ

用
冷

却

設
備
を
含
む
。）

 

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

（
Ｓ

Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃

料
プ

ー
ル

エ
リ

ア
放

射
線

モ
ニ

タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
） 

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ

）
，

燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ

Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル

エ
リ
ア
放

射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低

レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

に
て
，
燃

料
プ

ー
ル

の
状

態
を

推
定

す

る
。
 

※
15
：
第
６
５
条
（
６
５
－
９
－
３
 
燃
料
プ
ー
ル
監
視
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

       

 

④
 
各
計
器
が
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 【
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
】
 

燃
料
プ
ー
ル
内
の
燃
料
体
等
の
著
し
い
損
傷
の
冷
却
状
況
，
放
射
線
の
遮
蔽
状
況
お
よ
び
臨
界
の
防
止

状
況
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
に
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る

期
間
を
機
能

維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
燃
料
プ
ー
ル

に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 
⑤
 

頻
 
度
 

担
当
 

1.
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
を
指
示
に
よ
り
確
認
す
る

※
16
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

2.
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
お
よ
び
格
納
容
器
酸
素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

3.
第

１
ベ

ン
ト
フ

ィ
ル
タ

出
口

水
素
濃

度
が
動

作
可
能

で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
計
装
）
 

4.
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

課
長
 

（
計
装
）
 

※
16
：
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
），

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
お
よ
び
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口

水
素
濃
度
を
除
く
。
 

                                   

 ⑤
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
）
 

項
目

4
が
該
当
。
 

定
事
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
し
，
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条

（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
同
様
，
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
行
う
。
 

 

ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

1，
2，

3
が
該
当
。
 

項
目

1
に
つ
い
て
，
通
常
運
転
中
の
確
認
事
項
は
，
指
示
値
に
よ
り
動
作
不
能
で
な
い
こ
と
の
確

認
（
振
切
れ
や
他
の
計
器
と
の
差
異
の
有
無
等
の
確
認
），

項
目

2
に
つ
い
て
は
，
外
観
点
検
等
に

よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
の
確
認
を
行
う
。
 

頻
度
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
箇
月
に
１
回
と

す
る
。
 

 

項
目

3
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の

サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
３
箇
月
に
１
回
，
外
観
点
検
等
に
よ

り
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置

 
⑥
 

条
 
件
 
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

A.
主

要
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測

す
る

計
器

す
べ

て
が

動
作

不
能
で
あ
る
場
合
 

A1
.当

直
長
は
，
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.当

直
長
は
，
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る
こ
と
が
運
転

員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措
置
を
講
じ
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.
当
直
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  

速
や
か
に
 

  

３
０
日
間
 

B.
代

替
パ

ラ
メ

ー
タ

を
計

測

す
る

計
器

す
べ

て
が

動
作

不
能
で
あ
る
場
合
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第6.4－1表 計装設備（重大事故等対処設備）の主要機器仕様 

(1) 原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

個  数 ２ 

計測範囲 ０～500℃ 

(2) 原子炉圧力

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 ２ 

計測範囲 ０～10MPa［gage］ 

(3) 原子炉圧力（ＳＡ）

個  数 １ 

計測範囲 ０～11MPa［gage］ 

(4) 原子炉水位（広帯域）

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 ２ 

計測範囲 －400～150cm※1 

(5) 原子炉水位（燃料域）

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 ２ 

計測範囲 －800～－300cm※1

(6) 原子炉水位（ＳＡ）

個  数 １ 

計測範囲 －900～150cm※1

(7) 高圧原子炉代替注水流量

個  数 １

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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計測範囲 ０～150m3/h 

(8) 代替注水流量（常設）

個  数 １ 

計測範囲 ０～300m3/h 

(9) 低圧原子炉代替注水流量

個  数 ２ 

計測範囲 ０～200m3/h 

(10) 低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）

個  数     ２

計測範囲     ０～50m3/h

(11) 格納容器代替スプレイ流量

個  数 ２ 

計測範囲 ０～150m3/h 

(12) ペデスタル代替注水流量

個  数 ２ 

計測範囲 ０～150m3/h 

(13) ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）

個  数     ２

計測範囲     ０～50m3/h

(14) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 １ 

計測範囲 ０～150m3/h 

(15) 高圧炉心スプレイポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 １ 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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計測範囲 ０～1,500m3/h 

(16) 残留熱除去ポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 ３ 

計測範囲 ０～1,500m3/h 

(17) 低圧炉心スプレイポンプ出口流量

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 １ 

計測範囲 ０～1,500m3/h 

(18) 残留熱代替除去系原子炉注水流量

個  数     １

計測範囲     ０～50m3/h

(19) 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

個  数     １

計測範囲     ０～150m3/h

(20) ドライウェル温度（ＳＡ）

個  数 ７ 

計測範囲 ０～300℃ 

(21) ペデスタル温度（ＳＡ）

個  数 ２ 

計測範囲 ０～300℃ 

(22) ペデスタル水温度（ＳＡ）

個  数 ２ 

計測範囲 ０～300℃ 

(23) サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

個  数     ２

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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計測範囲 ０～200℃ 

(24) サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

個  数 ２ 

計測範囲 ０～200℃ 

(25) ドライウェル圧力（ＳＡ）

個  数 ２ 

計測範囲 ０～1,000kPa［abs］ 

(26) サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

個  数     ２

計測範囲     ０～1,000kPa［abs］

(27) サプレッション・プール水位（ＳＡ）

個  数     １

計測範囲     －0.80～5.50m※2

(28) ドライウェル水位

個  数 ３ 

計測範囲 －3.0m※3，－1.0m※3，＋1.0m※3 

(29) ペデスタル水位

個  数 ４ 

計測範囲 ＋0.1m※4，＋1.2m※4，＋2.4m※4，＋2.4m※4 

(30) 格納容器水素濃度（Ｂ系）

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 １ 

計測範囲 ０～５vol％／０～100vol％ 

(31) 格納容器水素濃度（ＳＡ）

兼用する設備は以下のとおり。

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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個  数 １ 

計測範囲 ０～100vol％ 

(32) 格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

第8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。 

(33) 格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

第8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。 

(34) 中性子源領域計装

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉中性子計装系

個  数 ４ 

計測範囲  10－１～10６ｓ-1（1.0×10３～1.0×10９cm-2・ｓ-1） 

(35) 中間領域計装

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉中性子計装系

個  数 ８ 

計測範囲 ０～40％又は０～125％（1.0×10８～1.5×1013cm-2・s-1） 

(36) 平均出力領域計装

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉中性子計装系

個  数 ６※5 

計測範囲 ０～125％（1.2×1012～2.8×1014cm-2・s-1） 

(37) スクラバ容器水位

個  数 ８ 

計測範囲

(38) スクラバ容器圧力

個  数 ４ 

計測範囲 ０～１MPa［gage］ 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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(39) スクラバ容器温度

個  数 ４ 

計測範囲 ０～300℃ 

(40) 第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

第8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。

(41) 第１ベントフィルタ出口水素濃度

兼用する設備は以下のとおり。

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 １(予備１) 

計測範囲 ０～20vol％／０～100vol％ 

(42) 残留熱除去系熱交換器入口温度

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 ２ 

計測範囲 ０～200℃ 

(43) 残留熱除去系熱交換器出口温度

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 ２ 

計測範囲 ０～200℃ 

(44) 残留熱除去系熱交換器冷却水流量

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 ２ 

計測範囲 ０～1,500m3/h 

(45) 残留熱除去ポンプ出口圧力

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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個  数 ３ 

計測範囲 ０～４MPa［gage］ 

(46) 低圧原子炉代替注水槽水位

個  数 １ 

計測範囲 ０～1,500m3（０～12,542mm） 

(47) 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

個  数 ２ 

計測範囲 ０～４MPa［gage］ 

(48) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 １ 

計測範囲 ０～10MPa［gage］ 

(49) 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 １ 

計測範囲 ０～12MPa［gage］ 

(50) 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

個  数 １ 

計測範囲 ０～５MPa［gage］ 

(51) 残留熱代替除去ポンプ出口圧力

個  数 ２ 

計測範囲 ０～３MPa［gage］ 

(52) 原子炉建物水素濃度

兼用する設備は以下のとおり。

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

個  数 １ 

 ６ 

計測範囲 ０～10vol％ 

０～20vol％ 

(53) 静的触媒式水素処理装置入口温度

兼用する設備は以下のとおり。

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

個  数 ２ 

計測範囲 ０～100℃ 

(54) 静的触媒式水素処理装置出口温度

兼用する設備は以下のとおり。

・水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための設備

個  数 ２ 

計測範囲 ０～400℃ 

(55) 格納容器酸素濃度（Ｂ系）

兼用する設備は以下のとおり。

・原子炉プラント・プロセス計装系

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 １ 

計測範囲 ０～５vol％／０～25vol％ 

(56) 格納容器酸素濃度（ＳＡ）

兼用する設備は以下のとおり。

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

個  数 １ 

計測範囲 ０～25vol％ 

(57) 燃料プール水位・温度（ＳＡ）

第4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八

913

198353
長方形



8－6－85 

(58) 燃料プール水位（ＳＡ）

第4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。

(59) 燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

第8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。

(60) 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。）

第4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。

(61) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

第10.11－2表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕様に

記載する。 

(62) 可搬型計測器

個  数 30（予備30） 

※１：基準点は気水分離器下端（原子炉圧力容器零レベルより1,328cm）。

※２：基準点はサプレッション・プール通常水位（EL5610）。

※３：基準点は格納容器底面（EL10100）。

※４：基準点はコリウムシールド上表面（EL6706）。

※５：局部出力領域計装の検出器は124個であり，平均出力領域計装の各チャンネ

ルには14個又は17個の信号が入力される。

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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第4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ），燃料プールスプレイ系（可搬型ス

プレイノズル） 

ａ．大量送水車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

  型  式 ディフューザ形  

台  数 ２（予備１） 

容  量 168m3/h/台以上（吐出圧力0.85MPa[gage]において） 

120m3/h/台以上（吐出圧力1.4MPa[gage]において）

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

ｂ．可搬型スプレイノズル 

数  量 ２（予備１） 

ｃ．常設スプレイヘッダ 

数  量 １ 

(2) 原子炉建物放水設備

ａ．大型送水ポンプ車 

「第9.7－1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機器

仕様」に記載する。 

ｂ．放水砲 

「第9.7－1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機器

仕様」に記載する。 

(3) 燃料プール監視設備

ａ．燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八

915
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兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備）

個  数 １（検出点７箇所） 

計測範囲 水位 －1,000～6,710mm※１

（ＥＬ.34,518mm～ＥＬ.42,228mm） 

温度 ０～150℃ 

※１：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（ＥＬ.35,518mm） 

ｂ．燃料プール水位（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備）

個  数 １ 

計測範囲 －4.30～7.30ｍ※２（ＥＬ.31,218mm～ＥＬ.42,818mm） 

※２：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端（ＥＬ.35,518mm） 

ｃ．燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第8.1－2 表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様に記載する。 

ｄ．燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含む。） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備）

個  数 １ 

(4) 燃料プール冷却系

ａ．ポンプ 

台  数 １（予備１） 

容  量 約200m3/h/台 

全 揚 程 約88m 

ｂ．熱交換器 

基  数 １（予備１） 

伝熱容量 約1.9MW 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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(2) プロセス放射線モニタリング設備

ａ．格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

・計装設備（重大事故等対処設備）

・放射線管理設備（通常運転時等）

個  数    ２ 

計測範囲    10－２～10５Sv/h 

ｂ．格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装

・計装設備（重大事故等対処設備）

・放射線管理設備（通常運転時等）

個  数    ２ 

計測範囲    10－２～10５Sv/h 

ｃ．第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・計装設備（重大事故等対処設備）

・水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備

高レンジ 

個  数 ２ 

計測範囲 10－２～10５Sv/h 

低レンジ 

個  数 １ 

計測範囲 10－３～10４mSv/h 

(3) エリア放射線モニタリング設備

ａ．燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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・使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための設備

・計装設備（重大事故等対処設備）

高レンジ 

個  数 １ 

計測範囲 10１～10８mSv／h 

低レンジ 

個  数 １ 

計測範囲 10－３～10４mSv／h 

ｂ．可搬式エリア放射線モニタ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（重大事故等時）

種  類 半導体式検出器 

計測範囲 0.001～999.9mSv／h 

台  数 １（予備１） 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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第 1.1－1表 重大事故等対策における手順書の概要（15／19） 

1.15 事故時の計装に関する手順等 

方
針
目
的

重大事故等が発生し，計測機器の故障等により，当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータを計測することが困難となった場合において，当該パラメータを推定するために有効な情報を把握す

るため，計器故障時の対応，計器の計測範囲を超えた場合への対応，計器電源喪失時の対応，計測結果を記録

する手順等を整備する。 

パ
ラ
メ
ー
タ
の
選
定
及
び
分
類

重大事故等に対処するために監視することが必要となるパラメータを技術的能力に係る審査基準1.1～1.15

の手順着手の判断基準及び操作手順に用いるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ

から抽出し，これを抽出パラメータとする。 

抽出パラメータのうち，炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必

要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを主要パラメータとする。 

また，計器の故障，計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源の喪失により，主要パラメータを計測

することが困難となった場合において，主要パラメータの推定に必要なパラメータを代替パラメータとする。 

一方，抽出パラメータのうち，発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが，電源設備の受電

状態，重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に

監視するパラメータを補助パラメータとする。 

主要パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要監視パラメータ

 主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計

器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ

主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合に

その代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータを

いう。 

代替パラメータは以下のとおり分類する。 

・重要代替監視パラメータ

 主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした

計器を少なくとも１つ以上有するパラメータをいう。 

・有効監視パラメータ

主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十
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対
応
手
段
等

監
視
機
能
喪
失
時

計
器
故
障
時

他
チ
ャ
ン
ネ
ル

に
よ
る
計
測

主要パラメータを計測する多重化された重要計器が，計器の故障により計測することが

困難となった場合において，他チャンネルの重要計器により計測できる場合は，当該計器

を用いて計測を行う。 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
る
推
定

主要パラメータを計測する計器の故障により主要パラメータの監視機能が喪失した場合

は，代替パラメータにより主要パラメータを推定する。 

推定にあたり，使用する計器が複数ある場合は，代替パラメータと主要パラメータの関

連性，検出器の種類，使用環境条件，計測される値の不確かさ等を考慮し，使用するパラ

メータの優先順位をあらかじめ定める。

代替パラメータによる主要パラメータの推定は，以下の方法で行う。

・同一物理量（温度，圧力，水位，放射線量率，水素濃度，中性子束，酸素濃度）によ

り推定

・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力により推定

・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定

・除熱状態を温度，圧力，流量等の傾向監視により推定

・圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定

・注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定

・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定

・酸素濃度をあらかじめ評価したパラメータの相関関係により推定

・水素濃度を装置の作動状況により推定

・エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事象が発生したことを推定

・原子炉格納容器への空気（酸素）の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定

・燃料プールの状態を同一物理量（水位），あらかじめ評価した水位と放射線量の相関関

係及びカメラによる監視により，燃料プールの水位又は必要な水遮蔽が確保されてい

ることを推定

・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧により原子炉圧力

容器の満水状態を推定

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付十
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第
1.
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－
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
１

／
17
)
 

【
推

定
ケ
ー

ス
】
 

ケ
ー

ス
１
：

同
一
物

理
量
（
温
度
，
圧
力
，
水
位
，
放
射
線
量

率
，

水
素
濃

度
，

中
性

子
束

及
び
酸

素
濃
度

）
に
よ

り
推

定
す

る
。

ケ
ー

ス
２
：

水
位
を

注
水
源
若
し
く
は
注
水
先
の
水
位
変
化
又

は
注

水
量
及

び
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
に

よ
り
推

定
す
る

。

ケ
ー

ス
３
：

流
量
を

注
水
源
又
は
注
水
先
の
水
位
変
化
を
監
視

す
る

こ
と
に

よ
り

推
定

す
る

。

ケ
ー

ス
４
：

除
熱
状

態
を
温
度
，
圧
力
，
流
量
等
の
傾
向
監
視

に
よ

り
推
定

す
る

。

ケ
ー

ス
５
：

圧
力
又

は
温
度
を
水
の
飽
和
状
態
の
関
係
に
よ
り

推
定

す
る
。

ケ
ー

ス
６
：

注
水
量

を
注
水
先
の
圧
力
か
ら
注
水
特
性
の
関
係

に
よ

り
推
定

す
る

。

ケ
ー

ス
７
：

未
臨
界

状
態
の
維
持
を
制
御
棒
の
挿
入
状
態
に
よ

り
推

定
す
る

。

ケ
ー

ス
８
：

酸
素
濃

度
を
あ
ら
か
じ
め
評
価
し
た
パ
ラ
メ
ー
タ

の
相

関
関
係

に
よ

り
推

定
す

る
。

ケ
ー

ス
９
：

水
素
濃

度
を
装
置
の
作
動
状
況
に
よ
り
推
定
す
る

。

ケ
ー

ス
10
：

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
の
傾
向
監
視
に
よ
り
格
納
容
器

バ
イ
パ

ス
事

象
が

発
生

し
た
こ

と
を
推

定
す
る

。

ケ
ー

ス
11
：

原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流
入
の
有
無

を
原
子

炉
格

納
容

器
内

圧
力
に

よ
り
推

定
す
る

。

ケ
ー

ス
12
：

燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
同
一
の
物
理
量
（
水
位
），

あ
ら
か

じ
め
評

価
し

た
水

位
と
放

射
線
量

率
の
相

関
関

係
及

び
カ

メ
ラ
に

よ
る
監

視
に
よ
り
，

燃
料

プ
ー
ル
の
水
位
又
は
必
要
な
水
遮
蔽
が
確
保
さ

れ
て
い

る
こ
と

を
推
定

す
る

。
 

ケ
ー

ス
13
：

原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
と
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ

の
圧

力
の

差
圧

に
よ
り

原
子
炉

圧
力
容

器
の

満
水

状
態

を
推
定

す
る
。

な
お

，
代
替

パ
ラ
メ

ー
タ
に
よ
る
推
定
に
あ
た
っ
て
は
，
代
替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
誤

差
に

よ
る

影
響
を

考
慮
す

る
。
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
ケ

ー
ス

１
①

原
子

炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す

る
。

②
原

子
炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
か
ら
原
子
炉
圧
力
容

器
内

が
飽
和

状
態
に

あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
よ
り
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て

原
子

炉
圧
力

容
器
内

の
温
度
を
推
定
す
る
。
ま
た
，
原
子
炉
ス
ク
ラ
ム
後
，
原
子
炉
水
位
が
燃
料
棒

有
効
長

頂
部

に
到
達

す
る
ま

で
の
経
過
時
間
よ
り
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
を
推
定
す
る
。

③
残

留
熱
除

去
系
が

運
転
状
態
で
あ
れ
ば
，
残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。

②
原
子
炉
圧

力

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
５

③
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

入
口
温

度
ケ

ー
ス

１

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補1

921

198353
テキストボックス
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第
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－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
２

／
17
)
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力 

原
子

炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
原

子
炉
圧

力
の
１

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原

子
炉
圧

力
の
監

視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
原

子
炉
水

位
か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
飽

和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

③
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

③
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

③
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

ケ
ー

ス
５

原
子

炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧

力
ケ

ー
ス

１
①

原
子

炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原

子
炉
水

位
か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
飽

和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

ケ
ー

ス
５

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。
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第
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
３

／
17
)
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

），
原

子
炉
水

位
（
燃
料

域
）
の

１
チ
ャ
ン

ネ
ル
が
故

障
し
た
場

合
は
，

他
チ
ャ

ン

ネ
ル

に
よ
り

推
定
す

る
。

②
原

子
炉

水
位

（
広

帯
域

），
原

子
炉
水

位
（
燃
料

域
）
の

監
視
が
不

可
能
と
な

っ
た
場
合

は
，
原

子
炉
水

位

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。

③
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水
流
量

，
代
替
注

水
流
量
（

常
設

），
低

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量

，
低
圧

原
子
炉

代

替
注

水
流

量
（

狭
帯

域
用

），
原
子
炉
隔

離
時
冷
却

ポ
ン
プ

出
口
流

量
，
高
圧
炉

心
ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出

口

流
量

，
残

留
熱

除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残

留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水

流
量

の
う

ち
機

器
動

作
状

態
に

あ
る

流
量

よ
り

，
崩

壊
熱

に
よ

る
原

子
炉

水
位

変
化

量
を

考
慮

し
，

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

④
原

子
炉
圧

力
容
器

へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量

③
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）

③
原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

③
高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

③
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量

③
低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

③
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

ケ
ー

ス
２

④
原
子
炉
圧

力

④
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
13

原
子

炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

ケ
ー

ス
１

①
原

子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃

料
域

）
に
よ

り
推
定

す
る
。

②
高

圧
原

子
炉

代
替

注
水
流
量

，
代
替
注

水
流
量
（

常
設

），
低

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量

，
低
圧

原
子
炉

代

替
注

水
流

量
（

狭
帯

域
用

），
原
子
炉
隔

離
時
冷
却

ポ
ン
プ

出
口
流

量
，
高
圧
炉

心
ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出

口

流
量

，
残

留
熱

除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原

子
炉

注
水

流
量

の
う

ち
機

器
動

作
状

態
に

あ
る

流
量

よ
り

，
崩

壊
熱

に
よ

る
原

子
炉

水
位

変
化

量
を

考
慮

し
，

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
原

子
炉
圧

力
容
器

へ
の
注
水
に
よ
り
主
蒸
気
配
管
よ
り
上
ま
で
注
水
し
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
と
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
差
圧
か
ら
原
子
炉
圧
力
容
器
の
満
水
を
推
定
す
る
。 

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
水
位
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
高
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量

②
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）

②
原
子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

②
高
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

②
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

流
量

②
低
圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

②
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

ケ
ー

ス
２

③
原
子
炉
圧

力

③
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
13

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
４

／
17
)
 

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量

高
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
高

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー

ル
水

位
の
変

化
に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
 

①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
代

替
注
水

流
量
（
常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の

水
量
変

化
に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で

注
水
量

を
推
定

す
る
。

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
環

境
悪
化

の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

①
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
低

圧
原
子

炉
代
替

注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
注
水

先
の
原

子
炉
水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
原

子
炉
隔

離
時
冷

却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
高

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
残

留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル

水
位
の

変
化
に

よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
低

圧
炉
心

ス
プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
残

留
熱
代

替
除
去

系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
の

変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
５

／
17
)
 

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替

注
水
流

量
（
常
設
）
 

①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

ケ
ー

ス
３

①
代

替
注

水
流

量
（

常
設
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水

位
の

水
量

変
化

に
よ

り
注
水
量
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た

上
で

注
水
量

を
推
定

す
る
。

②
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
代
替
注

水
流

量
（
常

設
）
を

推
定
す
る
。

②
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
水

位
変

化
に
よ

り
代
替

注
水
流
量
（
常
設
）
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
環

境
悪
化

の
影
響
が
小
さ
い
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

６

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

ケ
ー

ス
３

格
納

容
器
代

替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

６
①

格
納

容
器

代
替

ス
プ
レ
イ
流
量

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
注
水
先
の
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ

Ａ
）
又

は
サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
よ
り
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

を
推
定
す
る
。 

①
注

水
先

の
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル
水
位
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
及
び
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
の
変

化
に

よ
り
注

水
量
を

推
定
す
る
。

①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

①
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

ケ
ー

ス
３

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量
 

ペ
デ

ス
タ
ル

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域

用
）
 

①
ペ
デ
ス
タ

ル
水
位

①
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
ケ

ー
ス

３

①
ペ

デ
ス

タ
ル

代
替

注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
注
水

先
の
ペ

デ
ス
タ
ル
水
位
及
び
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

残
留

熱
代

替
除

去
系

格
納

容
器

ス
プ

レ
イ

流
量

①
残
留
熱
代

替
除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

①
残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
ケ

ー
ス

６

①
残

留
熱

代
替

除
去

系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，

残
留
熱
代
替
除
去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら

残

留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉
注
水
流
量

を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す

る
。
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
６

／
17
)

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
ペ
デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

１

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。

③
飽

和
温
度

／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。

④
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
５

ペ
デ

ス
タ
ル

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
ペ

デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ

デ
ス

タ
ル

温
度

（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。

④
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
上
記
③
と
同
様
に
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

推
定

す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

④
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
５

ペ
デ

ス
タ
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
ケ

ー
ス

１
①

ペ
デ

ス
タ

ル
水
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

１

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

プ
ー

ル
水
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
５

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
１

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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第
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
７

／
17
)

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

１
①

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。

③
飽

和
温
度

／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）

③
ペ
デ
ス
タ

ル
温
度

（
Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

５

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力

（
Ｓ

Ａ
）

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。

③
飽

和
温

度
／

圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
５
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
８

／
17
)

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位 

ド
ラ

イ
ウ
ェ

ル
水
位
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
代
替
注
水
流

量
（

常
設
）

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）

②
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

ケ
ー

ス
２

①
原

子
炉

格
納

容
器

下
部

注
水
の
停
止
判
断
に
用
い
る
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
計
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場

合
は

，
サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
水

位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
流

量
，
低
圧

原
子
炉

代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替

注
水

流
量

，
ペ

デ
ス

タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る
流
量
に
よ
り
，
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル

水
位
を

推
定
す
る
。

③
水

源
で

あ
る

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な

お
，

低
圧
原

子
炉
代

替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

①
代
替
注
水
流

量
（

常
設
）

①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量

①
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）

①
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量

①
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量

①
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量
（
狭

帯
域

用
）

②
低
圧
原
子
炉

代
替

注
水
槽

水
位

ケ
ー

ス
２

①
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
，

低
圧

原
子
炉

代
替
注

水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
，

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

の
う
ち
機
器
動
作
状
態
に
あ
る

流
量

に
よ
り

，
サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

②
水

源
で

あ
る

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ

Ａ
）

を
推

定
す

る
。

な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定

す
る

。

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
代
替

注
水
流

量
（
常
設
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
），

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ
イ
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

を
優

先
す
る

。

③
［
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位
］

※
２

ケ
ー

ス
１

ペ
デ

ス
タ
ル

水
位
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
ケ

ー
ス

１
①

ペ
デ

ス
タ

ル
水
位

の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ペ

デ
ス
タ

ル
水
位

の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
代
替
注
水
流
量
（
常
設
），

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ

イ
流

量
，
ペ

デ
ス
タ

ル
代
替
注
水
流
量
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。

③
水

源
で
あ

る
低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
の
水
量
変
化
に
よ
り
，
ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，

低
圧

原
子
炉

代
替
注

水
槽
水
位
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
注
水
量
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

②
格
納
容
器

代
替
ス

プ
レ
イ

流
量

②
ペ
デ
ス
タ

ル
代
替

注
水
流

量

③
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
槽

水
位

ケ
ー

ス
２
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
９

／
17
)
 

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納

容
器
水

素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）

②
［
格
納
容

器
水
素

濃
度
（

Ａ
系
）
］

※
２

ケ
ー

ス
１

①
格

納
容

器
水

素
濃

度
（
Ｂ
系
）

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。

②
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
格

納
容
器

水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

格
納

容
器
水

素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｂ

系
）

②
［
格
納
容

器
水
素

濃
度
（

Ａ
系
）
］

※
２

ケ
ー

ス
１

①
格

納
容

器
水

素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

に
よ

り
推

定
す
る

。

②
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
素
濃
度
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
格

納
容
器

水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
を
優
先
す
る
。

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

放 射 線 量 率 

格
納

容
器
雰

囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル

）

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２

ケ
ー

ス
１

①
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン

ネ
ル

に
よ
り

推
定
す

る
。

②
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉

格
納

容
器
内

の
放
射

線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

格
納

容
器
雰

囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ

プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２

ケ
ー

ス
１

①
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合

は
，

他
チ
ャ

ン
ネ
ル

に
よ
り
推
定
す
る
。

②
監

視
可

能
で

あ
れ

ば
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
指
示
値
を
用
い
て
，
原
子
炉

格
納

容
器
内

の
放
射

線
量
率
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
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第
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
10
／

17
)
 

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視

中
性

子
源
領

域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
中
間
領
域

計
装

②
平
均
出
力

領
域
計

装

ケ
ー

ス
１

①
中

性
子
源

領
域
計

装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
中

性
子
源

領
域
計

装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，

中
間
領
域
計
装
，

平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２

ケ
ー

ス
７

中
間

領
域
計

装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
中
性
子
源

領
域
計

装

②
平
均
出
力

領
域
計

装

ケ
ー

ス
１

①
中

間
領
域

計
装
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
中

間
領
域

計
装
の

監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２

ケ
ー

ス
７

平
均

出
力
領

域
計
装
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
中
性
子
源

領
域
計

装

②
中
間
領
域

計
装

ケ
ー

ス
１

①
平

均
出
力

領
域
計

装
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
平

均
出

力
領

域
計

装
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源
領
域
計
装

，
中
間
領
域
計
装
に
よ
り

推
定

す
る
。

③
制

御
棒
手

動
操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
に
よ
り
全
制
御
棒
が
挿
入
状
態
に
あ
る
こ
と
が
確

認
で

き
る
場

合
は
，

未
臨
界
状
態
の
維
持
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
［
制
御
棒

手
動
操

作
・
監

視
系
］

※
２

ケ
ー

ス
７

［
制

御
棒
手

動
操
作
・
監
視
系
］

※
２
 

①
中
性
子
源

領
域
計

装

②
中
間
領
域

計
装

③
平
均
出
力
領

域
計

装
ケ

ー
ス

７

①
制

御
棒

手
動

操
作

・
監
視
系
（
有
効
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
）
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
中
性
子
源

領
域

計
装
に

よ
り
推

定
す
る
。

②
中

間
領
域

計
装
に

よ
り
推
定
す
る
。

③
平

均
出
力

領
域
計

装
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定

は
，
低

出
力
領

域
を
監
視
す
る
中
性
子
源
領
域
計
装
を
優
先
す
る
。

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補1

930

198353
長方形



1.15－64 

第
1.
15

－
3
表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
11
／

17
)

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

温
度

（
Ｓ

Ａ
）

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
１

①
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の

１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に

よ
り

推
定
す

る
。

②
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・

チ
ェ

ン
バ
温

度
（
Ｓ

Ａ
）
に
よ
り
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

１
①

残
留

熱
除

去
系
熱

交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評

価
か
ら

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
 

流
量
 

①
サ
プ
レ
ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
水
位

（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水
位

（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
３

①
残

留
熱
代

替
除
去

系
原
子
炉
注
水
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
位
（

Ｓ
Ａ
）
の
変
化
に
よ
り
注
水
量
を
推
定
す
る
。

②
注

水
先
の

原
子
炉

水
位
の
水
位
変
化
に
よ
り
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
を
推
定
す
る
。

③
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
か

ら
残

留
熱

代
替

除
去

ポ
ン

プ
の

注
水

特
性

を
用

い
て

流
量

を
推

定

し
，

こ
の

流
量

か
ら
残
留
熱
代
替
除
去
系

格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系

原
子

炉
注
水

流
量
を

推
定
す
る
。

④
原

子
炉
圧

力
容
器

温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
水

源
で
あ

る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

を
優
先
す
る
。

③
残
留
熱
代
替

除
去

系
格
納

容
器
ス

プ
レ

イ
流

量

③
残
留
熱
代
替

除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
ケ

ー
ス

６

④
原
子
炉
圧
力

容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

ケ
ー

ス
４

残
留

熱
代
替

除
去
系
格
納
容
器
ス
プ

レ
イ

流
量

①
残
留
熱
代
替

除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

①
残
留
熱
代

替
除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力
ケ

ー
ス

６

①
残

留
熱

代
替

除
去

系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，

残
留
熱
代
替
除
去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か

ら
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
流
量
を
推
定
し
，
こ
の
流
量
か
ら

残

留
熱

代
替

除
去

系
原

子
炉
注
水
流
量

を
差
し
引
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
を
推

定
す

る
。

②
残

留
熱
代

替
除
去

系
に
よ
る
冷
却
に
お
い
て
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
の
監
視
が
不

可
能

と
な
っ

た
場
合

は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ

レ
ッ
シ

ョ
ン
・

チ
ェ
ン
バ
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す

る
。

推
定

は
，
残

留
熱
代

替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出

口
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ

Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

４
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
12
／

17
)

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保 

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク

ラ
バ
容

器
水
位

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
ケ

ー
ス

１
①

ス
ク

ラ
バ

容
器
水

位
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

ス
ク

ラ
バ
容

器
圧
力

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

１

①
ス

ク
ラ
バ

容
器
圧

力
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
ス

ク
ラ

バ
容

器
圧

力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
の
傾
向
監
視
に
よ
り

格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系

の
健
全
性
を
推
定

す
る

。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

ス
ク

ラ
バ
容

器
温
度

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
ケ

ー
ス

１
①

ス
ク

ラ
バ

容
器
温

度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
放

射
線

モ
ニ

タ
（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
ケ

ー
ス

１
①

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ

ャ
ン

ネ
ル
に

よ
り
推

定
す
る
。

第
１

ベ
ン

ト
フ

ィ
ル

タ
出

口
水

素
濃

度
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
予
備

②
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｂ

系
）

②
格
納
容
器

水
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ
出
口
水
素
濃
度
が
故
障
し
た
場
合
は
，
予
備
の
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
に

よ
り
推

定
す
る

。

②
第

１
ベ

ン
ト

フ
ィ

ル
タ
出
口
水
素
濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
素

ガ
ス

が
格

納
容

器
フ

ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
配
管
内
を
通
過
す
る
こ
と
か
ら
，
格
納
容
器
水
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

及
び

格
納
容

器
水
素

濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
予
備
を
優
先
す
る
。
 

残 留 熱 除 去 系

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
入
口
温
度
 

①
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

①
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
温

度
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

１

①
残

留
熱
除

去
系
熱

交
換
器
入
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
，

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー
ル

水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推

定
す

る
。

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

①
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

入
口
温

度
ケ

ー
ス

１
①

残
留

熱
除

去
系

熱
交
換
器
出
口
温
度
の
監
視
が
不
可
能
に
な
っ
た
場
合
は
，
熱
交
換
器
ユ
ニ
ッ
ト
の
熱
交
換

量
評

価
か
ら

残
留
熱

除
去
系
熱
交
換
入
口
温
度
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
残

留
熱

除
去

系
熱

交
換
器
冷
却
水
流
量
に
よ
り
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す

る
。

推
定

は
，
残

留
熱
除

去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度
を
優
先
す
る
。
 

②
残
留
熱
除

去
系
熱

交
換
器

冷
却
水

流
量

ケ
ー

ス
４

残
留

熱
除
去

ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

①
残
留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

ケ
ー

ス
６

①
残

留
熱

除
去

ポ
ン

プ
出
口
流
量
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら

残
留

熱
除

去
ポ

ン
プ

の
注
水
特
性
を
用
い
て
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
を

推
定

す
る
。
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
13
／

17
)
 

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子

炉
水
位
（
広
帯
域
）
 

原
子

炉
水
位
（
燃
料
域
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
原

子
炉
水

位
（

広
帯
域

），
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ

ル
に

よ
り
推

定
す
る

。

②
原

子
炉
水

位
（

広
帯

域
）
，
原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
Ｓ

Ａ
）

に
よ
り

推
定
す

る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

原
子

炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

①
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

ケ
ー

ス
１

①
原

子
炉
水

位
（

Ｓ
Ａ
）
の
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
），

原
子
炉
水

位
（

燃
料
域

）
に
よ

り
推
定
す
る
。

原
子

炉
圧
力
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
原

子
炉
圧

力
の
１

チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原

子
炉
圧

力
の
監

視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
推
定
す
る
。

③
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
よ

り
飽
和

温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

③
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

③
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

③
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

ケ
ー

ス
５

原
子

炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
原
子
炉
圧

力
ケ

ー
ス

１
①

原
子

炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原

子
炉

水
位

か
ら

原
子
炉
圧
力
容
器
内
が
飽
和
状
態
に
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
で
，
原
子
炉
圧
力
容
器
温
度

（
Ｓ

Ａ
）
よ

り
飽
和

温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し
て
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
容
器
内
の
圧
力
を
直
接
計
測
す
る
原
子
炉
圧
力
を
優
先
す
る
。
 

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

②
原
子
炉
圧

力
容
器

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

ケ
ー

ス
５

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル
ケ

ー
ス

１
①

ド
ラ

イ
ウ

ェ
ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
温

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
飽
和
温
度
／
圧
力
の
関
係
を
利
用
し

て
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
５

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

１

①
ド

ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。
 

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
に

よ
り
推

定
す
る
。

③
飽

和
温
度

／
圧
力

の
関
係
を
利
用
し
て
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

を
推

定
す
る

。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

③
ド

ラ
イ

ウ
ェ
ル

温
度
（

Ｓ
Ａ
）

ケ
ー
ス
５
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
14
／

17
)
 

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態

残
留

熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

①
原
子
炉
圧

力

①
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
残

留
熱
除

去
ポ
ン

プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

の
低

下
に
よ

り
格
納

容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

②
残

留
熱

除
去

ポ
ン

プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有
効
監
視

パ
ラ

メ
ー
タ

）
に
よ

り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。
 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２

ケ
ー

ス
10

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
 

出
口

圧
力
 

①
原
子
炉
圧

力

①
原
子
炉
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
原
子
炉
圧
力
，
原
子
炉
圧
力

（
Ｓ

Ａ
）
の

低
下
に

よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

②
低

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ
（
有

効
監

視
パ
ラ

メ
ー
タ

）
に
よ
り
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の
発
生
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
原

子
炉
圧

力
，
原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

 

②
［
エ
リ
ア

放
射
線

モ
ニ
タ

］
※
２

ケ
ー

ス
10
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
15
／

17
)
 

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

水 源 の 確 保 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

①
代
替
注
水

流
量
（

常
設
）

②
原
子
炉
水

位
（
広

帯
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
燃

料
域
）

②
原
子
炉
水

位
（
Ｓ

Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ

Ａ
）

②
低
圧
原
子

炉
代
替

注
水
ポ

ン
プ
出

口
圧

力
ケ

ー
ス

２

①
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水
槽
水
位
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と

す
る

代
替

注
水

流
量

（
常
設
）

か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
を
推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代

替
注

水
槽
の

補
給
状

況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を
推
定
す
る
。

②
注

水
先

の
原

子
炉

水
位
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
水
位
変
化
に
よ
り
低
圧
原
子
炉

代
替

注
水

槽
水

位
を

推
定
す
る
。
な
お
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
の
補
給
状
況
も
考
慮
し
た
上
で
水
位
を

推
定

す
る
。

②
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水
槽
を
水
源
と
す
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
か
ら
低
圧
原
子
炉
代
替

注
水

ポ
ン

プ
が

正
常

に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を
把
握
す
る
こ
と
に
よ
り
，
水
源
で
あ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注

水
槽

水
位
が

確
保
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
低

圧
原
子

炉
代
替
注
水
槽
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
を
優
先
す
る
。
 

サ
プ

レ
ッ

シ
ョ

ン
・

プ
ー

ル
水

位

（
Ｓ

Ａ
）

①
高
圧
原
子
炉

代
替

注
水
流

量

①
原
子
炉
隔
離

時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

流
量

①
高
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

①
残
留
熱
除
去

ポ
ン

プ
出
口

流
量

①
低
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

流
量

①
残
留
熱
代
替

除
去

系
原
子

炉
注
水

流
量

②
原
子
炉
隔
離

時
冷

却
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

②
高
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

②
残
留
熱
除
去

ポ
ン

プ
出
口

圧
力

②
低
圧
炉
心
ス

プ
レ

イ
ポ
ン

プ
出
口

圧
力

②
残
留
熱
代
替

除
去

ポ
ン
プ

出
口
圧

力

ケ
ー

ス
２

①
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ

ー
ル

の
水

位
容

量
曲

線
を
用
い
て
，
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
注
水
す
る
高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
，
原
子
炉

隔
離

時
冷
却

ポ
ン
プ

出
口
流
量
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
，

低
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

ポ
ン
プ
出
口
流
量
，
残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水

流
量
と
経
過
時
間
よ
り
算
出
し

た
注

水
量
か

ら
推
定

す
る
。

②
サ

プ
レ

ッ
シ

ョ
ン

・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

ポ
ン

プ
出

口
圧

力
，

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
，
残
留
熱
代

替
除

去
ポ

ン
プ

出
口

圧
力
か
ら
原
子
炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

・
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
除

去
ポ

ン
プ

，
低

圧
炉

心
ス
プ
レ
イ

・
ポ
ン
プ
，
残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
が
正
常
に
動
作
し
て
い
る
こ
と
を

把
握

す
る

こ
と

に
よ

り
，
水
源
で
あ
る
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
が
確
保
さ
れ
て
い
る
こ

と
を

推
定
す

る
。

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
常
用
計
器
）
に
よ
り
，
水
位
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
ポ
ン
プ
の
注
水
量
を
優
先
す
る
。

③
［
サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
水

位
］

※
２

ケ
ー

ス
１
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表
 

代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
16
／

17
)
 

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

原 子 炉 建 物 内 の

水 素 濃 度

原
子

炉
建
物
水
素
濃
度
 

①
主
要
パ
ラ

メ
ー
タ

の
他
チ

ャ
ン
ネ

ル

ケ
ー

ス
１

①
原

子
炉
建

物
水
素

濃
度
の
１
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
故
障
し
た
場
合
は
，
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
に
よ
り
推
定
す
る
。

②
原

子
炉

建
物

水
素

濃
度
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度
及
び

静
的

触
媒
式

水
素
処

理
装
置
出
口
温
度
の
温
度
差
に
よ
り
推
定
す
る
。

推
定

は
，
主

要
パ
ラ

メ
ー
タ
の
他
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
優
先
す
る
。
 

②
静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装

置
入
口

温
度

②
静
的
触
媒

式
水
素

処
理
装

置
出
口

温
度

ケ
ー

ス
９

原 子 炉 格 納 容 器 内 の

酸 素 濃 度

格
納

容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）
 

①
格
納
容
器

酸
素
濃

度
（
Ｓ

Ａ
）

ケ
ー

ス
１

①
格

納
容

器
酸

素
濃

度
（
Ｂ
系
）

の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ

り
推

定
す
る

。

②
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
又
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

）
に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸
素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を
入
力
と
し
た

評
価

結
果
（

解
析
結

果
）
に
よ
り
格
納
容
器
酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）
を
推
定
す
る
。

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
格
納
容
器
内

圧
力

が
正

圧
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流

入
有

無
を
把

握
し
，

水
素
燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用
計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
格

納
容
器

酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
ド

ラ
イ

ウ

ェ
ル
）

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ

）

ケ
ー

ス
８

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

11

③
［
格
納
容

器
酸
素

濃
度
（

Ａ
系
）
］

※
２

ケ
ー

ス
１

格
納

容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
格
納
容
器

酸
素
濃

度
（
Ｂ

系
）

ケ
ー

ス
１

①
格

納
容

器
酸

素
濃

度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
格
納
容
器
酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

に
よ

り
推

定
す
る

。

②
格

納
容

器
雰

囲
気

放
射
線
モ
ニ
タ
（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
又
は
格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
（
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ

ン
・

チ
ェ

ン
バ

）
に
て
炉
心
損
傷
を
判
断
し
た
後
，
初
期
酸
素
濃
度
と
保
守
的
な
Ｇ
値
を
入
力
と
し
た

評
価

結
果
（

解
析
結

果
）
に
よ
り
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
推
定
す
る
。

②
ド

ラ
イ

ウ
ェ

ル
圧

力
（
Ｓ
Ａ
）
又
は
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
格
納
容
器
内

圧
力

が
正

圧
で

あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
事
故
後
の
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
空
気
（
酸
素
）
の
流

入
有

無
を
把

握
し
，

水
素
燃
焼
の
可
能
性
を
推
定
す
る
。

③
監

視
可
能

で
あ
れ

ば
格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ａ
系
）（

常
用
計
器
）
に
よ
り
，
酸
素
濃
度
を
推
定
す
る
。

推
定

は
，
格

納
容
器

酸
素
濃
度

（
Ｂ
系
）

を
優
先
す
る
。

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
ド

ラ
イ

ウ

ェ
ル
）

②
格
納
容
器

雰
囲

気
放

射
線

モ
ニ

タ
（
サ

プ
レ

ッ

シ
ョ
ン
・
チ

ェ
ン
バ

）

ケ
ー

ス
８

②
ド
ラ
イ
ウ

ェ
ル
圧

力
（
Ｓ

Ａ
）

②
サ
プ
レ
ッ

シ
ョ
ン

・
チ
ェ

ン
バ
圧

力
（

Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

11

③
［
格
納
容

器
酸
素

濃
度
（

Ａ
系
）
］

※
２

ケ
ー

ス
１
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代
替

パ
ラ
メ
ー

タ
に
よ

る
主

要
パ
ラ
メ

ー
タ

の
推

定
(
17
／

17
)
 

※
１
：
代

替
パ
ラ

メ
ー
タ

の
番

号
は

優
先

順
位

を
示

す
。

※
２
：［

 
］
は

有
効
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

又
は

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
の

常
用
計

器
（
耐

震
性
又
は
耐

環
境
性

等
は
な

い
が
，

監
視
可

能
で
あ
れ
ば

発
電
用

原
子
炉

施
設
の

状
態

を
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

な
計

器
）

を
示

す
。

分
類
 

主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
 

代
替

パ
ラ
メ

ー
タ

※
１
 

推
定

ケ
ー
ス
 

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
推
定
方
法
 

燃 料 プ ー ル の 監 視 

燃
料

プ
ー
ル

水
位
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）

②
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ

）

③
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

12

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り

燃
料
プ

ー
ル
水

位
を
推
定
す
る
。

②
燃

料
プ
ー

ル
エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
推
定

す
る

。

③
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定

は
，
燃

料
プ
ー

ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料

プ
ー
ル

水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）

②
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ

）

③
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

12

①
燃

料
プ

ー
ル

水
位

・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
に

よ
り

水
位
・

温
度
を

推
定
す
る
。

②
燃

料
プ
ー

ル
エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）
に
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
判
断

し
た

後
，
燃

料
プ
ー

ル
の
水
位
を
推
定
す
る
。

③
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定

は
，
燃

料
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
を
優
先
す
る
。

燃
料

プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ

（
高

レ
ン
ジ

・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）

②
燃
料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ

（
Ｓ
Ａ

）
ケ

ー
ス

12

①
燃

料
プ
ー

ル
エ
リ

ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合

は
，
燃

料
プ
ー

ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
に
て
水
位
を
計
測
し
た
後
，
水
位
と

放
射

線
率
の

関
係
に

よ
り
放
射
線
量
率
を
推
定
す
る
。

②
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
に
よ
り
，
燃
料
プ
ー
ル
の
状
態
を
監
視
す
る
。

推
定

は
，
燃

料
プ

ー
ル
を

直
接
監
視
す
る
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
を

優
先

す
る
。

燃
料

プ
ー
ル

監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
 

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

（
Ｓ
Ａ

）

①
燃
料
プ
ー

ル
水
位

・
温
度

（
Ｓ
Ａ

）

①
燃
料
プ
ー

ル
エ

リ
ア

放
射

線
モ

ニ
タ
（

高
レ

ン

ジ
・
低
レ
ン

ジ
）
（

Ｓ
Ａ

）

ケ
ー

ス
12

①
燃

料
プ
ー

ル
監
視

カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）
の
監
視
が
不
可
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
），

燃

料
プ

ー
ル
水

位
・
温

度
（
Ｓ
Ａ
），

燃
料
プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）（

Ｓ
Ａ
）

に
て

，
燃
料

プ
ー
ル

の
状
態
を
推
定
す
る
。

添付-3-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補1

937

198353
長方形



保安規定第６５条 

表６５－１３「計装設備」 

６５－１３－２「補助パラメータ」 

運転上の制限等について 

１．保安規定記載内容の説明 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設置変更許可申請書 添付八（所要数）

  添付－２ 代替措置に関する設備 

（１）審査会合資料抜粋（代替措置に関する説明）
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 ６
５
－
１
３
－
２
 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
が
監
視
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

 

１
．
電
源
関
係
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 
 

動
作
可
能
 

で
あ
る
べ
き
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
数
⑤
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ｃ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

１
 

Ｄ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

１
 

Ｈ
Ｐ
Ｃ
Ｓ
－
メ
タ
ク
ラ
母
線
電
圧
 

１
 

Ｃ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

１
 

Ｄ
－
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

１
 

緊
急
用
メ
タ
ク
ラ
電
圧
 

１
 

Ｓ
Ａ
ロ
ー
ド
セ
ン
タ
母
線
電
圧
 

１
 

Ｂ
１
－
11
5V

系
蓄
電
池
（
Ｓ
Ａ
）
電
圧
 

１
 

Ａ
－
11
5V

系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

１
 

Ｂ
－
11
5V

系
直
流
盤
母
線
電
圧
 

１
 

Ｓ
Ａ
用

11
5V

系
充
電
器
盤
蓄
電
池
電
圧
 

１
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

23
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）
母
線
電
圧
 

１
 

※
１
：
監
視
対
象
の
系
統
本
体
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
要
求
さ
れ
な
い
場
合
を
除
く
。
 

           

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
が
該
当
す
る
。
 

 ②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 ③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
活
用
す
る

手
順
等
の
着
手
の
判
断
基
準
と
し
て
い
る
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
が
監
視
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制

限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
 

「
計
装
設
備
（
事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
計
測
機
器

（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。）

の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と

が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推

定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 ④
 
電
源
関
係
の
パ
ラ
メ
ー
タ
は
「
６
５
－
１
２
（
電
源
設
備
）」

と
同
様
に
，
非
常
用
電
源
が
喪
失
し
た
場

合
に
重
大
事
故
等
の
防
止
・
緩
和
に
必
要
な
設
備
に
対
し
給
電
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
補
助
的

に
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温

停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
た
だ
し
，
2
3
0V

系
直
流
盤
（
常
用
）
母
線
電
圧
に
つ

い
て
は
，「

運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
 

逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系
の
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，「

６
５
－
３
－
３
（
主
蒸
気
逃
が
し
安
全
弁
の
機

能
回
復
）」

と
同
様
に
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す
る
。
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
の
パ
ラ
メ
ー
タ
は
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
お
よ
び
燃
料

プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
補
助
的
に
監
視
す
る
パ

ラ
メ
ー
タ
で
あ
る
こ
と
か
ら
，「

運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ⑤
 
各
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
た
め
，
必
要
な
チ
ャ
ン
ネ
ル
数
を
動
作
可
能
で
あ
る
べ
き
チ
ャ
ン
ネ
ル
数

と
す
る
。
 

                    

                                           

939



保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

２
．
そ
の
他
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
 

動
作
可
能
 

で
あ
る
べ
き
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
数
⑤
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

Ａ
Ｄ
Ｓ
用
Ｎ

２
ガ
ス
減
圧
弁
二
次
側
圧
力
 

１
※
２
 

Ｎ
２
ガ
ス
ボ
ン
ベ
圧
力
 

１
※
２
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
※
３
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

１
※
３
 

Ｒ
Ｃ
Ｗ
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位
 

１
※
３
 

※
２
：
逃
が
し
安
全
弁
窒
素
ガ
ス
供
給
系
１
系
列
あ
た
り
。
 

※
３
：
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
１
系
列
あ
た
り
。
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑥
 

頻
 
度
 

担
当
 

1.
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
電
源
関
係
）
を
監
視
す
る
計
器
の

機
能
を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

課
長
 

（
電
気
）
 

2.
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
（
そ
の
他
）
を
監
視
す
る
計
器
の
チ

ャ
ン
ネ
ル
校
正
を
実
施
す
る
。

 

定
事
検
停
止
時
 

課
長
 

（
計
装
）
 

3.
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
を
監
視
す
る
計
器
が
健
全
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

             

                    ⑥
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

1，
2
が
該
当
。
 

定
事
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
し
，
確
認
事
項
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計

測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
各
チ
ャ
ン
ネ
ル
と
同
様
，
チ
ャ
ン
ネ
ル
校
正
ま
た
は
性
能
確
認
を
行
う
。
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

3
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え

方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は
１
箇
月
に
１
回
，
計
器
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

  （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑦
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑧
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

A.
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
が
監

視
不
能
の
場
合
 

A1
.
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
当
直
長
は
，
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ

る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う

な
措
置
を
講
じ
る
。

 

お
よ
び
 

A3
.
当
直
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

   ３
０
日
間
 

B.
条
件

A
の

A1
ま
た
は

A2
で
要
求
さ
れ
る
措

置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

B1
.
当
直
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

３
日
間
 

C.
条
件

A
の

A3
ま
た
は
条

件
B
で
要
求
さ
れ
る
措

置
を
完
了
時
間
内
に
達

成
で
き
な
い
場
合
 

C1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
が
監

視
不
能
の
場
合
 

A1
.
当
直
長
は
，
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
当
直
長
は
，
代
替
措
置

※
４
を
検
討
し
，
原

子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.
当
直
長
は
，
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ

る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う

な
措
置
を
講
じ
る
。

 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
４
：
代
替
計
器
等
に
よ
る
監
視
を
い
う
。
 

  ⑦
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

 
 
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
が
監
視
不
能
の
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
し
て
い
る
。
 

 ⑧
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
 

A1
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の

確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。（

添
付
－
２
）
 

 

代
替
措
置
は
，
可
能
な
限
り
そ
の
目
的
お
よ
び
検
知
性
が
同
一
な
も
の
か
ら
選
定
し
，
同
一
な
も
の

が
無
い
場
合
は
添
付
－
２
の
優
先
順
位
に
よ
り
，
間
接
的
に
検
知
可
能
な
計
器
を
選
定
す
る
。
 

 A2
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措
置

を
“
速
や
か
に
”
講
じ
る
。
 

 A3
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 B1
.補

助
パ
ラ
メ
ー
タ
お
よ
び
代
替
措
置
に
よ
る
監
視
機
能
を
全
て
失
っ
た
こ
と
か
ら
，
Ａ
Ｏ
Ｔ
は
「
３

日
間
」
と
す
る
。
 

 C1
．，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

  【
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。 

 A2
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の

確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。（

添
付
－
２
）
 

 A3
.
動
作
不
能
と
な
っ
た
当
該
計
器
が
故
障
状
態
で
あ
る
こ
と
が
運
転
員
に
明
確
に
分
か
る
よ
う
な
措

置
を
“
速
や
か
に
”
講
じ
る
。
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8－6－121 

第6.4－4表 重大事故等対処設備を活用する手順の着手の判断基準として 

用いる補助パラメータ 

分類 補助パラメータ 

電源関係 

Ｃ－メタクラ母線電圧 

Ｄ－メタクラ母線電圧 

ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

緊急用メタクラ電圧 

ＳＡロードセンタ母線電圧 

Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

Ａ－115V系直流盤母線電圧 

Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

230V系直流盤（常用）母線電圧 

ＳＡ用115V系充電器盤蓄電池電圧 

その他 

ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧力 

Ｎ２ガスボンベ圧力 

原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

ＲＣＷ熱交換器出口温度 

ＲＣＷサージタンク水位 

添付-1-(1)　設置変更許可申請書 添付八
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個
別
説
明
事
項
①
－
（
６

/７
）

補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
の
扱
い
に
つ
い
て

23

【
参
考
】
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
の
代
替
措
置
に
つ
い
て

•
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
設
置
許
可
基
準
規
則
第
５
８
条
及
び
技
術
的
能
力

1.
15
の
要
求
事
項
に
基
づ
き
、

代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
を
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
整
理
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
保
安
規
定
に
お
い
て
は
、
「
主
要

パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
を
代
替
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
（
代
替
パ

ラ
メ
ー
タ
）
を
計
測
す
る
計
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
代
替
措
置
を
設
け
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

•
一
方
で
、
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
位
置
づ
け
た
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
設
置
許
可
基
準
規
則
の
条

文
毎
に
示
し
て
い
る
各
主
要
設
備
の
計
装
設
備
（
補
助
）
と
し
て
の
位
置
付
け
で
あ
り
、
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
と
は
位
置

付
け
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
代
替
監
視
手
段
に
つ
い
て
は
重
大
事
故
等
対
処
設
備
と
し
て
整
理
し
て
い
な
い
。

•
よ
っ
て
、
補
助
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監
視
が
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
事
象
の
状
況
に
応
じ
て
代
替
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
と

す
る
が
、
基
本
的
に
は
、
可
能
な
限
り
そ
の
目
的
及
び
検
知
性
が
同
一
な
も
の
か
ら
選
定
し
、
同
一
な
も
の
が
無
い

場
合
は
以
下
の
優
先
順
位
に
よ
り
、
間
接
的
に
検
知
可
能
な
計
器
を
選
定
す
る
。

＜
選
定
①
＞
当
該
系
統
の
当
該
計
器
と
同
一
の
計
器
で
代
替
監
視
可
能
な
も
の
（
多
重
化
さ
れ
て
い
る
も
の
）
。

（
例
）

RC
W
サ
ー
ジ
タ
ン
ク
水
位
（
多
重
性
有
の
た
め
、

1系
統
監
視
不
能
の
場
合
は
他
系
統
を
確
認
）

＜
選
定
②
＞
当
該
系
統
の
当
該
計
器
と
類
似
の
計
器

（
例
）

M
/C
電
圧
に
対
す
る
同
期
検
定
ラ
ン
ニ
ン
グ
電
圧

＜
選
定
③
＞
当
該
系
統
の
上
流
側
・
下
流
側
の
計
器
に
よ
り
代
替
監
視
可
能
な
も
の
。

（
例
）

AD
S入
口
圧
力
に
対
す
る
高
圧
ボ
ン
ベ
出
口
圧
力

＜
選
定
④
＞
当
該
系
統
と
同
等
の
他
系
統
に
お
い
て
同
等
な
計
器
で
代
替
監
視
可
能
な
も
の
。

（
例
）
他
系
統
の
非
常
用

D/
G発
電
機
電
圧
等

添付-2-(1) 20190611　BWR保安規定基本方針　審査会合資料
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保安規定第６５条 

表６５－１３「計装設備」 

６５－１３－３「可搬型計測器」 

 

運転上の制限等のについて 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（監視パラメータ）
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 ６
５
－
１
３
－
３
 
可
搬
型
計
測
器
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限

 
③
 

可
搬
型
計
測
器
 

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
 
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

可
搬
型
計
測
器
 

２
９
個
 

                          

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
対
象
と
す
る
系
統
・
機
器
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
計
測
器
の
所
要
数
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
 

 
 
 
「
計
装
設
備
（
事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
計
測
機
器

（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。）

の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と

が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推

定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 
可
搬
型
計
測
器
は
，
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と
が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
（
原
子

炉
圧
力
容
器
内
の
温
度
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
圧
力
，
原
子
炉
圧
力
容
器
内
の
水
位
，
原
子
炉
圧
力

容
器
へ
の
注
水
量
，
原
子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
，
原
子
炉
格
納
容

器
内
の
圧
力
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
水
位
，
最
終
ヒ
ー
ト
シ
ン
ク
の
確
保
，
格
納
容
器
バ
イ
パ
ス
の

監
視
，
水
源
の
確
保
，
原
子
炉
建
物
内
の
水
素
濃
度
，
燃
料
プ
ー
ル
の
監
視
）
の
計
測
ま
た
は
推
定
を

行
う
の
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
に

照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か

ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と

す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 

⑥
 
可
搬
型
計
測
器
は
，
原
子
炉
圧
力
容
器
お
よ
び
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
温
度
，
圧
力
，
水
位
お
よ
び
流

量
（
注
水
量
）
等
の
計
測
用
と
し
て
，
所
要
数
を
２
９
個
と
す
る
。（

測
定
時
の
故
障
を
想
定
し
た
予
備

は
所
要
数
に
含
ま
な
い
。）

な
お
，
上
記
の
設
備
は
原
子
炉
建
物
内
に
配
備
さ
れ
た
可
搬
型
重
大
事
故
等

対
処
設
備
で
あ
り
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添

付
－
１
）
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

1.
所
要
数
の
可
搬
型
計
測
器
の
機
能
を
確
認
す
る
。
 
 

１
年
に
１
回
 

課
長
（
計
装
）
 

2.
所
要
数
の
可
搬
型
計
測
器
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
計
装
）
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

A.
動
作
可
能
な
可
搬
型

計
測
器
が
所
要
数
を

満
足
し
て
い
な
い
場

合
 

A1
.課

長
（
計
装
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A2
.課

長
（
計
装
）
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る

※
２
。
 

３
０
日
間
 

  ３
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

B1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可
能
な
可
搬
型

計
測
器
が
所
要
数
を

満
足
し
て
い
な
い
場

合
 

A1
.課

長
（
計
装
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.課

長
（
計
装
）
は
，
代
替
措
置

※
１
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

※
１
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
２
：
３
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
は
継
続
す
る
が
，
３
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｂ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

1
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
模
擬
入
力
に
よ
る
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

2
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
３
箇
月
に
１
回
，
外
観
点
検
，
通
電
等
の
確
認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

可
搬
型
計
測
器
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
設
備
が
所
要
数
未
満
に
な
っ
た
場
合

を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
 

A1
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 A2
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

上
限
で
あ
る
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 B1
．，

B2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

 【
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。 

 A2
.動

作
不
能
と
な
っ
た
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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8－6－18 

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

可搬型計測器は，通常時に接続先の系統と分離された状態であること及

び重大事故等時は重大事故等対処設備として系統構成をすることにより，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

6.4.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，号炉の区分けなく通信連

絡することで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員の対応状況等）

を共有・考慮しながら総合的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，

安全性の向上を図る設計とする。 

また，安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，共用により悪影響

を及ぼさないよう，必要な容量を確保するとともに，号炉の区分けなく通

信連絡が可能な設計とする。 

6.4.2.4 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，

設計基準事故時の計測機能と兼用しており，設計基準事故時に使用する場

合の計測範囲が，計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態にお

いて発電用原子炉施設の状態を推定できるため，設計基準事故対処設備と

同仕様の設計とする。 

・原子炉圧力

・原子炉水位（広帯域）

・原子炉水位（燃料域）

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量

・残留熱除去ポンプ出口流量

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八

947

198353
テキストボックス
所要数，必要容量関連箇所を下線にて示す
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・格納容器水素濃度（Ｂ系）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ドライウェル）

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）

・中性子源領域計装

・中間領域計装

・平均出力領域計装

・残留熱除去系熱交換器入口温度

・残留熱除去系熱交換器出口温度

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・残留熱除去ポンプ出口圧力

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力

・格納容器酸素濃度（Ｂ系）

・燃料プール水位・温度（ＳＡ）

常設の重大事故等対処設備のうち以下のパラメータを計測する設備は，

計器の不確かさを考慮しても設計基準を超える状態において発電用原子炉

施設の状態を推定できる設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・原子炉圧力（ＳＡ）

・原子炉水位（ＳＡ）

・高圧原子炉代替注水流量

・代替注水流量（常設）

・低圧原子炉代替注水流量

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域用）

・格納容器代替スプレイ流量

・ペデスタル代替注水流量

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域用）

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八

948



8－6－20 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量

・残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル圧力（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ圧力（ＳＡ）

・サプレッション・プール水位（ＳＡ）

・ドライウェル水位

・ペデスタル水位

・格納容器水素濃度（ＳＡ）

・スクラバ容器水位

・スクラバ容器圧力

・スクラバ容器温度

・第１ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）

・低圧原子炉代替注水槽水位

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力

・原子炉建物水素濃度

・静的触媒式水素処理装置入口温度

・静的触媒式水素処理装置出口温度

・格納容器酸素濃度（ＳＡ）

・燃料プール水位（ＳＡ）

・燃料プールエリア放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ）

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃料プール監視カメラ用冷却設備を含

む。）

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八

949
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重大事故等対処設備の補助パラメータは，重大事故等対処設備を活用す

る手順等の着手の判断ができ，系統の目的に応じて必要となる計測範囲を

有する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時

に発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送する

ことができる設計とする。 

第１ベントフィルタ出口水素濃度は，計器の不確かさを考慮しても設計

基準を超える状態において発電用原子炉施設の状態を推定できる設計とす

る。原子炉格納容器の排出経路での水素濃度監視用として１セット１個使

用する。保有数は，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ

用として１個を加えた合計２個保管する設計とする。 

可搬型計測器は，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位及び流量（注水量）等の計測用として１セット 30 個（測定時の故障

を想定した予備１個含む。）使用する。保有数は，故障時及び保守点検によ

る待機除外時のバックアップ用として 30 個を含めて合計 60 個を保管す

る設計とする。 

6.4.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち以下のパラメー

タを計測する設備は，原子炉格納容器内に設置し，想定される重大事故等

時における環境条件を考慮した設計とする。 

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ）

・ドライウェル温度（ＳＡ）

・ペデスタル温度（ＳＡ）

・ペデスタル水温度（ＳＡ）

・サプレッション・チェンバ温度（ＳＡ）

・サプレッション・プール水温度（ＳＡ）

・ドライウェル水位

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八

950

198353
線

198353
線

198353
線
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

１
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

① 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 温 度

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～
50
0℃

 
最

大
値

：
 

3
02
℃

重
大

事
故
等

時
に
お

け
る
損

傷
炉
心
の
冷

却
状
態
を

把
握
し

，
適

切
に

対
応
す
る
た
め
の
判
断
基
準
（

30
0℃

）
に
対
し
て
，
 5
00
℃

ま
で

を
監
視
可
能
。
 

１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留

熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
１
 

「
⑫

最
終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク
の

確
保
（

残
留
熱
除
去
系
）」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

② 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 圧 力

原
子
炉
圧
力

※
２
 

２
 

０
～

10
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最

大
値

：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

重
大

事
故
等
時
に
お
け
る
原
子
炉
圧
力
容
器
最
高
圧
力
（

8.
6
8M
P
a

［
ga
ge
］
）
を
包
絡
す
る
範
囲
と
し
て
設
定
。
な
お
，
逃
が
し
安
全

弁
の

手
動
操

作
に
よ

り
変
動

す
る
範
囲
に

つ
い
て
も

計
測
範

囲
に

包
絡

さ
れ
て
お
り
，
監
視
可
能
で
あ
る
。

 
１

 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～

11
M
Pa
［

ga
ge
］

 
最

大
値

：
 

8
.2
9
MP
a［

g
ag
e］

 

原
子

炉
圧
力
容
器
最
高
使
用
圧
力
（

8.
6
2M
P
a［

ga
g
e］

）
の

1.
2

倍
（

10
.
34
M
Pa
［
ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子

炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八

951

198353
テキストボックス
監視パラメータ関連箇所を下線にて示す

198353
線

198353
線

198353
線

198353
線
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

２
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

③ 原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 水 位

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

２
 

－
40
0～

15
0
cm

※
３

－
79
8～

13
2
cm

※
３

炉
心

の
冷
却
状
況
を
把
握
す
る
上
で
，
原
子
炉
水
位
制
御
範
囲
（
レ

ベ
ル

３
～
８
）
及
び
燃
料
棒
有
効
長
底
部
ま
で
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

１
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２

２
 

－
80
0～

－
30
0c
m※

３

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
90
0～

15
0
cm

※
３

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八

952

198353
線

198353
線

198353
線
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2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

３
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ １ ／ ２ ）

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
高

圧
原

子
炉

代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

93
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
で
あ
る
。
 

１
 

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

０
～

99
m
3
/h
 

原
子

炉
隔
離

時
冷
却
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

99
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～

1,
3
14
m
3
/h
 

高
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

1,
31
4
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

１
 

０
～
30
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

低
圧

原
子
炉

代
替
注
水
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

23
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

－
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量
 

２
 

０
～
20
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水
車

を
用
い
た
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
お
け
る
最
大
注

水
量

（
70
m3
/h
）
を
監
視
可
能
。
ま
た
，
崩
壊
熱
相
当
の
注
水
量
（

12
m
3
/h
）
を

監
視

可
能
。
 

１
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

２
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※

８
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

３
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～

1,
3
80
m
3
/h
 

残
留

熱
除
去

ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（
1
,3
8
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

１
 

０
～
1,
5
00
m
3 /
h 

０
～

1,
3
14
m
3
/h
 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
・
ポ
ン
プ
の
最
大
注
水
量
（

1,
31
4
m
3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量
 

１
 

０
～
50
m
3 /
h 

－
※

８
 

残
留

熱
代
替

除
去
系
原
子
炉
注
水
の
最
大
注
水
量
（

30
m
3
/h
）
を
監
視
可
能
。
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八

953

198353
線

198353
線

198353
線

198353
線
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2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

４
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

④ 原 子 炉 圧 力 容 器 へ の 注 水 量 （ ２ ／ ２ ）

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八

954

198353
線

198353
線
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2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

５
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑤ 原 子 炉 格 納 容 器 へ の 注 水 量

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水
車

を
用
い
た
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
お
け
る
最
大

注
水

量
（
12
0m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。
 

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
 

２
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

大
量

送
水
車

を
用
い
た
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
お
け
る
最
大
注

水
量

（
12
0
m
3 /
h
）

を
監

視
可

能
。

ま
た

，
崩

壊
熱

相
当
の

注
水

量
（

12
m
3 /
h
）

を
監

視
可
能

。
 

１
 

ペ
デ

ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）
 

２
 

０
～

50
m
3 /
h 

－
※

８
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ
流
量
 

１
 

０
～
15
0
m
3 /
h 

－
※

８
 

残
留

熱
代

替
除

去
系
格
納

容
器
ス
プ

レ
イ
の

最
大
注
水

量
（

12
0m

3 /
h
）

を
監
視

可
能

。
 

１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位

※
１

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八

955

198353
線

198353
線

198353
線

198353
線

198353
線
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

６
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑥ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 温 度

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

７
 

０
～

30
0℃

 
最

大
値

：
14
5℃

 
原

子
炉

格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

ペ
デ

ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

30
0℃

 
最

大
値

：
14
5℃

 
原

子
炉

格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

ペ
デ

ス
タ
ル
水
温
度
（
Ｓ
Ａ
）
 

２
 

０
～

30
0℃

 
－

※
８
 

原
子

炉
格

納
容

器
下

部
に

溶
融

炉
心

が
落

下
し

た
場

合
に

お
け

る
原

子
炉

圧
力

容
器

の
破

損
検

知
が

可
能
。
 

１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最

大
値

：
88
℃
 

原
子

炉
格
納

容
器
の

限
界
温

度
（

20
0℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～

20
0℃

 
最

大
値

：
88
℃
 

原
子

炉
格

納
容

器
の

限
界

圧
力

（
２

Pd
：

85
3
kP
a［

g
ag
e］

）
に
お
け
る
サ

プ
レ
ッ
シ

ョ
ン
・
プ

ー
ル

水
の
飽

和
温
度

（
約

17
8℃

）
を
監
視
可
能
。
 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

７
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑦ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 圧 力

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
1,
0
00
k
Pa
［
ab
s］

 
最

大
値

：
 

3
24
k
Pa
［

ga
ge
］

 

原
子

炉
格
納

容
器
の
限
界
圧
力
（
２

Pd
：
85
3k
P
a［

ga
g
e］

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

２
 

０
～
1,
0
00
k
Pa
［
ab
s］

 
最

大
値

：
 

2
06
k
Pa
［

ga
ge
］

 

ド
ラ

イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ペ
デ
ス
タ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

８
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑧ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 水 位

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
水
位
 

３
 

－
3.
0m

※
５
，

－
1.
0m

※
５
，
 

＋
1.
0m

※
５

－
※

８
 

重
大

事
故
等

時
に
お
い
て
，
溶
融
炉
心
の
冷
却
に
必
要
な
原
子
炉
格
納
容
器
下
部

へ
の

事
前
注

水
量
を
監
視
可
能
。
 

残
留

熱
代

替
除

去
系

に
よ

る
代

替
循

環
冷

却
実

施
時

に
お

け
る

ペ
デ

ス
タ

ル
代

替
注

水
系

（
可

搬
型

）
に

よ
る

注
水

の
停

止
の

判
断

基
準

（
格

納
容

器
底

面
＋

1
.0
m）

を
監

視
可
能
。
 

１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２

１
 

－
0.
80
～

5.
50
m
※

４
 

－
0.
5～

０
m※

４
 

ウ
ェ

ッ
ト
ウ

ェ
ル
ベ
ン
ト
操
作
可
否
判
断
を
把
握
で
き
る
範
囲
を
監
視
可
能
。

（
サ

プ
レ
ッ

シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
を
水
源
と
す
る
非
常
用
炉
心
冷
却
系
の
起
動
時
に

想
定

さ
れ
る

変
動
（
低
下
）
水
位
：
－
0
.5
m
 に

つ
い
て
も
監
視
可
能
。
）

１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
水
位
 

４
 

＋
0.
1m

※
６
，

＋
1.
2m

※
６
, 

＋
2.
4m

※
６
，

＋
2.
4m

※
６
 

－
※

８
 

重
大

事
故
等

時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
下
部

に
溶
融
炉
心
の
冷
却
に
必
要

な
水

深
（
＋

2.
4
m）

が
あ
る
こ
と
を
監
視
可
能
。
 

１
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

「
⑤

原
子
炉

格
納
容

器
へ
の

注
水
量

」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
流
量

※
１
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量

※
１
 

ペ
デ

ス
タ
ル
代
替
注
水
流
量
（
狭
帯
域
用
）

※
１
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

９
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑨ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の

水 素 濃 度

格
納

容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

※
２
 

１
 

０
～

５
vo
l％

／
 

０
～
10
0
vo
l％

 
０

～
2.
0
vo
l％

 
重

大
事

故
等

時
に

原
子

炉
格

納
容

器
内
の

水
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ
る

範
囲

（
０
～

90
.
4v
o
l％

）
を
監
視
可
能
。
 

－
 

格
納

容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～
10
0
vo
l％

 
０

～
2.
0
vo
l％

 
重

大
事

故
等

時
に

原
子

炉
格

納
容

器
内
の

水
素

濃
度

が
変

動
す

る
可

能
性

の
あ
る

範
囲

（
０
～

90
.
4v
o
l％

）
を
監
視
可
能
。
 

－
 

⑩ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 放 射 線 量 率

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）
 

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
Sv
/
h未

満
※
９
 

炉
心

損
傷
の

判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
は
約

10
Sv
/h
）
を

把
握

す
る
上

で
監
視
可
能
（

上
記
の
判
断
値
及
び
推
定
値
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過

時
間

と
と
も

に
低
く
な
る
）
。
 

－
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

約
10
Sv
/
h未

満
※
９
 

炉
心

損
傷
の

判
断
値
（
原
子
炉
停
止
直
後
に
炉
心
損
傷
し
た
場
合
は
約

10
Sv
/h
）
を

把
握

す
る
上

で
監
視
可
能
（
上

記
の
判
断
値
及
び
推
定
値
は
原
子
炉
停
止
後
の
経
過

時
間

と
と
も

に
低
く
な
る
）
。
 

－
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

1
0
／

18
）

 

分
類
 

重
要

監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要

代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
 

（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑪ 未 臨 界 の 維 持 又 は 監 視 

中
性

子
源
領
域
計
装

※
２
 

４

10
－
１
～
10

６
 ｓ

-1
 

（
1.
0×

10
３
～
 

1
.0
×

10
９
 

 
 
cm

-2
･ｓ

-1
）

 

定
格

出
力
の
 

約
21
倍

 

原
子

炉
の
停

止
時
か

ら
起
動

時
の
中
性
子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お

，
中

性
子

源
領

域
計
装

が
測
定
で
き
る
範
囲
を
超
え
た
場
合
は
，
中
間
領
域
計
装
，
平
均
出
力

領
域

計
装
に

よ
っ
て

監
視
可

能
。
 

－
 

中
間

領
域
計
装

※
２
 

８
 

０
～
40
％
 

又
は
０
～
12
5％

 

（
1.
0×

10
８
～
 

1.
5×

10
13
cm

-2
・
s-

1 ）
 

原
子

炉
の
停

止
時
か

ら
起
動

時
の
中
性
子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お

，
中

間
領
域

計
装
が

測
定
で

き
る
範
囲
を
超
え
た
場
合
は
，
平
均
出
力
領
域
計
装
に
よ
っ
て
監

視
可

能
。
 

－
 

平
均

出
力
領
域
計
装

※
２
 

６
※
７

０
～

12
5％

 

（
1.
2×

10
12
～
 

2
.8
×

10
14
 

 
 

cm
-2
･s

-1
）
 

原
子

炉
の
起

動
時
か

ら
定
格

出
力
運
転
時
の
中
性
子
束
を
監
視
可
能
。
 

な
お

，
設

計
基

準
事

故
及
び

重
大
事
故
等
時
，
一
時
的
に
計
測
範
囲
を
超
え
る
が
，
負
の
反
応
度
フ

ィ
ー

ド
バ

ッ
ク

効
果

に
よ

り
短

期
間
で
あ
り
，
か
つ
出
力
上
昇
及
び
下
降
は
急
峻
で
あ
る
。

12
5％

を
超

え
た
領

域
で
そ

の
指
示

に
基
づ
き
操
作
を
伴
う
も
の
で
な
い
こ
と
か
ら
，
現
状
の
計
測
範
囲
で

も
運

転
監
視

上
影
響

は
な
い

。
ま

た
，
重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
も
再
循
環
ポ
ン
プ
ト
リ
ッ
プ
等
に

よ
り

中
性
子

束
は
低

下
す
る

た
め
，
現
状
の
計
測
範
囲
で
も
対
応
が
可
能
。
 

－
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

1
1
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 代 替 除 去 系 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

「
⑫

最
終
ヒ

ー
ト
シ

ン
ク
の

確
保
（

残
留
熱
除
去
系
）」

を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流

量
※

２
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
代
替
除
去
系
格
納
容
器
ス
プ
レ
イ

流
量

※
２
 

「
⑤

原
子
炉

格
納
容

器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ

）
※

１
「

⑧
原

子
炉

格
納
容

器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の
水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

残
留
熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑭

水
源
の

確
保
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の
温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

1
2
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

格 納 容 器 フ ィ ル タ ベ ン ト 系

ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位

８
 

 
－

※
８
 

系
統

待
機

時
に

お
け
る
ス
ク
ラ
バ
容
器
水
位
の
範
囲
（

1,
70
0m
m～

1,
90
0
mm
）
及
び
フ

ィ
ル

タ
装

置
機

能
維

持
の

た
め

の
系

統
運

転
時

の
下

限
水

位
か

ら
上

限
水

位
の

範
囲

（
）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

ス
ク
ラ
バ
容
器
圧
力

４
 

０
～

１
MP
a［

g
ag
e］

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実

施
時

に
，

格
納

容
器

フ
ィ

ル
タ

ベ
ン

ト
系

の
最

高
使

用
圧

力

（
0.
85
3
MP
a［

g
ag
e］

）
が
監
視
可
能
。

 
１

 

ス
ク
ラ
バ
容
器
温
度

４
 

０
～

30
0℃

 
－

※
８
 

格
納

容
器
フ

ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
の
最
高
使
用
温
度
（

20
0℃

）
を
計
測
可
能
な
範
囲
と
す

る
。
 

１
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
放
射
線
 

モ
ニ
タ
（
高
レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）

２
 

1
0－

２
～

10
５
S
v/
h 

－
※

８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い
る
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ
ン

ト
フ

ィ
ル
タ

出
口
の
最
大
放
射
線
量
率
（
約

1.
6×

1
0１

Sv
/
h）

を
監
視
可
能
。

－
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

－
※

８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
実
施
時
（
炉
心
損
傷
し
て
い
な
い
場
合
）
に
，
想
定
さ
れ
る
第
１
ベ

ン
ト

フ
ィ
ル

タ
出
口
の
最
大
放
射
線
量
率
（
約

6.
5×

10
－
２
mS
v/
h）

を
監
視
可
能
。

－
 

第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ
出
口
水
素
濃

度
 

１
 

０
～

20
v
ol
％

／
 

０
～
10
0
vo
l％

 
－

※
８
 

格
納

容
器

ベ
ン

ト
停
止
後
の
窒
素
に
よ
る
パ
ー
ジ
を
実
施
し
，
第
１
ベ
ン
ト
フ
ィ
ル
タ

出
口

配
管
内

に
滞
留
す
る
水
素
濃
度
が
可
燃
限
界
（

４
vo
l％

）
未
満
で
あ
る
こ
と
を
監

視
可

能
。
 

－
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の
圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

※
１
 

「
⑨

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
素
濃
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
水
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
※

２
：

重
要

監
視

パ
ラ

メ
ー

タ
及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水

分
離

器
下

端
（

原
子

炉
圧

力
容

器
零

レ
ベ
ル
よ

り
1
,3

2
8c

m
）。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納

容
器

底
面

（
EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ
ウ

ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域

計
装

の
検

出
器

は
12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力
領

域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時

に
使

用
す

る
設

備
の

た
め

，
設

計
基

準
事
故
時

は
値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原

子
炉

停
止

後
の

経
過

時
間

に
お

け
る

格
納
容
器

内
雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判

断
値

は
約

10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い

こ
と
か
ら

こ
の

値
を

下
回

る
。

 

※
10

：
基

準
点
は

使
用

済
燃

料
貯

蔵
ラ

ッ
ク

上
端

（
EL

35
51
8
）
。

 
※

1
1：

検
出
点
は

７
箇
所
。

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

1
3
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑫ 最 終 ヒ ー ト シ ン ク の 確 保

残 留 熱 除 去 系

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
入
口
温
度

※
２
 

２
 

０
～
20
0℃

 
1
85
℃

以
下
 

残
留

熱
除

去
系

の
運

転
時

に
お

け
る
，
残

留
熱

除
去

系
系
統

水
の

最
高

使
用
温
度

（
18
5℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
出
口
温
度
 

２
 

０
～
20
0℃

 
1
85
℃

以
下
 

残
留

熱
除

去
系

の
運

転
時

に
お

け
る
，
残

留
熱

除
去

系
系
統

水
の

最
高

使
用
温
度

（
18
5℃

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
温
度

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

残
留
熱
除
去
系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量

※
１
 

２
 

０
～

1,
5
00
m
3 /
h 

０
～

1,
2
18
m
3 /
h 

残
留

熱
除
去

系
熱
交
換
器
冷
却
水
流
量
の
最
大
流
量
（

1,
21
8m

3 /
h）

を
監
視
可
能
。 

移
動

式
代
替

熱
交
換
器
設
備
の
最
大
流
量
（

60
0
m
3 /
h）

を
監
視
可
能

。
 

１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬

格
納
容

器
バ
イ

パ
ス
の

監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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表

 
重

要
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

及
び

重
要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ
（

重
大

事
故

等
対

処
設

備
）
（

14
／

1
8
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑬ 格 納 容 器 バ イ パ ス の 監 視

原 子 炉 圧 力 容 器 内 の 状 態 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
２
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
２
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力

※
２
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

原
子
炉
圧
力
容
器
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
①

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原 子 炉 格 納 容 器 内 の 状 態 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑥

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

温
度
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力

（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

原 子 炉 建 物 内 の 状 態

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

３
 

０
～

４
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

1
.0
M
Pa
［

ga
ge
］

 

残
留

熱
除
去

系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
残
留
熱
除
去
系
系
統
の
最
高
使
用
圧
力

（
1.
0M
P
a［

ga
g
e］

）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力
 

１
 

０
～

５
MP
a［

ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

2
.0
M
Pa
［

ga
ge
］

 

低
圧

炉
心
ス

プ
レ
イ
系
の
運
転
時
に
お
け
る
，
低
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系
系
統
の

最
高

使
用
圧

力
（

2.
0M
P
a［

ga
g
e］

）
を
監
視
可
能
。
 

原
子
炉
圧
力

※
１
 

「
②

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

1
5
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ １ ／ ２ ） 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
水
位
 

１
 

０
～

1,
5
00
m
3

（
０

～
12
,5
42
m
m）

 
－

※
８
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注
水
槽

の
底
部
か

ら
上
端

（
０
～

1,
4
95
m
3 ）

を
監

視
可
能
で

あ
る

。
 

１
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２

「
⑧

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

高
圧
原
子
炉
代
替
注
水
流
量

※
１
 

「
④

原
子
炉

圧
力
容

器
へ
の

注
水
量

」
及

び
「

⑤
原

子
炉
格
納
容
器
へ
の
注
水
量
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

代
替
注
水
流
量
（
常
設
）

※
１
 

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
流
量

※
１
 

残
留

熱
代
替
除
去
系
原
子
炉
注
水
流
量

※
１
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点

は
７

箇
所
。
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2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

1
6
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑭ 水 源 の 確 保 （ ２ ／ ２ ） 

原
子

炉
隔
離
時
冷
却
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
10
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

9
.0
2
MP
a［

g
ag
e］

 

原
子

炉
隔

離
時
冷
却
系
の
運
転
時
に

お
け
る
，
原

子
炉
隔
離
時
冷
却

系

系
統

の
最
高
使
用
圧
力
（

9.
02
M
Pa
［
ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

１
 

０
～
12
M
Pa
［
ga
ge
］
 

最
大

値
：
 

8
.9
3
MP
a［

g
ag
e］

 

高
圧

炉
心

ス
プ
レ
イ
系
の
運
転
時
に

お
け
る
，
高

圧
炉
心
ス
プ
レ
イ

系

系
統

の
最
高
使
用
圧
力
（

8.
93
M
Pa
［
ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

残
留
熱
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

「
⑬

格
納
容

器
バ
イ

パ
ス
の

監
視
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

低
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～

４
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時
に
お
け
る
，
低
圧
原

子
炉
代
替
注

水
ポ
ン
プ
の
最
高
使

用
圧

力
（
3.
92
M
Pa
［
ga
ge
］
）
を
監
視
可
能
。
 

１
 

残
留

熱
代
替
除
去
ポ
ン
プ
出
口
圧
力

※
１
 

２
 

０
～

３
MP
a［

ga
ge
］
 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時
に
お
け
る
，
残
留
熱

代
替
除
去
ポ

ン
プ
の
最
高
使
用
圧

力
（

2.
5
MP
a［

g
ag
e］

）
を
監
視
可
能
。

 

原
子
炉
水
位
（
広
帯
域
）

※
１
 

「
③

原
子
炉

圧
力
容

器
内
の

水
位
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

原
子
炉
水
位
（
燃
料
域
）

※
１
 

原
子
炉
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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2
表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

1
7
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑮ 原 子 炉 建 物 内 の 水 素 濃 度

原
子
炉
建
物
水
素
濃
度
 

１
 

６
 

０
～

10
v
ol
％

 

０
～

20
v
ol
％

 

－
※

８
 

重
大

事
故

等
時

に
お

い
て

，
原

子
炉

建
物

内
の

水
素

燃
焼

の
可

能
性

（
水

素
濃

度
：

４
vo
l
％

）
を

把
握

す
る

上
で

監
視

可
能
（

な
お

，
静

的
触

媒
式

水
素

処
理

装
置

に
て

，
原

子
炉

建
物

内
の

水
素

濃
度

を
可
燃

限
界

で
あ

る
４

vo
l
％

未
満
に

低
減

す
る
）
。
 

－
 

静
的

触
媒
式
水
素
処
理
装
置
入
口
温
度

※
１

静
的

触
媒
式
水
素
処
理
装
置
出
口
温
度

※
１
 

２
 

２
 

０
～
10
0℃

 

０
～
40
0℃

 

－
※

８
 

重
大

事
故
等

時
に
お
い
て
，
静
的
触
媒
式
水
素
処
理
装
置
作
動
時
に
想
定
さ
れ
る

温
度

を
監
視

可
能
。
 

１
 

１
 

⑯ 原 子 炉 格 納 容 器 内 の 酸 素 濃 度 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｂ
系
）

※
２
 

１
 

０
～

５
vo
l％

／
 

０
～

25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％

以
下
 

重
大

事
故
等

時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度
が
変
動
す
る
可
能

性
の

あ
る
範

囲
（
０
～

4.
4v
ol
％
）
を
監
視
可
能
。
 

－
 

格
納
容
器
酸
素
濃
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

０
～

25
v
ol
％

 
4
.3
v
ol
％

以
下
 

重
大

事
故
等

時
に
お
い
て
，
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
酸
素
濃
度
が
変
動
す
る
可
能

性
の

あ
る
範

囲
（
０
～

4.
4v
ol
％
）
を
監
視
可
能
。
 

－
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
）

※
１
 

「
⑩

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

放
射
線

量
率
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

格
納
容
器
雰
囲
気
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
サ

プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
）

※
１

ド
ラ
イ
ウ
ェ
ル
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１
 

「
⑦

原
子
炉

格
納
容

器
内
の

圧
力
」
を
監
視
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
と
同
じ
 

サ
プ

レ
ッ
シ
ョ
ン
・
チ
ェ
ン
バ
圧
力
（
Ｓ
Ａ
）

※
１

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。
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表

 
重

要
監

視
パ
ラ
メ

ー
タ
及

び
重

要
代
替
監

視
パ
ラ

メ
ー

タ
（
重

大
事

故
等

対
処

設
備

）
（

1
8
／

18
）

 

分
類
 

重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
 

個
数
 

計
測

範
囲
 

設
計

基
準
 

把
握
能
力
（
計
測
範
囲
の
考
え
方
）
 

可
搬
型
 

計
測
器
個
数
 

⑰ 燃 料 プ ー ル の 監 視

燃
料
プ
ー
ル
水
位
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
4.
30
～

7.
30
m
※
10

（
EL
31
2
18
～
42
81
8）

 

6
,9
8
2m
m
※
10

（
EL
42
5
00
）

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部

か
ら
底
部
付
近
ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水
位
を
監
視
可
能
。
 

－
 

燃
料

プ
ー
ル
水
位
・
温
度
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
※
11
 

－
1,
00
0～

6
,7
1
0m
m
※
10

（
EL
34
5
18
～
42
22
8）

 

6
,9
8
2m
m
※
10

（
EL
42
5
00
）

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
上
部

か
ら
使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
上
端
近
傍
ま
で
の
範
囲
に
わ
た
り
水

位
を
監
視
可
能
。
 

１
 

０
～
15
0℃

 
最

大
値

：
 

6
5℃

 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
の
あ
る
燃
料
プ
ー
ル
の
温

度
を
監
視
可
能
。
 

燃
料

プ
ー
ル
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
 

（
高

レ
ン
ジ
・
低
レ
ン
ジ
）
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

1
0１

～
1
0８

mS
v
/h
 

－
※

８
 

重
大
事
故
等
時
に
よ
り
変
動
す
る
可
能
性
が
あ
る
放
射
線
量
率
の
範

囲
（
10

－
３
～
1
0７

mS
v
/h
）
に
わ
た
り
監
視
可
能
。
 

－
 

１
 

1
0－

３
～

10
４
m
Sv
/
h 

燃
料

プ
ー
ル
監
視
カ
メ
ラ
（
Ｓ
Ａ
）

※
２
 

１
 

－
 

－
※

８
 

重
大
事
故
等
時
に
お
い
て
燃
料
プ
ー
ル
の
状
況
を
監
視
可
能
。
 

－
 

※
１
：
重

要
代
替

監
視
パ

ラ
メ

ー
タ

※
２

：
重

要
監

視
パ

ラ
メ

ー
タ

及
び

重
要
代

替
監
視
パ
ラ

メ
ー
タ

※
３
：
基

準
点
は

気
水
分

離
器

下
端

（
原

子
炉

圧
力

容
器

零
レ

ベ
ル

よ
り

1
,
32

8c
m
）
。

 
※
４
：
基

準
点
は

サ
プ
レ

ッ
シ
ョ

ン
・
プ

ー
ル
通
常
水

位
（

EL
56

10
）
。

※
５
：
基

準
点
は

格
納
容

器
底

面
（

EL
10

10
0
）。

 
※

６
：

基
準

点
は

コ
リ

ウ
ム
シ
ー

ル
ド

上
表
面
（

EL
67

06
）。

※
７
：
局

部
出
力

領
域
計

装
の

検
出

器
は

12
4
個

で
あ

り
，

平
均

出
力

領
域
計
装

の
各
チ

ャ
ン
ネ
ル
に

は
14

個
又
は

17
個
の
信

号
が
入

力
さ
れ
る
。

※
８
：
重

大
事
故

等
時
に

使
用

す
る

設
備

の
た

め
，

設
計

基
準

事
故

時
は

値
な

し
。

※
９
：
炉

心
損
傷

は
原
子

炉
停

止
後

の
経

過
時

間
に

お
け

る
格

納
容

器
内

雰
囲

気
放
射

線
レ
ベ
ル
の

値
で
判

断
す
る

。
原
子

炉
停
止

直
後
に
炉
心

損
傷
し

た
場
合

の
判
断

値
は

約
10
S
v/
h
（

経
過

時
間

と
と

も
に

低
く

な
る

）
で

あ
り

設
計

基
準

で
は

炉
心

損
傷

し
な

い
こ

と
か

ら

こ
の
値
を

下
回
る

。
 

※
10

：
基

準
点
は

使
用
済

燃
料

貯
蔵

ラ
ッ

ク
上

端
（

E
L
35
51
8）

。
 

※
11
：
検

出
点
は

７
箇
所
。

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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保安規定第６５条 

表６５－１３「計装設備」 

６５－１３－４「パラメータ記録」 

 

運転上の制限等のについて 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 ６
５
－
１
３
－
４
 
パ
ラ
メ
ー
タ
記
録
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

パ
ラ
メ
ー
タ
記
録
 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
 

表
示
シ
ス
テ
ム
 

（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ

 
※
１
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
 

※
１
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
表
示
装
置
 

※
１
 

※
１
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
７
－
１
 
通
信
連
絡
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

              

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る

安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
 

「
計
装
設
備
（
事
故
時
の
計
装
に
関
す
る
手
順
等
）」
と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
計
測
機
器

（
非
常
用
の
も
の
を
含
む
。）
の
故
障
に
よ
り
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す
る
こ
と

が
必
要
な
パ
ラ
メ
ー
タ
を
計
測
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
当
該
パ
ラ
メ
ー
タ
を
推

定
す
る
た
め
に
有
効
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 

④
 
安
全
パ
ラ
メ
ー
タ
表
示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
）
は
，
当
該
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
監
視
す

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
重
要
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
お
よ
び
重
要
代
替
監
視
パ
ラ
メ
ー
タ
の
記
録
に
必
要
な

設
備
で
あ
り
，
原
子
炉
内
に
燃
料
が
装
荷
さ
れ
て
い
る
期
間
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料

を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
を
機
能
維
持
期
間
と
し
て
適
用
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（
保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 

⑥
 
本
表
に
つ
い
て
，
す
べ
て
の
設
備
を
他
表
に
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
て
お
り
，
確
認
事
項
お
よ
び

要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
も
他
表
に
て
記
載
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
運
転
上
の
制
限
（
項
目
・
運
転

上
の
制
限
・
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
）
の
み
を
記
載
す
る
。（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
（
１
））
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第
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1図
 
通
信
連
絡
設
備
概
略
系
統
図
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赤
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示
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保安規定第６５条 

表６５－１４「運転員が中央制御室にとどまるための設備」 

６５－１４－１「中央制御室の居住性確保」 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様）  
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 表
６
５
－
１
４

 
運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の
設
備
 

 ６
５
－
１
４
－
１
 
中
央
制
御
室
の
居
住
性
確
保
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

被
ば
く
 

低
減
設
備
 

（
１
）
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

（
２
）
中
央
制
御
室
待
避
室
正
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
※
２
 

（
３
）
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
監
視
装
置
（
中
央
制
御
室
待
避
室
），

中
央
制
御
室
差

圧
計
，
待
避
室
差
圧
計
，
酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所
要

数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備
 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三
脚
タ
イ
プ
）
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

炉
心
変
更
時

※
４
 

ま
た
は
原
子
炉
棟

内
で
照
射
さ
れ
た

燃
料
に
係
る
作
業

時
 

中
央
制
御
室
非
常
用
再
循
環
処
理
装
置
フ
ィ
ル
タ
 

１
台
 

中
央
制
御
室
送
風
機
 

１
台
 

中
央
制
御
室
非
常
用
再
循
環
送
風
機
 

１
台
 

中
央
制
御
室
待
避
室
正
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
 

１
５
本
 

プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
監
視
装
置
（
中
央
制
御
室
待
避
室
）
 

１
個
 

酸
素
濃
度
計
 

２
個
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計
 

２
個
 

中
央
制
御
室
差
圧
計
 

１
個
 

待
避
室
差
圧
計
 

１
個
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三
脚
タ
イ
プ
）
 

２
個
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
 

※
５
 

無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）
 

※
５
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
６
 

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
７
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
８
 

※
１
：
正
圧
化
お
よ
び
隔
離
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
，
配
管
，
ダ
ク
ト
お
よ
び
ダ
ン
パ
を
含
む
。
ま
た
，

当
該
系
統
が
動
作
不
能
時
は
，「

第
５
６
条
 
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
」
の
運
転
上
の
制
限
も
確
認

す
る
。
 

 

①
 
設
置
許
可
規
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
が
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
，
中
央
制
御
室
待
避
室
正
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
な

ら
び
に
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
監
視
装
置
（
中
央
制
御
室
待
避
室
）
等
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
な
お
，
中
央
制
御
室
は
１
号
炉
お
よ
び
２
号
炉
共
用
で
１
つ
で
あ
り
，
上

記
の
運
転
上
の
制
限
は
中
央
制
御
室
あ
た
り
の
要
求
で
あ
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

３
（
１
）
）
 

ま
た
，
資
機
材
搬
入
に
伴
う
ハ
ッ
チ
，
扉
等
の
一
時
的
な
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
開
放
に
つ
い
て
は
，
要
員
を

配
置
す
る
等
速
や
か
に
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
を
復
旧
で
き
る
状
態
に
管
理
さ
れ
て
い
れ
ば
，
運
転
上
の
制

限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。

 

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）

 

「
原
子
炉
制
御
室
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て

も
（
重
大
事
故
等
対
処
設
備
（
特
定
重
大
事
故
等
対
処
施
設
を
構
成
す
る
も
の
を
除
く
。）

が
有
す
る
原

子
炉
格
納
容
器
の
破
損
を
防
止
す
る
た
め
の
機
能
が
損
な
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。）

運
転
員
が
と
ど
ま
る

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。

 

 

な
お
，
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
６
５
－
１
７
－
１
（
通
信
連
絡
設
備
），

常
設
代
替
交
流
電
源
に
係

わ
る
設
備
は
６
５
－
１
２
－
１
（
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
），

可
搬
型
代
替
交
流
電
源
に
係
わ
る
設
備
は

６
５
－
１
２
－
２
（
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
），

代
替
所
内
電
気
設
備
は
６
５
－
１
２
－
５
（
代
替
所

内
電
気
設
備
）
に
て
整
理
す
る
。

 

 

④
 
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
，
中
央
制
御
室
待
避
室
正
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
），

そ
の
他
正
圧
化
時

の
監
視
計
器
や
中
央
制
御
室
待
避
室
に
て
使
用
す
る
設
備
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場

合
に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
（
被
ば
く
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
設

備
）
で
あ
る
。
運
転
停
止
中
／
燃
料
プ
ー
ル
の
有
効
性
評
価
に
て
，
炉
心
損
傷
ま
た
は
燃
料
プ
ー
ル
の
燃

料
損
傷
に
至
る
こ
と
が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
，
冷
温
停
止
中
は
被
ば
く
の
原
因
と
な
る
大

量
の
放
射
性
物
質
放
出
を
伴
う
事
象
が
発
生
す
る
可
能
性
は
低
い
が
中
央
制
御
室
バ
ウ
ン
ダ
リ
と
中
央

制
御
室
正
圧
化
バ
ウ
ン
ダ
リ
は
同
バ
ウ
ン
ダ
リ
で
あ
る
こ
と
か
ら
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
（
第
５

６
条
）
と
同
じ
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時
ま
た
は
原

子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
」
と
す
る
。
 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三
脚
タ
イ
プ
）
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

※
２
：
正
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
３
，
弁
お
よ
び
配
管
を
含
む
。
 

※
３
：
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
一
時
的
な
開
放
に
つ
い
て
は
，
速
や
か
に
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
を
復
旧
で
き
る
状
態
に
管

理
さ
れ
て
い
れ
ば
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
４
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

※
５
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
７
－
１
 
通
信
連
絡
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

※
６
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。 

※
７
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
２
－
２
 
可
搬
型
代
替
交
流
電
源
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め

る
。
 

※
８
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
２
－
５
 
代
替
所
内
電
気
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

                           

た
め
に
必
要
な
設
備
（
被
ば
く
評
価
に
お
い
て
期
待
し
て
い
る
設
備
以
外
）
で
あ
り
，
中
央
制
御
室
照
明

が
機
能
喪
失
し
た
際
に
は
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高

温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））
 

 ⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 

⑥
 
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
中
央
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
に

必
要
な
台
数
と
し
て
，
中
央
制
御
室
非
常
用
再
循
環
処
理
装
置
フ
ィ
ル
タ
１
台
，
中
央
制
御
室
送
風
機
１

台
お
よ
び
中
央
制
御
室
非
常
用
再
循
環
送
風
機
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。
中
央
制
御
室
待
避
室
正
圧
化
装

置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
容
量
と
し
て
，
設

計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
１
５
本
を
所
要
数
と
す
る
。
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
監
視
装
置

（
中
央
制
御
室
待
避
室
）
は
，
中
央
制
御
室
待
避
室
に
待
避
中
の
運
転
員
が
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
の
監

視
を
行
う
た
め
に
必
要
な
台
数
と
し
て
，
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。
酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃

度
計
は
，
中
央
制
御
室
内
お
よ
び
中
央
制
御
室
待
避
室
内
の
居
住
環
境
を
測
定
す
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ぞ

れ
１
個
必
要
で
あ
る
た
め
２
個
を
所
要
数
と
す
る
。
中
央
制
御
室
差
圧
計
は
，
中
央
制
御
室
内
と
外
気
の

差
圧
を
測
定
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。
待
避
室
差
圧
計
は
，
中
央
制
御
室
待
避

室
内
と
中
央
制
御
室
の
差
圧
を
測
定
す
る
た
め
に
必
要
と
な
る
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。

 

Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三
脚
タ
イ
プ
）
は
，
運
転
員
が
中
央
制
御
室
内
で
監
視
操
作
等
に
必
要
な
照
度
を
確
保

す
る
た
め
に
必
要
な
個
数
と
し
て
，
２
個
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３

（
１
），

添
付
－
２
）
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 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
  
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

1.
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

課
長
 

（
原
子
炉
）
 

2.
中
央
制
御
室
非
常
用
再
循
環
処
理
装
置
フ
ィ
ル
タ
の
性
能
確
認
を

実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

課
長
 

（
原
子
炉
）
 

3.
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
９

ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
に
お
い

て
，
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

4.
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
９

ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
に
お
い

て
，
中
央
制
御
室
外
気
取
入
調
節
弁
，
中
央
制
御
室
給
気
外
側
隔
離

弁
，
中
央
制
御
室
給
気
内
側
隔
離
弁
，
中
央
制
御
室
排
気
内
側
隔
離

弁
お
よ
び
中
央
制
御
室
排
気
外
側
隔
離
弁
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

5.
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
９

ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
に
お
い

て
，
所
要
数
の
中
央
制
御
室
待
避
室
正
圧
化
装
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
）

が
規
定
圧
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

6.
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三
脚
タ
イ
プ
）
の
点
灯
確
認
を
行
い
，
使
用
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
電
気
）
 

7.
中
央
制
御
室
差
圧
計
お
よ
び
待
避
室
差
圧
計
が
健
全
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時
 

課
長
 

（
計
装
）
 

8.
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
９

ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
に
お
い

て
，
中
央
制
御
室
差
圧
計
お
よ
び
待
避
室
差
圧
計
が
使
用
可
能
で
あ

る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

当
直
長
 

9.
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
９

ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
に
お
い

て
，
酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
計
装
）
 

10
．
酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
計
器
校
正
を
実
施
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

課
長
 

（
計
装
）
 

11
．
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時

※
９
ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
に

お
い
て
，
プ
ラ
ン
ト
パ
ラ
メ
ー
タ
監
視
装
置
（
中
央
制
御
室
待
避

室
）
の
伝
送
確
認
を
実
施
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
計
装
）
 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．

２
）
 

 ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

1，
2，

7，
10

が
該
当
。
 

項
目

1，
2
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と

し
，
定
事
検
停
止
時
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

項
目

7
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
定
事
検
停
止
時
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

項
目

10
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処

設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
１
年
に
１
回
，
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

3，
4，

5，
6，

8，
9，

1
1
が
該
当
。
 

項
目

3，
4
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等
と
し
，
１
箇

月
に
１
回
と
す
る
。
 

項
目

5，
6，

9，
11

に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対

処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
３
箇
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

項
目

8
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備

の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
１
箇
月
に
１
回
と
す
る
。
 

中
央
制
御
室
非
常
用
再
循
環
処
理
装
置
フ
ィ
ル
タ
に
つ
い
て
は
，
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
の
動

作
確
認
に
合
わ
せ
て
フ
ィ
ル
タ
差
圧
を
確
認
す
る
こ
と
で
性
能
を
満
足
し
て
い
る
と
判
断
す
る
。
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※
９
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

A.
中

央
制

御
室

非
常

用

循
環

系
が

動
作

不
能

の
場
合
 

 

A1
.
当
直
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
３
系
列
を
起

動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
11
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
12
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
当
直
長
は
，
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
。
 

 

速
や
か
に
 

    ３
日
間
 

 

B.
 
中
央
制
御
室
待
避
室

正
圧
化
装
置
（
空
気
ボ

ン
ベ
）
が
動
作
不
能
の

場
合
 

B1
.
当
直
長
は
，
残
留
熱
除
去
系
３
系
列
を
起

動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
※
11
と
と
も
に
，
そ
の
他
の
設
備

※
12
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.課

長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
代
替
措
置

※
13
を

検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を

得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.課

長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
当
該
系
統
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。

 

速
や
か
に
 

    ３
日
間
 

   １
０
日
間
 

C.
動
作
可
能
な
プ
ラ
ン
ト

パ
ラ
メ
ー
タ
監
視
装
置

（
中

央
制

御
室

待
避

室
），

中
央
制
御
室
差

圧
計

，
待

避
室

差
圧

計
，
酸
素
濃
度
計
，
二

酸
化
炭
素
濃
度
計
，
Ｌ

Ｅ
Ｄ
ラ
イ
ト
（
三
脚
タ

イ
プ
）
が
所
要
数
を
満

足
し
て
い
な
い
場
合
 

C1
.課

長
（
計
装
）
ま
た
は
課
長
（
電
気
）
は
，

当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す

る
。
 

ま
た
は
 

C2
.課

長
（
計
装
）
ま
た
は
課
長
（
電
気
）
は
，

代
替
措
置

※
13
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
14
。
 

１
０
日
間
 

   １
０
日
間
 

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
等
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
動
作
可
能
な
系
統
数
が
１
Ｎ
未
満
と

な
っ
た
場
合
ま
た
は
所
要
数
を
満
足
し
な
い
場
合
を
条
件
と
し
て
設
定
す
る
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
】

 

A1
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
対
象
と
な
る
設
備
は
「
設
置
変
更
許
可
申
請
書

（
添
付
書
類
十
）」

技
術
的
能
力
で
整
理
し
た
“
機
能
喪
失
を
想
定
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
”

で
あ
り
，
炉
心
損
傷
防
止
お
よ
び
格
納
容
器
破
損
防
止
の
観
点
か
ら
最
も
有
効
と
思
わ
れ
る
残
留
熱

除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容
器
冷
却
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
除
く
。）
，
原
子
炉

補
機
冷
却
系
及
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
含
む
）
を
設
定
す
る
。
な
お
，
原
子
炉
水
位
の
回
復
に
は
残

留
熱
除
去
系
が
３
系
列
以
上
必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
，
起
動
す
る
残
留
熱
除
去
系
に
つ
い
て
は
３
系

列
と
す
る
。
 

A2
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能

で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。
 

B1
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
格
納
容
器
フ
ィ
ル
タ
ベ
ン
ト
系
と
と
も
に
使
用

す
る
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
そ
れ
ら
と
同
様
に
，
残
留
熱
除
去
系
（
低
圧
注
水
モ
ー
ド
，
格
納
容

器
冷
却
モ
ー
ド
，
サ
プ
レ
ッ
シ
ョ
ン
プ
ー
ル
水
冷
却
モ
ー
ド
）（

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
高
圧

炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
除
く
。）
，
原
子
炉
補
機
冷
却
系
及
び
原
子
炉
補
機
海
水
系

含
む
）
を
設
定
す
る
。

 

  

B2
.当

該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
空
気
ボ
ン
ベ
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合

の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３
日
間
」
と
す
る
。
  

 

B3
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
へ
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ

上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る

  

 C1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
の
設

備
と
同
様
に
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も

１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準

用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

D.
条
件

A,
B
ま
た
は

C
で

要
求

さ
れ

る
措

置
を

完
了

時
間

内
に

達
成

で
き
な
い
場
合
 

D1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

D2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

       

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可
能
な
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ラ

イ
ト
（
三
脚
タ
イ
プ
）
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い
な
い
場
合
 

A1
.課

長
（
電
気
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.課

長
（
電
気
）
は
，
代
替
措
置

※
13
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

炉
心
変
更
時

※

10
ま
た
は
 

原
子
炉
棟
内

で
照
射
さ
れ

た
燃
料
に
係

る
作
業
時
 

A.
炉
心
変
更
時

※
10
ま
た

は
原

子
炉

棟
内

で
照

射
さ

れ
た

燃
料

に
係

る
作

業
時

に
お
い
て

要
求
さ
れ
る
設
備
が
，

運
転
上
の
制
限
を
満
足

し
て
い
な
い
と
判
断
し

た
場
合
 

A1
.当

直
長
は
，
炉
心
変
更
を
中
止
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
当
直
長
は
，
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た

燃
料
に
係
る
作
業
を
中
止
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

※
10
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

※
11
：
運
転
中
の
ポ
ン
プ
に
つ
い
て
は
，
運
転
状
態
に
よ
り
確
認
す
る
。
 

※
12
：
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
２
台
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
除
く
。）
，
原
子
炉

補
機
冷
却
水
系
２
系
列
お
よ
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

※
13
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
14
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱

は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件

D
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 

 C2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
パ
ラ
メ
ー
タ
監
視
装
置
ま
た
は
記
録
要
員
の
確
保
，
計

測
補
機
ま
た
は
可
搬
型
照
明
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
の
設
備
と
同
様
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ

ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認

め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 

D1
.，

D2
. 
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

 【
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
】

 

A1
. 
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 A2
.【

運
転
，
起
動
及
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

C
2．

と
同
様
。
た
だ
し
，
代
替
措
置
と
は
，
可
搬
型
照

明
の
補
充
等
を
い
う
。
ま
た
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を

“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
 

 【
炉
心
変
更
時
ま
た
は
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
】
 

A1
.，

A2
. 
保
安
規
定
第

56
条
（
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
）
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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中央制御室バウンダリを構成する隔離弁及びダクトは第56条と兼ねる
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中
央

制
御
室

，
中

央
制

御
室

待
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圧
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ウ
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制
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伝
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の
概
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添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１
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6.10.2.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

中央制御室遮蔽は，重大事故等時において，隣接する１号及び２号炉の

事故対応を１つの中央制御室として共用することによって，プラント状態

に応じた運転員の融通により安全性が向上することから，１号及び２号炉

で共用する設計とする。 

6.10.2.2.4 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ）は，想定される重大事故等

時において中央制御室待避室の居住性を確保するため，中央制御室待避室

を正圧化することにより，必要な運転員の窒息を防止及び給気ライン以外

から中央制御室待避室内へ外気の流入を一定時間遮断するために必要な容

量を有するものを 15 本使用する。保有数は，15 本に加えて，故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として 35 本の合計 50 本を保

管する。 

中央制御室差圧計は，中央制御室の正圧化された室内と外気との差圧の

監視が可能な計測範囲を測定できる設計とする。 

待避室差圧計は，中央制御室待避室の正圧化された室内と中央制御室と

の差圧の監視が可能な計測範囲を測定できる設計とする。 

プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室）は，中央制御室待避

室に待避中の運転員が，発電用原子炉施設の主要な計測装置の監視を行う

ために必要なデータの表示が可能なものを１個使用する。保管数は，１個

に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として

１個の合計２個を保管する設計とする。 

ＬＥＤライト（三脚タイプ）は，想定される重大事故等時に，運転員が

中央制御室内で操作可能な照度を確保するために必要な容量を有するもの

を２個使用する。保有数は，２個に加えて，故障時及び保守点検による待

所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八

981

t1260165
四角形

180680
線

180680
線

180680
線

180680
線

180680
線

180680
線
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機除外時のバックアップ用として１個の合計３個を保管する設計とする。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，中央制御室内及び中央制御室待避

室内の居住環境の基準値を上回る範囲を測定できるものを，各２個使用す

る。保有数は，各２個に加えて故障時及び保守点検による待機除外時のバ

ックアップ用として各１個の合計各３個を保管する設計とする。 

再循環用ファン及びチャコール・フィルタ・ブースタ・ファンは，設計

基準事故対処設備の中央制御室換気系と兼用しており，運転員を過度の被

ばくから防護するための中央制御室内の換気に必要な容量に対して十分で

あるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

非常用チャコール・フィルタ・ユニットは，設計基準事故対処設備とし

てのフィルタ性能が，想定される重大事故等時においても，中央制御室の

運転員を過度の被ばくから防護するために必要な放射性物質の除去効率及

び吸着能力に対して十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設

計する。 

非常用ガス処理系排気ファンは，設計基準事故対処設備としての仕様が，

想定される重大事故等時において，中央制御室の運転員の被ばくを低減で

きるよう，原子炉建物原子炉棟内を負圧に維持するとともに，排気筒に沿

わせて設ける排気管を通して排気口から放出するために必要な容量に対し

て十分であるため，設計基準事故対処設備と同仕様で設計する。 

6.10.2.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

中央制御室遮蔽，中央制御室待避室遮蔽，プラントパラメータ監視装置

（中央制御室待避室），ＬＥＤライト（三脚タイプ），中央制御室差圧計，

待避室差圧計，酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，制御室建物内に設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

再循環用ファン，チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン，非常用チ

ャコール・フィルタ・ユニット及び中央制御室待避室正圧化装置（空気ボ

ンベ），は，廃棄物処理建物の中央制御室バウンダリ内に設置し，想定され

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八
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180680
線

180680
線

180680
線
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第6.10－2表 中央制御室（重大事故等時）（常設）の設備の主要機器仕様 

(1) 居住性を確保するための設備

ａ．中央制御室遮蔽 

第8.3－2表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様に記載する。 

ｂ．中央制御室待避室遮蔽 

第8.3－2表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様に記載する。 

ｃ．中央制御室換気系 

(a) 非常用チャコール・フィルタ・ユニット

第8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器仕様に記

載する。 

(b) 再循環用ファン

第8.2－1表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

(c) チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン

第8.2－1表 換気空調設備の主要機器仕様に記載する。 

ｄ．無線通信設備（固定型） 

第10.11－2表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の設備主要仕

様に記載する。 

ｅ．衛星電話設備（固定型） 

第10.11－2表 通信連絡を行うために必要な設備（固定型）の設備主要仕

様に記載する。 

ｆ．中央制御室差圧計 

第8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器仕様に記載

する。 

ｇ．待避室差圧計 

第8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器仕様に記載

する。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
設備仕様
関連箇所を赤枠にて示す 
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8－6－127 

第6.10－3表 中央制御室（重大事故等時）（可搬型）の設備の主要機器仕様 

(1) 居住性を確保するための設備

ａ．中央制御室待避室正圧化装置（空気ボンベ） 

第8.2－3表 換気空調設備（重大事故等時）（可搬型）の主要機器仕様に記

載する。 

ｂ．ＬＥＤライト（三脚タイプ） 

個 数 ２（予備１） 

ｃ．酸素濃度計 

個 数 ２（予備１） 

ｄ．二酸化炭素濃度計 

個 数 ２（予備１） 

ｅ．プラントパラメータ監視装置（中央制御室待避室） 

個 数 １（予備１） 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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8－8－26 

第8.2－1表 換気空調設備の主要機器仕様 

(1) 原子炉棟換気系

ａ．給気ファン 

台  数 １（予備１） 

容  量 約230,000m3/h/台 

ｂ．排気ファン 

台  数 １（予備１） 

容  量 約230,000m3/h/台 

(2) タービン建物換気系

ａ．給気ファン 

台  数 ２（予備１） 

容  量 約200,000m3/h/台 

ｂ．排気ファン 

台  数 ２（予備１） 

容  量 約200,000m3/h/台 

(3) 中央制御室換気系

ａ．再循環用ファン 

台  数 １（予備１） 

容  量 約120,000m3/h/台 

ｂ．チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

台  数 １（予備１） 

容  量 約32,000m3/h/台 

ｃ．排気ファン 

台  数 １（予備１） 

容  量 約21,000m3/h/台 

ｄ．非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

基  数 １ 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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8－8－28 

第 8.2－2表 換気空調設備（重大事故等時）（常設）の主要機器仕様 

(1) 中央制御室換気系

ａ．再循環用ファン 

第8.2－1表 換気空調設備の主要仕様に記載する。 

ｂ．チャコール・フィルタ・ブースタ・ファン 

第8.2－1表 換気空調設備の主要仕様に記載する。 

ｃ．非常用チャコール・フィルタ・ユニット 

兼用する設備は以下のとおり。 

・中央制御室（通常運転時等）

・中央制御室（重大事故等時）

基  数 １ 

チャコール・フィルタのベッド厚 約50mm 

粒子除去効率 99.9％以上（0.3μm以上の粒子） 

よう素除去効率 95％以上（相対湿度70％以下において） 

ｄ．中央制御室差圧計 

兼用する設備は以下のとおり 

・中央制御室（重大事故等時）

個  数 １ 

測定範囲 0～200Pa 

（2） 中央制御室待避室

ａ．待避室差圧計 

兼用する設備は以下のとおり 

・中央制御室（重大事故等時）

個  数 １ 

測定範囲 0～200Pa 

(3) 緊急時対策所換気空調設備

ａ．差圧計 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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8－8－33 

第8.3－2表 遮蔽設備（重大事故等時）の主要仕様 

(1) 中央制御室遮蔽

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室（通常運転時等）

・中央制御室（重大事故等時）

厚  さ mm以上 

材  料 普通コンクリート 

(2) 中央制御室待避室遮蔽

兼用する設備は以下のとおり。

・中央制御室（重大事故等時）

厚  さ 鉛  mm相当以上 

材  料 鉛及び鋼板 

(3) 緊急時対策所遮蔽

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（重大事故等時）

厚  さ mm 

材  料 普通コンクリート 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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保安規定第６５条 

表６５－１４「運転員が原子炉制御室にとどまるための設備」 

６５－１４－２「原子炉建物ブローアウトパネルおよび閉止装置」 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設計及び工事計画認可申請書 説明書（所要数） 

（２）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設計方針） 
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定
 
第
６
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条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 ６
５
－
１
４
－
２
 
原
子
炉
建
物
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
お
よ
び
閉
止
装
置
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

原
子
炉
建
物
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト

 

パ
ネ
ル

※
１
 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
の
機

能
が
健
全
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ

ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
 

４
８
台
 

※
１
：
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
お
よ
び
主
蒸
気
管
ト
ン
ネ
ル
室
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ

ル
の
開
放
機
能
は
，
第
４
９
条
（
原
子
炉
棟
）
で
確
認
す
る
。
 

          （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

1.
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
の
性
能
を

確
認
す
る
。
 

定
事
検

 

停
止
時
 

課
長

 

（
原
子
炉
）
 

2.
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
に
お
い
て
，
原
子
炉

建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
の
機
能
が
健
全
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
箇
月

 

に
１
回
 

当
直
長
 

    

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
常
設
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
原
子
炉

建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
の
機
能
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と

す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
九
条
（
１
．
１
６
）
 

「
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
（
手
順
等
）
」
と
し
て
，
原
子
炉
制
御
室
に
関
し
，
重
大

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
も
運
転
員
が
と
ど
ま
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順
書
を

定
め
る
）
こ
と
。
 

 ④
 
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア

ウ
ト
パ
ネ
ル
が
開
放
し
た
状
態
で
，
炉
心
が
著
し
く
損
傷
し
た
場
合
に
開
口
部
を
閉
止
し
，
中
央
制
御
室

の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
の
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
炉
心
の
著
し
い
損
傷
が
発
生
す
る
原
子
炉
の

状
態
を
機
能
維
持
期
間
と
し
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
」
と
す

る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 ⑥
 
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
ダ
ン
パ
を
複
数
組
み
合
わ
せ
る
構
造

で
，
原
子
炉
建
物
に
４
８
台
の
ダ
ン
パ
が
設
置
さ
れ
て
お
り
，
４
８
台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定

変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

 a.
 
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

1
が
該
当
。
 

定
事
検
停
止
時
の
点
検
に
合
わ
せ
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

 

b.
 
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

2
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え

方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は

1
箇
月
に

1
回
，
外
観
点
検
等
の
確
認
に
よ
り
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

A．
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ

ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
の

機
能
が
健
全
で
な
い
場
合
 

A1
.当

直
長
は
，
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア

ウ
ト
パ
ネ
ル
の
機
能
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.当

直
長
は
，
代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，
原
子
炉
主

任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.当

直
長
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   ３
日
間
 

  １
０
日
間
 

B．
条
件

A
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を

完
了
時
間
内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

B1
．
当
直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
．
当
直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

※
２
：
手
動
操
作
等
に
よ
る
閉
止
手
段
の
確
認
を
い
う
。
 

       

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数

が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

A1
．
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
閉
止
装
置
は
，
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー

ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
が
開
放
し
て
し
ま
っ
た
時
に
，
中
央
制
御
室
の
居
住
性
を
確
保
す
る
た
め
に
，
開
口

部
を
閉
止
す
る
対
策
で
あ
る
。
閉
止
装
置
の
機
能
が
健
全
で
な
い
場
合
に
は
，
原
子
炉
建
物
燃
料
取

替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
の
機
能
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
確
認
す
る
。
 

 A2
．
原
子
炉
建
物
燃
料
取
替
階
ブ
ロ
ー
ア
ウ
ト
パ
ネ
ル
が
開
放
し
て
し
ま
っ
た
場
合
に
備
え
，
代
替
措
置

（
代
替
閉
止
手
段
の
確
認
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時

間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
１
Ｎ
未
満
）
で
あ
る
「
３

日
間
」
と
す
る
。
 

 A3
．
動
作
不
能
と
な
っ
た
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実

施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
の
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 B1
．，

B2
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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表 7－3 BOP 閉止装置の構造計画 

設備

分類 

計画の概要 

説明図 
主体構造 支持構造 

BOP 

閉止

装置 

BOP 閉止装

置は，羽

根，ハウジ

ング，羽根

を駆動する

アクチュエ

ータ，シャ

フト等から

構成する。

BOP 閉止装置は，

原子炉建物原子炉

棟 4 階内壁面のブ

ローアウトパネル

開口部 1 箇所毎に 1

式（ダンパ 24 台

（2 連ダンパ 6 台，

3 連ダンパ 4 台））

を設置しており，

ケーシングは，取

付ボルトにより取

付架台に取り付け

られ，取付架台は

基礎ボルトにより

原子炉建物原子炉

棟に固定される。

主要

寸法 
羽根 ㎜ 

材料 羽根 

個数 1 式（ダンパ 24 台）×オペフロ BOP2 箇所（ダンパ合計 48 台） 

作動

方式 
電動（手動） 

取付

箇所 
原子炉建物原子炉棟地上 4 階中間床 

991

096517
タイプライターテキスト
添付-1-(1) 設計及び工事計画認可申請書

096517
長方形

096517
タイプライターテキスト
所要数

096517
タイプライターテキスト
関連箇所を下線にて示す

096517
線
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2. 設備分類 

ブローアウトパネル関連設備は以下のとおり，原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル（以下「オペフロ BOP」という。），原子炉建物主蒸気管トンネル室ブローアウト

パネル（以下「MS トンネル室 BOP」という。），原子炉建物燃料取替階ブローアウトパ

ネル閉止装置（以下「BOP 閉止装置」という。），建物開口部竜巻防護対策設備（竜巻

防護ネット）及び原子炉建物燃料取替階ブローアウトパネル強制開放装置（以下「オペ

フロ BOP 強制開放装置」という。）に分類する。 

 

(1) オペフロ BOP 

オペフロ BOP は，原子炉建物原子炉棟外壁（地上 4 階中間床）に配置され，差圧によ

り開放するパネル本体部，パネルを建物外壁内に設置する枠部及び差圧により破損する

クリップ部より構成される設備である。 

 

(2) MS トンネル室 BOP 

MS トンネル室 BOP は，原子炉建物原子炉棟主蒸気管トンネル室（以下「MS トンネル室」

という。）（地上 1 階及び 2階中間床）に配置され，差圧により開放するラプチャーパネ

ル及びラプチャーパネルを MS トンネル室壁面内に設置する枠部より構成される設備であ

る。 

 

(3) BOP 閉止装置 

BOP 閉止装置は，羽根，ハウジング，羽根を駆動するアクチュエータ，シャフト等か

ら構成されており，通常運転中は，羽根は開放した状態であり，オペフロ BOP が開放さ

れた状態で炉心損傷した場合において，羽根をアクチュエータ又は手動ハンドルにより

動作させ，ブローアウトパネル開口部を閉止する設備である。 

開放状態にある羽根の閉止操作は，中央制御室からの遠隔操作又は BOP 閉止装置のア

クチュエータに取り付けられた手動ハンドルによる手動操作により実施する。 

 

(4) 建物開口部竜巻防護対策設備（竜巻防護ネット） 

   竜巻防護ネットは，防護ネット及び架構から構成され，設計竜巻による竜巻飛来物

からオペフロ BOP を防護する設備である。 

   なお，建物開口部竜巻防護対策設備（竜巻防護ネット）の設計については，添付書

類Ⅵ-1-1-3-1「発電用原子炉施設に対する自然事象等による損傷の防止に関する説

明書」のうち添付書類Ⅵ-1-1-3-1-1「発電用原子炉施設に対する自然事象等による

損傷の防止に関する基本方針」に基づき実施する。 
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(5) オペフロ BOP 強制開放装置（自主対策設備） 

オペフロ BOP 強制開放装置は，レバーブロック及びワイヤーロープ等から構成される

開放治具であり，通常時は保管箱に収納されている。 

重大事故等時に静的触媒式水素処理装置，格納容器フィルタベント系により原子炉建

物内の水素濃度が低下しなかった場合に，ワイヤーロープとオペフロ BOP を接続し，レ

バーブロックにより強制的に開放する設備（「実用発電用原子炉及びその附属施設の技

術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 68 条「原子炉建屋等の水素

爆発を防止するための設備」）である。 

 

3. ブローアウトパネル関連設備の要求機能 

ブローアウトパネル及びその関連設備（BOP 閉止装置及びオペフロ BOP 強制開放装置）

について，技術基準規則上の主な要求事項を以下に整理した。 

 

(1) オペフロ BOP 及び MS トンネル室 BOP の要求事項 

設計基準対象施設及び重大事故等対処設備であるオペフロ BOP は，主蒸気管破断及び

インターフェイスシステム LOCA を想定した場合の放出蒸気による圧力等から原子炉建

物等を防護することを目的に設置されている。また，設計基準対象施設及び重大事故

等対処設備である MS トンネル室 BOP は，主蒸気管破断を想定した場合の放出蒸気による

圧力等から原子炉建物等を防護することを目的に設置されている。 

このため，原子炉建物の内外差圧（オペフロ BOP：設計差圧 6.9kPa 以下，MS トンネル

室 BOP：設計差圧 7.36kPa 以上，12.26kPa 以下）により自動的に開放する機能が必要と

なる。なお，この機能は，基準地震動Ｓｓにより損なわないようにする必要がある。 

また，オペフロ BOP 及び MS トンネル室 BOP は，原子炉建物原子炉棟の壁の一部とな

ることから，二次格納施設のバウンダリとしての機能維持が必要であり，このため，オ

ペフロ BOP 及び MS トンネル室 BOP は，原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類・許容

応力編（ＪＥＡＧ４６０１・補-1984）に基づき，弾性設計用地震動Ｓｄで開放しない設

計とする必要がある。 

なお，オペフロ BOP が設計竜巻や弾性設計用地震動Ｓｄを超える地震により開放し，

安全上支障のない期間内に復旧できない場合には，安全な状態に移行（運転中は冷温停

止へ移行，停止中は使用済燃料に関連する作業の停止）することを保安規定に定め対応

する。 

 

(2) BOP 閉止装置の要求事項 

重大事故等対処設備である BOP 閉止装置は，重大事故等時に，中央制御室の居住性を

確保するために原子炉建物原子炉棟に設置されたオペフロ BOP 部を閉止する必要がある

場合，この開口部を容易かつ確実に閉止操作することを目的に設置されている。 
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このため，容易かつ確実に閉止操作する機能が必要であり，閉止後は，原子炉建物原

子炉棟の壁の一部となることから，二次格納施設のバウンダリとして原子炉建物原子炉

棟を負圧に維持できる気密性を保持できることが必要である。なお，羽根開状態（待機

状態）では基準地震動Ｓｓが作用した後においても，作動性及び BOP 閉止装置閉止後の

原子炉建物原子炉棟を負圧に維持できる気密性を保持できるようにする必要がある。 

また，BOP閉止装置は羽根閉止後，原子炉建物原子炉棟の壁の一部となることから，二

次格納施設のバウンダリとしての機能維持が必要であるが，この機能維持が必要な状況

とは，オペフロ BOP 部が開放し，更に重大事故に至った場合である。オペフロ BOP は弾

性設計用地震動Ｓｄを超える地震で開放すること，技術基準規則第 74 条では，運転員の

実効線量が 7 日間で 100mSv を超えないことが要求されていることを踏まえ，地震動に対

する頑健性を有するように基準地震動Ｓｓでも機能を維持する設計とする。 

なお，BOP 閉止装置は現場において人力による操作が可能なものとする必要がある。 

 

(3) オペフロ BOP 強制開放装置（自主対策設備）の要求事項 

   オペフロ BOP 強制開放装置は，その損傷が安全上重要な他設備に影響を及ぼさない

ようにする必要がある。なお，強制開放装置は自主対策設備として，原子炉建物原子

炉棟からの水素排出を目的に設置されている。 
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保安規定第６５条 

表６５－１５「監視測定設備」 

６５－１５－１「監視測定設備」 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 表
６
５
－
１
５

 
監
視
測
定
設
備
 

 ６
５
－
１
５
－
１
 
監
視
測
定
設
備
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

監
視
測
定
設
備
 

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
台

※
１
 

Ｎ
ａ
Ｉ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
台

※
１
 

α
・
β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

１
台

※
１
 

電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
 

２
台

※
１
 

可
搬
式
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
 

２
台

※
１
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

※
２
 

１
０
台

 

可
搬
式
気
象
観
測
装
置

※
２
 

１
台
 

小
型
船
舶
 

※
３
 

常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
 

※
４
 

代
替
所
内
電
気
設
備
 

※
５
 

※
１
：
緊
急
時
対
策
所
あ
た
り
の
合
計
所
要
数
。
 

※
２
：
デ
ー
タ
表
示
装
置
を
含
む
。
 

※
３
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
０
－
２
 
海
洋
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
抑
制
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等

を
定
め
る
。
 

※
４
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
２
－
１
 
常
設
代
替
交
流
電
源
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め

る
。
 

※
５
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
２
－
５
 
代
替
所
内
電
気
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
条
（
１
．
１
７
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
監
視
測
定
設
備
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
条
（
１
．
１
７
）
 

「
監
視
測
定
設
備
（
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
所
及
び
そ
の
周
辺

（
周
辺
海
域
を
含
む
）
に
お
い
て
，
発
電
用
原
子
炉
施
設
か
ら
放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
及
び

放
射
線
量
を
監
視
，
測
定
し
，
そ
の
結
果
を
記
録
で
き
る
設
備
を
設
け
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。 

 ④
 
監
視
測
定
設
備
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
発
電
所
及
び
そ
の
周
辺
に
お
い
て
，
発
電
所
か
ら

放
出
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
濃
度
お
よ
び
放
射
線
量
等
の
監
視
・
測
定
・
記
録
に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，

重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
，
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ

と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 ⑥
 
監
視
測
定
設
備
は
１
Ｎ
要
求
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
監
視
に
必
要
な
台

数
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
１
）
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
 
目
 
⑦
 

頻
 
 
度
 

担
 
 
当
 

1.
所
要
数
の
可
搬
式
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
の
機
能
確
認
を

実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

2.
所
要
数
の
可
搬
式
ダ
ス
ト
・
よ
う
素
サ
ン
プ
ラ
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

3.
所
要
数
の
Ｎ
ａ
Ｉ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ

の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

4.
所
要
数
の
Ｎ
ａ
Ｉ
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ

が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

5.
所
要
数
の
Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

6.
所
要
数
の
Ｇ
Ｍ
汚
染
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

7.
所
要
数
の
電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す

る
。
 

１
年
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

8
所
要
数
の
電
離
箱
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

9.
所
要
数
の
α
・
β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
の
機
能
確
認
を
実
施

す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

10
.
所
要
数
の
α
・
β
線
サ
ー
ベ
イ
メ
ー
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

11
.所

要
数
の
可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
の
機
能
確
認
を
実

施
す
る
。
 

１
年
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

12
.所

要
数
の
可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

13
.所

要
数
の
可
搬
式
気
象
観
測
装
置
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 
１
年
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

14
.所

要
数
の
可
搬
式
気
象
観
測
装
置
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
放
射
線
管
理
）
 

      

  ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

 a.
 
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

1，
3，

5，
7，

9，
1
1，

1
3
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

 

b.
 
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

2，
4，

6，
8，

10
，

12
，
1
4
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
，
３
箇
月
に
１
回
，
電
源
を
入
れ
指
示
値
に
異
常
が
無
い
こ
と
等
に
よ
り
動
作

可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

条
 
 
件
 
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 
⑨
 

完
了
時
間
 

A.
動
作

可
能
な

監
視

測
定

設
備

が
所
要

数
を
満
足
し
て
い
な

い
場
合
 

A1
.課

長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復

旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.課

長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
代
替
措
置

※
５
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す

る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

※
５
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

    

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

監
視
測
定
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て

記
載
す
る
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

A1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
保
安
規
定
第
１
０

１
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，「

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修

理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用
す
る
。
 

 A2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

保
安
規
定
第
１
０
１
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，「

故
障
等
に
よ
り
使
用
不
能
と
な

っ
た
場
合
は
，
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の
考
え
方
を
準
用

す
る
。
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8－8－11 

小型船舶は，予備と分散して第１保管エリア及び第４保管エリアに保管

することで，共通要因によって同時に機能を損なわないよう位置的分散を

図る設計とする。 

可搬式気象観測装置は，屋外の気象観測設備と離れた第１保管エリア及

び第４保管エリアに分散して保管することで，共通要因によって同時に機

能を損なわないよう位置的分散を図る設計とする。 

8.1.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

可搬式モニタリング・ポスト，放射能測定装置，小型船舶及び可搬式気

象観測装置は，他の設備から独立して単独で使用可能とし，他の設備に悪

影響を及ぼさない設計とする。 

8.1.2.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

8.1.2.2.4 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

可搬式モニタリング・ポスト及び放射能測定装置は，炉心の著しい損傷

及び原子炉格納容器の破損が発生した場合に放出されると予想される放射

性物質の濃度及び放射線量を測定できるよう，「発電用軽水型原子炉施設に

おける事故時の放射線計測に関する審査指針」に定める測定上限値を満足

する設計とする。 

可搬式モニタリング・ポストの保有数は，モニタリング・ポストの機能

喪失時の代替としての６台，発電所海側での監視・測定のための３台，緊

急時対策所の正圧化判断用としての１台と故障時及び保守点検による待機

除外時のバックアップ用として２台を保管する。 

放射能測定装置のうち可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩシンチレ

ーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ及び電離箱サー
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8－8－12 

ベイ・メータの保有数は，放射能観測車の代替並びに発電所及びその周辺

（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出される放

射性物質の濃度及び放射線量を測定し得る十分な個数として２台と故障時

及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台を保管する。

放射能測定装置のうちα・β線サーベイ・メータの保有数は，発電所及び

その周辺（発電所の周辺海域を含む。）において発電用原子炉施設から放出

される放射性物質の濃度を測定し得る十分な個数として１台と故障時及び

保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台を保管する。 

小型船舶は，発電所の周辺海域において，発電用原子炉施設から放出さ

れる放射性物質の濃度及び放射線量の測定を行うために必要な設備及び要

員を積載し得る十分な個数として１台と故障時及び保守点検による待機除

外時のバックアップ用として１台を保管する。 

可搬式気象観測装置は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」

に定める観測項目を測定できる設計とする。 

可搬式気象観測装置の保有数は，気象観測設備が機能喪失しても代替し

得る十分な個数として１台と故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１台を保管する。

可搬式モニタリング・ポスト，可搬式ダスト・よう素サンプラ，ＮａＩ

シンチレーション・サーベイ・メータ，ＧＭ汚染サーベイ・メータ，α・

β線サーベイ・メータ，電離箱サーベイ・メータ及び可搬式気象観測装置

の電源は，蓄電池又は乾電池を使用し，予備品と交換することで，重大事

故等時の必要な期間測定できる設計とする。 

8.1.2.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

可搬式モニタリング・ポストは，第１保管エリア及び第４保管エリアに

保管し，並びに屋外に設置し，想定される重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。可搬式モニタリング・ポストの操作は，重大事故

等時において設置場所で可能な設計とする。 
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8－8－22 

第8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 環境モニタリング設備

ａ．移動式モニタリング設備 

(a) 可搬式モニタリング・ポスト

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（重大事故等時）

種 類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

半導体 

計測範囲 10～10９nGy/h 

個 数 10（予備２） 

伝送方法 衛星系回線 

(b) 放射能測定装置

(b-1) 可搬式ダスト・よう素サンプラ 

個  数 ２（予備１） 

(b-2) ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ 

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

計測範囲 ０～30ks－1

個  数 ２（予備１） 

(b-3) ＧＭ汚染サーベイ・メータ 

種  類 ＧＭ管 

計測範囲 0～100kmin－１

個  数 ２（予備１） 

(b-4) α・β線サーベイ・メータ 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション 

プラスチックシンチレーション 

計測範囲 0～100kmin－１

個 数 １（予備１） 

1001

095122
タイプライターテキスト
添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八

095122
テキストボックス
設備仕様関連箇所を赤枠で示す

Administrator
長方形



8－8－23 

(b-5) 電離箱サーベイ・メータ 

種  類 電離箱 

計測範囲 0.001～300mSv/h 

個  数 ２（予備１） 

ｂ．小型船舶 

個  数 １（予備１） 

ｃ．可搬式気象観測装置 

観測項目 風向，風速，日射量，放射収支量，雨量 

個  数 １（予備１） 

伝送方法 衛星系回線 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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8－8－22 

第8.1－2表 放射線管理設備（重大事故等時）の主要機器仕様 

(1) 環境モニタリング設備

ａ．移動式モニタリング設備 

(a) 可搬式モニタリング・ポスト

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（重大事故等時）

種 類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

半導体 

計測範囲 10～10９nGy/h 

個 数 10（予備２） 

伝送方法 衛星系回線 

(b) 放射能測定装置

(b-1) 可搬式ダスト・よう素サンプラ 

個  数 ２（予備１） 

(b-2) ＮａＩシンチレーション・サーベイ・メータ 

種  類 ＮａＩ（Ｔｌ）シンチレーション 

計測範囲 ０～30ks－1

個  数 ２（予備１） 

(b-3) ＧＭ汚染サーベイ・メータ 

種  類 ＧＭ管 

計測範囲 0～100kmin－１

個  数 ２（予備１） 

(b-4) α・β線サーベイ・メータ 

種  類 ＺｎＳ（Ａｇ）シンチレーション 

プラスチックシンチレーション 

計測範囲 0～100kmin－１

個 数 １（予備１） 
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8－8－23 

(b-5) 電離箱サーベイ・メータ 

種  類 電離箱 

計測範囲 0.001～300mSv/h 

個  数 ２（予備１） 

ｂ．小型船舶 

個  数 １（予備１） 

ｃ．可搬式気象観測装置 

観測項目 風向，風速，日射量，放射収支量，雨量 

個  数 １（予備１） 

伝送方法 衛星系回線 

添付-1-(2) 設置変更許可申請書 添付八
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保安規定第６５条 

表６５－１６「緊急時対策所」 

６５－１６－１「緊急時対策所の居住性確保」 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

（１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 表
６
５
－
１
６
 

 ６
５
－
１
６
－
１
 
緊
急
時
対
策
所
の
居
住
性
確
保
 
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
 
②
 

運
転
上
の
制
限
 
③
 

被
ば
く
低
減
設
備
 

（
１
）
空
気
ボ
ン
ベ
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と

※
１

 

（
２
）
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機

※
２
お
よ
び
緊
急
時
対
策

 

所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
※
３

 

（
３
）
差
圧
計
，
酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
所
要

数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

そ
の
他
設
備

 
可
搬
式
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
 
⑤
 

所
要
数
 
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

炉
心
変
更
時

※
５
 

ま
た
は
 

原
子
炉
棟
内
で
照
射

さ
れ
た
燃
料
に
係
る

作
業
時
 

空
気
ボ
ン
ベ
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
べ
）
 

４
５
４
本
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機

 
１
台
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

 
１
台
 

差
圧
計

 
１
個
 

酸
素
濃
度
計

 
１
個
 

二
酸
化
炭
素
濃
度
計

 
１
個
 

可
搬
式
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

 
１
台
 

可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス
ト

 
※
６
 

※
１
：
正
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
４
，
弁
お
よ
び
配
管
を
含
む
。
 

※
２
：
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
装
置
操
作
盤
を
含
む
。
 

※
３
：
正
圧
化
に
必
要
な
バ
ウ
ン
ダ
リ

※
４
お
よ
び
ダ
ク
ト
を
含
む
。
 

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
で
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
空
気
ボ
ン
ベ
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
），

緊

急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
な
ら
び
に
差
圧
計
等
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安

規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

ま
た
，
一
時
的
な
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
開
放
に
つ
い
て
は
，
要
員
を
配
置
す
る
等
速
や
か
に
バ
ウ
ン
ダ
リ
機

能
を
復
旧
で
き
る
状
態
に
管
理
さ
れ
て
い
れ
ば
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な

い
。
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
 

「
緊
急
時
対
策
所
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）
」
で
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指
示
を
行
う

と
と
も
に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
が
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
 

 な
お
，
必
要
な
指
示
お
よ
び
通
信
連
絡
に
係
わ
る
設
備
は
，
６
５
－
１
７
－
１
（
通
信
連
絡
設
備
）
に

て
整
理
す
る
。
 

 ④
 
空
気
ボ
ン
ベ
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
短

期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
（
格
納
容
器
ベ
ン
ト
実
施
時
）
に
対
応
す
る
設
備
だ
が
，
緊
急
時
対
策
所
は
必

要
な
要
員
が
と
ど
ま
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
適
切
に
措
置
を
講
じ
た
も
の
，
必
要
な
情
報
を
把
握
で
き

る
設
備
お
よ
び
発
電
所
内
外
と
の
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か

ら
，
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
（
第

56
条
）
と
同
じ
く
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
「
運
転
，
起

動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更
時
ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
」
と
す

る
。
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
，
差
圧
計
，
酸

素
濃
度
計
，
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
，
可
搬
式
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
お
よ
び
可
搬
式
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
ポ
ス

ト
に
つ
い
て
は
，
長
期
間
の
放
射
性
物
質
放
出
に
対
応
す
る
設
備
で
あ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の

状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 ⑥
 
空
気
ボ
ン
ベ
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
緊
急
時
対
策
所
の
正
圧
化
な
ら

び
に
酸
素
濃
度
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
を
活
動
に
支
障
が
な
い
範
囲
に
維
持
す
る
た
め
に
必
要
な
本

 

1006



保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

※
４
：
バ
ウ
ン
ダ
リ
の
一
時
的
な
開
放
に
つ
い
て
は
，
速
や
か
に
バ
ウ
ン
ダ
リ
機
能
を
復
旧
で
き
る
状
態
に
管

理
さ
れ
て
い
れ
ば
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
５
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

※
６
：
第
６
５
条
（
６
５
－
１
５
－
１
 
監
視
測
定
設
備
）
に
お
い
て
運
転
上
の
制
限
等
を
定
め
る
。
 

     （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

1.
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
が
使
用
可
能
で

あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
原
子
炉
）
 

2.
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
空
気

浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
の
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

定
事
検
停
止
時

 
課
長
（
原
子
炉
）

 

3.
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
原
子
炉
）
 

4.
原
子
炉
の
状
態
が
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
お
よ
び
炉
心
変
更

時
※
７
ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時

に
お
い
て
，
空
気
ボ
ン
ベ
加
圧
設
備
（
空
気
ボ
ン
ベ
）
が
規
定

圧
力
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回

 
課
長
（
原
子
炉
）

 

5.
可
搬
式
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
の
機
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回

 
課
長

 

（
放
射
線
管
理
）

 

6.
可
搬
式
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確

認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回

 
課
長

 

（
放
射
線
管
理
）

 

7.
酸
素
濃
度
計
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回

 
課
長
（
計
装
）

 

8.
酸
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回

 
課
長
（
計
装
）

 

9.
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
の
計
器
校
正
を
実
施
す
る
。
 

１
年
に
１
回

 
課
長
（
計
装
）

 

10
.
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 
３
箇
月
に
１
回

 
課
長
（
計
装
）

 

11
.
差
圧
計
が
健
全
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
年
に
１
回

 
課
長
（
計
装
）

 

12
.
差
圧
計
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
よ
り
確
認

す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回

 
課
長
（
計
装
）

 

※
７
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

     

数
と
し
て
，
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
基
づ
き
，
4
54

本
を
所
要
数
と
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機
は
，
必
要
な
換
気
容
量
を
有
す
る
も
の

1
台
を
所
要
数
と
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
は
，
必
要
な
除
去
効
率
を
有
す
る
も
の

1
台
を
所
要
数

と
す
る
。
 

差
圧
計
は
，
緊
急
時
対
策
所
の
正
圧
化
さ
れ
た
室
内
と
周
辺
エ
リ
ア
と
の
差
圧
範
囲
を
監
視
す
る
た
め
，

1
個
を
所
要
数
と
す
る
。
 

酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
は
，
緊
急
時
対
策
所
の
酸
素
濃
度
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度

が
活
動
に
支
障
が
な
い
範
囲
内
で
あ
る
こ
と
を
測
定
す
る
た
め
，
そ
れ
ぞ
れ
１
個
を
所
要
数
と
す
る
。
 

可
搬
式
エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ
は
，
重
大
事
故
時
に
お
い
て
，
緊
急
時
対
策
所
内
の
放
射
線
量
の
監
視
の

た
め
，
1
台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
 

 ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

 a.
 
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

2，
5，

7，
9，

11
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え

方
に
基
づ
き
定
事
検
停
止
時
（
ま
た
は
１
年
に
１
回
）
に
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

 

b.
 
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

1，
3，

4，
6，

8，
1
0，

1
2
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え

方
に
基
づ
き
常
設
設
備
は

1
箇
月
に

1
回
，
可
搬
型
設
備
は
３
箇
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
を
確
認
す
る
。
 

 緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
の
活
性
炭
フ
ィ
ル
タ
に
つ
い
て
は
，
外
観
点
検
に

て
，
フ
ィ
ル
タ
の
保
管
状
態
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
で
，
性
能
を
満
足
す
る
と
判
断

す
る
。
 

 酸
素
濃
度
計
お
よ
び
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
に
つ
い
て
は
，
電
源
を
入
れ
，
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 （
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
 

条
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

A
.
動
作
可
能
な
可
搬
式
エ
リ
ア
放

射
線
モ
ニ
タ
が
所
要
数
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

A
1
.課

長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
当

該
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

お
よ
び
 

A
2
.課

長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
代

替
措
置

※
９
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て

実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

B.
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機

ま
た
は
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化

フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
が
動
作
不
能

の
場
合
 

ま
た
は
 

空
気
ボ
ン
ベ
加
圧
設
備
（
空
気
ボ

ン
ベ
）
が
動
作
不
能
の
場
合
 

B1
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
当
該
系
統
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B2
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
代
替
措
置

※

９
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
10
。
 

１
０
日
間
 

   １
０
日
間
 

 

C.
動
作
可
能
な
差
圧
計
，
酸
素
濃
度

計
ま
た
は
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が

所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
 

C1
.課

長
（
計
装
）
は
，
当
該
設
備
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

C2
.課

長
（
計
装
）
は
，
代
替
措
置

※
９

を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
10
。
 

１
０
日
間
 

   １
０
日
間
 

D.
条
件

B
ま
た
は

C
で
要
求
さ
れ
る

措
置
を
完
了
時
間
内
に
達
成
で
き

な
い
場
合
 

D1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

D2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

              

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風
機
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
等
は
，
１
Ｎ

要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
】
 

A1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
１
０

１
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等
に
よ
り

使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の

考
え
方
を
準
用
し
“
速
や
か
に
”
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

 A2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術

者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
１
０

１
条
（
放
射
線
計
測
器
類
の
管
理
）
に
お
い
て
，
放
射
線
計
測
器
類
に
つ
い
て
は
「
故
障
等
に
よ
り

使
用
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
修
理
ま
た
は
代
替
品
を
補
充
す
る
。」

と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
こ
の

考
え
方
を
準
用
す
る
。
 

 B1
.,
C1
.当

該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お

よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，

少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る

「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 B2
.,
C2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
B
2
.に

つ
い
て
は
，
送
風
機
，
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト

ま
た
は
空
気
ボ
ン
ベ
の
補
充
等
。
C2
.に

つ
い
て
は
，
計
測
機
器
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子

炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
の

設
備
と
同
様
，「

事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く

と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日

間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 D1
.,
D2
.既

保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
 

条
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A
.
動
作
可
能
な
可
搬
式
エ
リ
ア
放

射
線
モ
ニ
タ
が
所
要
数
を
満
足

し
て
い
な
い
場
合
 

A
1
.課

長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
当

該
設

備
を

動
作

可
能

な
状

態

に
復

旧
す

る
措

置
を

開
始

す

る
。
 

お
よ
び
 

A
2
.課

長
（
放
射
線
管
理
）
は
，
代

替
措
置

※
９
を
検
討
し
，
原
子
炉

主
任

技
術

者
の

確
認

を
得

て

実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

    速
や
か
に
 

B
.
緊
急
時
対
策
所
空
気
浄
化
送
風

機
ま
た
は
緊
急
時
対
策
所
空
気

浄
化
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
が
動

作
不
能
の
場
合
 

B1
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
当
該
設
備
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措

置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
代
替
措
置

※

９
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

C
.
動
作
可
能
な
差
圧
計
，
酸
素
濃

度
計
，
二
酸
化
炭
素
濃
度
計
が

所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場

合
 

C1
.課

長
（
計
装
）
は
，
当
該
設
備
を
動

作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置

を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.課

長
（
計
装
）
は
，
代
替
措
置

※
９

を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を

開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

炉
心
変
更
時

※
８
ま
た
は

原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ

れ
た
燃
料
に
係
る
作
業

時
 

A.
炉
心
変
更
時

※
８
ま
た
は
原
子
炉
棟

内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作

業
時
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
設
備

が
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て

い
な
い
と
判
断
し
た
場
合
 

A1
.当

直
長
は
，
炉
心
変
更
を
中
止
す

る
。
 

お
よ
び
 

A2
.当

直
長
は
，
原
子
炉
棟
内
で
照
射

さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
を
中
止

す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

※
８
：
停
止
余
裕
確
認
後
の
制
御
棒
１
本
の
挿
入
・
引
抜
を
除
く
。
 

※
９
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
10
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件

D
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 【
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.,

B1
.,

C1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 A2
.,

B2
.,

C2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
A2
.お

よ
び

C2
.に

つ
い
て
は
，
計
測
機
器
の

補
充
等
。
B2
.に

つ
い
て
は
，
送
風
機
ま
た
は
フ
ィ
ル
タ
ユ
ニ
ッ
ト
の
補
充
等
。）

を
検
討

し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

                 【
炉
心
変
更
時
ま
た
は
原
子
炉
棟
内
で
照
射
さ
れ
た
燃
料
に
係
る
作
業
時
】

 

A1
.,

A2
.保

安
規
定
第
５
６
条
（
中
央
制
御
室
非
常
用
循
環
系
）
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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6
5
－
1
6
－
1
の
範
囲

赤
枠
で
示
す

添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補1
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添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補1
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緊急時対策所のバウンダリの扉部を

青枠で示す
添付-1-(1)　設置変更許可申請書　添付十追補1
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所要数・必要容量

関連箇所を下線で示す
添付-2-(1)　設置変更許可申請書　添付八
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添付-2-(1)　設置変更許可申請書　添付八
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添付-2-(2)　設置変更許可申請書　添付八

設備仕様

関連箇所を赤枠で示す
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添付-2-(2)　設置変更許可申請書　添付八
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添付-2-(2)　設置変更許可申請書　添付八
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添付-2-(2)　設置変更許可申請書　添付八
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添付-2-(2)　設置変更許可申請書　添付八
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添付-2-(2)　設置変更許可申請書　添付八
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添付-2-(2)　設置変更許可申請書　添付八
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3.3 緊急時対策所換気空調系 

 名 称  空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ） 

 容 量  ℓ/個 50.0 以上（50.0） 

 最 高 使 用 圧 力  MPa 19.6 

 最 高 使 用 温 度  ℃ 40 

 個 数  ― 454（予備 86） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に放射線管理施設のうち緊急時対策所換気空調系として使用する空気ボンベ加

圧設備（空気ボンベ）は，以下の機能を有する。 

 

緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）は，炉心の著しい損傷後の格

納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出される放射性雲通過時において，放射性物質

が緊急時対策所に流入することを防ぎ，緊急時対策所にとどまる要員の被ばくを低減するため

に設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷後の格納容器フィルタベント系を作動させる場合に放出され

る放射性雲通過時において，緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）か

ら緊急時対策所へ空気を送気し正圧化することにより，放射性物質が緊急時対策所に流入する

ことを一定時間完全に防ぎ，緊急時対策所遮蔽の機能とあいまって緊急時対策所にとどまる要

員の実効線量が事故後 7日間で 100mSv を超えない設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

重大事故等時に使用する緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）は，

高圧ガス保安法の適合品である一般汎用型の空気ボンベを使用することから，当該空気ボンベ

の容量はメーカで定めた容量である 50.0ℓ/個以上とする。 

公称値については要求される容量と同じ 50.0ℓ/個とする。 

 

2. 最高使用圧力の設定根拠 

緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）を重大事故等時において使用

する場合の圧力は，高圧ガス保安法の適合品であるボンベにて実績を有する充填圧力である

19.6MPa とする。 

 

3. 最高使用温度の設定根拠 

緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）を重大事故等時において使用

する場合の温度は，重大事故等時の環境条件（40℃）及び高圧ガス保安法に基づき 40℃とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

4. 個数の設定根拠 

緊急時対策所換気空調系の空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）の必要個数は，緊急時対策所

にとどまる要員の窒息を防止するため，及び給気ライン以外からの緊急時対策所内への外気の

流入を放射性雲通過までの 10 時間の間遮断するために必要な個数である 454 個とする。根拠

については以下のとおり。 

 

4.1 必要換気量 

① 二酸化炭素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数     ：n＝96 名 

・許容二酸化炭素濃度：C＝1.0％（鉱山保安法施行規則） 

・大気二酸化炭素濃度：CO＝0.03％（空気調和・衛生工学便覧） 

・二酸化炭素発生量 ：M ＝0.022m3/h/名（空気調和・衛生工学便覧の極軽作業の作業程度

の吐出し量） 

・必要換気量    ：Ql＝100・M・n／(C－CO)m3/h（空気調和・衛生工学便覧の二酸化炭

素濃度基準の必要換気量） 

Ql＝100×0.022×96÷(1.0－0.03)≒218m3/h 

 

② 酸素濃度基準に基づく必要換気量 

・収容人数     ：n＝96 名 

・吸気酸素濃度   ：a＝20.95％（空気調和・衛生工学便覧） 

・許容酸素濃度   ：b＝19％（鉱山保安法施行規則） 

・成人の呼吸量   ：c＝0.48m3/h/名（空気調和・衛生工学便覧の静座時の呼吸量） 

・乾燥空気換算呼気酸素濃度：d＝16.4％（空気調和・衛生工学便覧） 

・必要換気量    ：Q2＝c・(a－d)・n／(a－b)m3/h（空気調和・衛生工学便覧の酸素濃

度基準の必要換気量） 

Q2＝0.48×(20.95－16.4)×96÷(20.95－19.0) 

≒108m3/h 

 

③ 緊急時対策所の設計漏えい量に基づく必要換気量 

緊急時対策所の設計漏えい量は，緊急時対策所で実施した気密試験結果の漏えい率 0.03

回/h（約 100Pa 正圧化時）に余裕を見た設計漏えい率 0.15 回/h を基に算出した漏えい量

330m3/h としている。 

緊急時対策所体積×設計漏えい率＝設計漏えい量 

2150m3×0.15 回/h≒330m3/h 
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，空気ボンベ正圧化時に，窒息を防止するために必要な換気量は，緊急時対策

所の設計漏えい量に基づく 330m3/h 以上とする。 

 

4.2 必要ボンベ個数 

上記より，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）による必要換気量は，330m3/h であり，こ

の流量を放射性雲通過時間の 10 時間に 1 時間の余裕をもたせた 11 時間継続するために必

要な空気ボンベ個数を以下に示す。 

(1) 放射性雲通過中に必要となるボンベ容量 

緊急時対策所を 11時間正圧化するために必要最低限のボンベ個数は，設計漏えい率に

基づく換気量の 330m3/h 及びボンベ供給可能空気量 8.0m3/個から下記のとおり 454 個とな

る。 

・ボンベ初期充填圧力  ：19.6MPa 

・ボンベ内容積     ：50.0ℓ/個 

・ボンベ供給可能空気量 ：8.0m3/個 

必要ボンベ個数＝330m3/h×11 時間÷8.0m3/個 

＝453.8 個≒454 個 

 

(2) 放射性雲通過時間（10 時間）以外に必要なボンベ容量 

緊急時対策所の正圧化を，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）による給気から緊急時

対策所空気浄化送風機による給気に切り替える場合においては，切替操作を行っている

間を，空気ボンベ加圧設備（空気ボンベ）の給気と緊急時対策所空気浄化送風機の給気

を同時に行うことにより，緊急時対策所の正圧化状態を損なわない設計とする。 

切替操作は緊急時対策所空気浄化送風機起動失敗を想定した場合の予備機への切替操

作も考慮し，最大で 11分とする。 

また，ベント実施予定時刻の 20 分前から加圧操作開始することから，放射性雲通過時

間（10 時間）以外に合計 31 分のボンベ容量を考慮する必要がある。 

緊急時対策所を 31分間正圧化する必要最低限のボンベ個数は緊急時対策所必要換気量

の 330m3/h 及びボンベ供給可能空気量 8.0m3/個から下記のとおり 22個となる。 

必要ボンベ個数＝330m3/h×31 分間÷8.0m3/個 

＝21.5≒22 個 

なお，上記の 31 分間は，正圧化継続時間に見込んでいる 1 時間の余裕に包絡されるこ

とから，正圧化切替操作時及びベント実施予定時刻 20分前からの加圧操作開始に必要な

ボンベ個数 22個は，(1)項の必要ボンベ個数 454 個に包含する設計とする。 

また，故障時及び保守点検時による待機除外時のバックアップ用として予備 86個を保

管する。 
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保安規定第６５条 

表６５－６「緊急時対策所」 

６５－１６－２「緊急時対策所の代替電源設備」 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

（１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

（１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 

（４）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 
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に
よ
る
電
源
系
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
，
緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
の

燃
料
貯
蔵
量
が
所
要
値
以
上
で
あ
る
こ
と
お
よ
び
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
の
運
転
に
必
要
な
燃
料
を

運
搬
す
る
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係

る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
 

「
緊
急
時
対
策
所
（
の
居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
）」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お

い
て
も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指
示
を
行

う
と
と
も
に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な

設
備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。［

本
項
は
代
替
交
流
電
源
か
ら
の
給
電
が
対
象
］

 

 ④
 
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
緊
急
時
対
策
所
は
，
必
要
な
要
員
が
と
ど
ま
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
，
必
要
な
情
報
を
把
握
で
き
る
設
備
お
よ
び
発
電
所
内
外
と
の

連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
た
も
の
で
あ
る
。
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
の
あ
る

原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
，
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
た
め
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運

転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 ⑥
 
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
に
つ
い
て
は
，
１
台
で
必
要
な
容
量
を
有
す
る
も
の
を
燃
料
補
給
時
の
切
替

を
考
慮
し
て
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 

可
搬
ケ
ー
ブ
ル
に
つ
い
て
は
，
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
１
台
あ
た
り
１
セ
ッ
ト
が
必
要
で
あ
る
。
設

計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
で
は
予
備
も
含
め
た
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
４
台
に
対
し
て
４
セ
ッ

ト
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
が
，
運
転
上
の
制
限
と
し
て
は
，
要
求
さ
れ
る
緊
急
時
対
策
所
用
発

電
機
２
台
に
対
す
る
２
セ
ッ
ト
を
所
要
数
と
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
は
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
１
台
を
７
日
間
運
転
継
続
す
る
た
め

に
必
要
な
３
．
９
ｍ

3
に
燃
料
抜
取
時
に
吸
い
上
げ
ら
れ
な
い
無
効
容
量
を
加
え
た
５
ｍ

3
以
上
を
所
要
値

と
す
る
。
 

タ
ン
ク
ロ
ー
リ
は
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
り
，
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
に
燃
料
を
補
給
で
き
る
容
量
を

有
す
る
も
の
と
し
て
，
１
セ
ッ
ト
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。
 

緊
急
時
対
策
所
 
低
圧
母
線
盤
に
つ
い
て
は
，
設
置
さ
れ
て
い
る
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 

緊
急
時
対
策
所
 
発
電
機
接
続
プ
ラ
グ
盤
に
つ
い
て
は
，
設
置
さ
れ
て
い
る
１
台
を
所
要
数
と
す
る
。

 

（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
⑦
 

頻
 
度
 

担
 
当
 

1.
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
を
起
動
し
，
運
転
状
態
（
電
圧
等
）

に
異
常
の
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

２
年
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

2.
緊
急
時
対
策
所
用
発
電
機
を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

3.
緊
急
時
対
策
所

 
発
電
機
接
続
プ
ラ
グ
盤
が
使
用
可
能
で
あ
る

こ
と
を
外
観
点
検
に
て
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

4.
緊
急
時
対
策
所
用
燃
料
地
下
タ
ン
ク
の
燃
料
貯
蔵
量
が
所
要
値

以
上
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
タ
ー
ビ
ン
）
 

5.
緊
急
時
対
策
所

 
低
圧
母
線
盤
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外

観
点
検
に
て
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

6.
可
搬
ケ
ー
ブ
ル
が
使
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
外
観
点
検
に
て
確

認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

7.
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
タ
ー
ビ
ン
）
 

                        

  ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

 a.
 
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

1
が
該
当
。
 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
２
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。
 

 

b.
 
動
作
確
認
（
定
期
的
に
指
示
値
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

2，
3，

4，
5，

6，
7
が
該
当
。
 

項
目

2，
6，

7
に
つ
い
て
は
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処

設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
，
３
箇
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
。
 

項
目

3，
4，

5
の
頻
度
に
つ
い
て
は
，
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
と
同
等

と
し
，
１
箇
月
に
１
回
と
す
る
。
 

 な
お
，
緊
急
時
対
策
所

 
低
圧
母
線
盤
，
緊
急
時
対
策
所
 
発
電
機
接
続
プ
ラ
グ
盤
お
よ
び
可
搬
ケ

ー
ブ
ル
に
つ
い
て
は
，
１
箇
月
に
１
回
ま
た
は
３
箇
月
に
１
回
の
外
観
点
検
に
よ
り
，
必
要
な
機
能

を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ

る
原
子
炉
 

の
状
態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

A.
代

替
電

源
設

備
に

よ

る
電
源
系
が
動
作
不
能

の
場
合
 

A1
.課

長
（
電
気
）
ま
た
は
課
長
（
タ
ー
ビ
ン
）
は
，

代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る

※
３
。

 

ま
た
は
 

A2
.課

長
（
電
気
）
ま
た
は
課
長
（
タ
ー
ビ
ン
）
は
，

当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

１
０
日
間
 

   １
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ
れ
る

措
置
を
完
了
時
間
内
に

達
成
で
き
な
い
場
合
 

B1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
代

替
電

源
設

備
に

よ

る
電
源
系
が
動
作
不
能

の
場
合
 

A1
.課

長
（
電
気
）
ま
た
は
課
長
（
タ
ー
ビ
ン
）
は
，

当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.課

長
（
電
気
）
ま
た
は
課
長
（
タ
ー
ビ
ン
）
は
，

代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

※
２
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
３
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸
脱

は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｂ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

   

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

代
替
電
源
設
備
に
よ
る
電
源
系
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場

合
を
条
件
と
し
て
記
載
す
る
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

緊
急
時
対
策
所
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
と
し
て
は
重
要
度
分
類
指
針
に
お
い
て
「
緊
急
時
対
策
上

重
要
な
も
の
及
び
異
常
状
態
の
把
握
機
能
」
と
し
て
「
Ｍ
Ｓ
－
３
」
に
分
類
さ
れ
て
お
り
，
従
来
は
Ｌ

Ｃ
Ｏ
設
定
し
て
い
な
い
。
緊
急
時
対
策
所
は
，
運
転
中
／
停
止
中
の
炉
心
，
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
の
燃

料
に
対
し
て
間
接
的
に
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
で
あ
り
，
事
故
時
に
情
報
収
集
し
必
要
な
指
示
を
行

う
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
，「

Ｍ
Ｓ
－
２
」
の
「
異
常
状
態
へ
の
対
応
上
特
に
重
要
な
構
造
物
，

系
統
及
び
機
器
」
に
分
類
さ
れ
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
さ
れ
て
い
る
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お
よ
び
制
御

設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
要
求
さ
れ
る
措
置
／
Ａ
Ｏ
Ｔ
を
参
考
に
以
下
に
定
め
る
。
 

 【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
 

A1
.，

A2
．
当
該
系
統
(代

替
電
源
設
備
)
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
,ド

ラ
ム
缶
・

ト
ラ
ッ
ク
・
要
員
の
確
保
若
し
く
は
発
電
機
，
ケ
ー
ブ
ル
ま
た
は
配
電
盤
の
補
充
等
）
を

検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
“
速
や
か
に
”
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，

保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン

ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め

に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，
「
１
０
日
間
」
と
す

る
。
 

 

B1
.，

B2
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。

 

 【
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
】
 

A1
．
当
該
系
統
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 A2
．
当
該
系
統
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
タ
ン
ク
ロ
ー
リ
,
ド
ラ
ム
缶
・
ト
ラ
ッ
ク
・
要
員
の
確

保
若
し
く
は
発
電
機
，
ケ
ー
ブ
ル
ま
た
は
配
電
盤
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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【凡例】 

：高圧遮断器 

：低圧遮断器 

：配線用遮断器 

：重大事故等対処設備のうち電源設備 

：可搬ケーブルのコネクタ 

M/C ：メタルクラッド開閉装置 

L/C ：ロードセンタ 

無停電 
電源装置 

・通信連絡設備

（衛星電話設備，無線通信 

設備，SPDS 伝送サーバ） 

・放射線管理設備

・可搬式モニタリング・ポスト

・コンセント

・照明設備

・コンセント

210V 低圧母線 

変圧器 

緊急時対策所 

変圧器 

空気浄化装置操作盤 

・緊急時対策所空気浄化送風機 

空気浄化装置接続盤 

・照明設備

充電器 

・空調設備

A- 
非常用 DG 

設計基準事故対処設備 

C-M/C

210V 

緊急時 
対策所用 
発電機 

緊急時 
対策所用 
発電機 

屋外（緊急時対策所北側） 

C- 
動力変圧器 

・通信連絡設備

（電力保安通信用 

電話設備） 

通信棟 

緊急時 
対策所用 
発電機 

屋外（第４保管エリア） 

予備 

C-L/C

充電器 

緊急時 
対策所用 
発電機 

予備 

２台のうち１台は

待機予備 

第10.8－4図 緊急時対策所系統概要図(4)（代替電源設備からの給電） 

65-16-2の範囲
赤枠にて示す 添付-1-(1) 設置変更許可申請書　添付八

8－10－218

1029

199459
長方形

199459
長方形

199459
多角形



第10.8－5図 緊急時対策所系統概要図(5)（代替電源設備からの給電） 

ホース

タンクローリへの補給

タンクローリ

緊急時対策所用 

発電機 

ホース

タンクローリ

緊急時対策所用 

燃料地下タンク 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書　添付八

8－10－219

1030

199459
長方形

199459
長方形



時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策所を正圧化し，緊急時対策

所内へ希ガスを含む放射性物質の侵入を防止するとともに，酸素濃度及び

二酸化炭素濃度を活動に支障がない範囲に維持するために必要な容量に加

え，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップを考慮し，十分

な容量を保管する。 

酸素濃度計及び二酸化炭素濃度計は，緊急時対策所内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度が活動に支障がない範囲であることの測定が可能なものを，

それぞれ１個使用する。保有数は，それぞれ１個に加え，故障時及び保守

点検時による待機除外時のバックアップ用として１個のそれぞれ合計２個

を保管する。 

差圧計は，緊急時対策所の正圧化された室内と周辺エリアとの差圧範囲

を監視できるものを１台設置する。 

可搬式エリア放射線モニタは，重大事故等時において，緊急時対策所内

の放射線量の監視に必要な測定範囲を有するものを１台使用する。保有数

は，１台に加え，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として１台の合計２台を保管する。 

緊急時対策所用発電機は，１台で緊急時対策所に給電するために必要な

容量を有するものを，燃料給油時の切替えを考慮して，合計２台を使用す

る。保有数は，２台に加え，故障対応時及び保守点検時のバックアップ用

として２台を保管する。 

タンクローリは，想定される重大事故等時において，その機能を発揮す

ることが必要な重大事故等対処設備に，燃料を給油できる容量を有するも

のを１台使用する。保有数は，１台に加えて，故障時及び保守点検による

待機除外時のバックアップ用として１台の合計２台を保管する。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，想定される重大事故等時において，

その機能を発揮することが必要な重大事故等対処設備が，７日間連続運転

するために必要となる燃料を供給できる容量を有する設計とする。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
所要数・必要容量 

関連箇所を下線にて示す 
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(2) 緊急時対策所用発電機

機関

個  数 ２（予備２） 

使用燃料 軽油 

発電機 

個  数 ２（予備２） 

種  類 横軸回転界磁三相同期発電機 

容  量 約220kVA/台 

力  率 0.8 

電  圧 210V 

周波数 60Hz 

(3) タンクローリ

台  数 １（予備１） 

容  量 約3.0m3/台 

(4) 緊急時対策所用燃料地下タンク

基  数 １ 

容  量 約45m3 

添付-2-(2)　設置変更許可申請書 添付八 
設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す 
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名 称 タンクローリ

容 量 ℓ/個 3000 以上（3000） 

最 高 使 用 圧 力 kPa 24 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 － 1（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（緊

急時対策所用発電機）として使用するタンクローリは，以下の機能を有する。 

タンクローリは，重大事故等時が発生した場合において，緊急時対策所の機能及び居住性の

維持に必要な電力を確保する緊急時対策所用発電機用発電機の燃料を供給するために設置す

る。 

タンクローリは，緊急時対策所用燃料地下タンクから緊急時対策所用発電機付燃料タンクヘ

燃料を供給できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

タンクローリを重大事故等時において使用する場合の容量は，緊急時対策所用発電機付燃料

タンクへ燃料を供給するために必要な容量を基に設定する。

タンクローリは，重大事故等対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類

十）において想定した重要事故シーケンスにおいて，緊急時対策所用発電機が，想定される負

荷で連続運転したとしても，7 日間は緊急時対策所用発電機付燃料タンクが枯渇しないように

供給できる設計とする。初期給油時間及び連続供給間隔を考慮した必要最大供給量を表 2.1.6

－1 に示す。 

緊急時対策所用発電機の起動のタイミング及び燃料消費量は，適宜燃料の状況を確認し，枯

渇する前に供給を行うが，容量の設定にあたっては，タンクローリの必要容量が厳しくなるよ

うに，緊急時対策所用発電機が想定される負荷で連続運転したものとする。また，作業時間に

ついては，訓練実績等から現実的に可能な時間を設定し，表 2.1.6－2 のとおりとする。 

表 2.1.6－1 より，緊急時対策所用発電機付燃料タンクの燃料が枯渇する時間がタンクロー

リから燃料を供給する間隔より長く，燃料が枯渇する前に供給が可能なことから，緊急時対策

所用発電機付燃料タンクの継続した運転が可能となる。1 回の汲み上げで緊急時対策所用発電

機付燃料タンクに複数回分の供給が可能であることから，1 回当たりの供給に必要な容量は最

大で 821ℓ である。 

したがって，タンクローリの容量は，供給に必要な容量である 1642ℓ に対し，供給量への余

裕を考慮して 3000ℓ/個以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

公称値については，要求される容量と同じ 3000ℓ/個とする。 

2. 最高使用圧力の設定根拠

タンクローリを重大事故等時において使用する場合の圧力は移動タンク貯蔵所であり，危険

物の規制に関する規則第19条に定める 20kPaを超え，24kPa以下の範囲の圧力で作動する安全

弁を取り付けていることから，24kPa とする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

タンクローリを重大事故等時において使用する場合の温度は，屋外で使用する可搬型設備で

あることから，外気の温度＊を上回る 40℃とする。 

注記＊：外気の温度は，松江市の過去最高気温（38.5℃）とする。 

4. 個数の設定根拠

タンクローリは，緊急時対策所用燃料地下タンクから緊急時対策所用発電機付燃料タンクヘ

燃料を供給するために 1 個保管するとともに，故障時及び保守点検による待機除外時のバック

アップ用として予備 1 個（その他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電

装置（高圧発電機車）の予備と兼用）を分散して保管する。 
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表 2.1.6－2 非常用発電装置の給油作業に伴う各作業の作業時間 

No. 作業内容 距離 所要時間 

① 緊急時対策所から第１保管エリアまで移動 約 0.1km 5 分 

② 車両健全性確認 ― 10 分 

③ 
第１保管エリアから緊急時対策所用燃料地下タンクまで移

動 
約 0.2km 1 分 

④ 
緊急時対策所用燃料地下タンクからの抜取準備作業（ステ

ップ⑥へ） 
― 69 分 

⑤ 
緊急時対策所用燃料地下タンクからの抜取準備作業（2回目

以降） 
― 9 分 

⑥ 緊急時対策所用燃料地下タンクからの抜取 ― 26 分 

⑦ 抜取片付け ― 10 分 

⑧ 
緊急時対策所用燃料地下タンクから緊急時対策所用発電機

まで移動 
約 0.2km 1 分 

⑨ 緊急時対策所用発電機への給油準備 ― 5 分 

⑩ 緊急時対策所用発電機への給油 ― 10 分 

⑪ 給油片付け（2周終了毎にステップ⑬へ） ― 5 分 

⑫ ステップ⑨の手順へ戻る ― ― 

⑬ 
緊急時対策所用発電機から緊急時対策所用燃料地下タンク

クまで移動
約 0.2km 1 分 

⑭ ステップ⑤の手順に戻る ― ― 
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名 称 緊急時対策所用燃料地下タンク 

容 量 kℓ/個 45 以上（45） 

最 高 使 用 圧 力 MPa 静水頭 

最 高 使 用 温 度 ℃ 40 

個 数 ― 1 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（緊

急時対策所用発電機）として使用する緊急時対策所用燃料地下タンクは，以下の機能を有す

る。 

緊急時対策所用燃料地下タンクは，重大事故等時が発生した場合において，緊急時対策所の

機能及び居住性の維持に必要な電力を確保する緊急時対策所用発電機用発電機の燃料を供給す

るために設置する。 

系統構成は，緊急時対策所用燃料地下タンクからタンクローリを使用し，緊急時対策所用発

電機付燃料タンクへ燃料を供給できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

緊急時対策所用燃料地下タンクを重大事故等時において使用する場合の容量は，緊急時対策

所用発電機を想定される負荷で 7日間の連続運転が可能な容量とする。 

上記の条件を満足する緊急時対策所用燃料地下タンクの必要容量は，下記のように求める。 

Ｖ＝Ｃ×Ｔ 

Ｖ：必要容量（kℓ） 

Ｃ：燃料消費率（ℓ/h）＝22.8＊ 

Ｔ：連続運転時間（h）＝168 

注記＊：重大事故等対処設備として使用する 45%負荷における燃料消費率 

Ｖ＝22.8/1000×168＝3.83≒3.9 

上記から，緊急時対策所用燃料地下タンクの容量は，3.9kℓを上回る容量として45kℓ以上と

する。 

公称値については，要求される容量と同じである 45kℓ とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

2. 最高使用圧力の設定根拠

緊急時対策所用燃料地下タンクを重大事故等時において使用する場合の最高使用圧力は，緊

急時対策所用燃料地下タンクが開放型タンクであることから，静水頭とする。 

3. 最高使用温度の設定根拠

緊急時対策所用燃料地下タンクを重大事故等で使用する場合の最高使用温度は，緊急時対策

所用燃料地下タンクが開放型タンクであることから，外気の温度＊を上回る 40℃とする。 

注記＊：外気の温度は，松江市の過去最高気温（38.5℃）とする。 

4. 個数の設定根拠

緊急時対策所用燃料地下タンクは，重大事故等対処設備として緊急時対策所用発電機が想定

される負荷で 7日間運転継続可能な燃料を貯蔵するために必要となる 1個を設置する。 
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名 称 緊急時対策所用発電機用発電機 

容 量 kVA/個 220 

個 数 ― 2（予備 2） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備の非常用発電装置（緊

急時対策所用発電機）として使用する緊急時対策所用発電機用発電機は，以下の機能を有す

る。 

緊急時対策所用発電機用発電機は，重大事故等が発生した場合において緊急時対策所の機能

及び居住性の維持に必要な電力を確保するために設置する。 

緊急時対策所用発電機用発電機は，全交流動力電源が喪失した場合に，緊急時対策所 発電

機接続プラグ盤に接続することで必要な設備に電力を供給できる設計とする。 

1. 容量の設定根拠

緊急時対策所用発電機用発電機を重大事故等時に使用する場合の容量に関しては，添付書類

Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」にて説明する。 

2. 個数の設定根拠

緊急時対策所用発電機用発電機は，重大事故等対処設備として緊急時対策所の機能及び居住

性の維持に必要な電力を確保するため，1 個で必要な容量を有するものを燃料補給時の切替を

考慮して合計 2 個を保管することに加え，保守点検による待機除外時のバックアップとして予

備を 2個保管する。 
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2.21 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

名 称 緊急時対策所 発電機接続プラグ盤 

容 量 A/個 1200 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する緊急

時対策所 発電機接続プラグ盤は，以下の機能を有する。 

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，重大事故等が発生した場合においても緊急時対策

所の機能及び居住性の維持に必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，全交流動力電源が喪失した場合に，代替交流電源設備である緊急時対策所用

発電機を緊急時対策所 発電機接続プラグ盤に接続し，緊急時対策所 低圧受電盤，緊急時

対策所 低圧母線盤を介して緊急時対策所内の負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤の電圧は，緊急時対策所用発電機と同じ 210Vと

する。 

1. 容量の設定根拠

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤を重大事故等時に使用する場合は，緊急時対策所用発

電機の容量を基に設計とする。 

緊急時対策所用発電機の電流は，緊急時対策所用発電機の容量 220kVA に対し，以下のとお

り 605Aである。 

I＝
Q

√3・V
＝

220

√3 × 0.21
＝604.8 ≒ 605 

I：電流（A） 

Q：緊急時対策所用発電機の容量（kVA）＝220 

V：電圧（kV）＝0.21 

したがって，緊急時対策所 発電機接続プラグ盤の容量は 605Aを上回る 1200A/個とする。 

2. 個数の設定根拠

緊急時対策所 発電機接続プラグ盤は，重大事故等対処設備として緊急時対策所に必要な

電力を確保するために必要な個数である 1個設置する。 

設備仕様 
関連箇所を下線にて示す 

S
2
 
補
 
Ⅵ
-
1
-
1
-
5
-別

添
 
2
 
R
1
 

40 

1040

298352
下線

298352
下線

298352
下線

298352
下線

298352
テキストボックス
添付-2-(4) 設計及び工事計画認可申請書



2.23 緊急時対策所 低圧母線盤 

名 称 緊急時対策所 低圧母線盤 

容 量 A/個 800 

個 数 － 1 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する緊急

時対策所 低圧母線盤は，以下の機能を有する。 

緊急時対策所 低圧母線盤は，重大事故等が発生した場合においても緊急時対策所の機能

及び居住性の維持に必要な電力を確保するために設置する。 

系統構成は，全交流動力電源が喪失した場合に，代替交流電源設備である緊急時対策所用

発電機を緊急時対策所 発電機接続プラグ盤に接続し，緊急時対策所 低圧受電盤，緊急時

対策所 低圧母線盤を介して緊急時対策所内の負荷へ電力を供給できる設計とする。 

なお，緊急時対策所 低圧母線盤の電圧は，上流に設置されている緊急時対策所 低圧受

電盤と同じ 210V とする。 

1. 容量の設定根拠

緊急時対策所 低圧母線盤を重大事故等時に使用する場合は，上流に設置されている低圧

受電盤から供給される容量を下流に設置されている低圧負荷へ供給できる設計とする。 

緊急時対策所 低圧母線盤の負荷容量を表 1に示す。 

  表 1より，緊急時対策所 低圧母線盤の負荷容量 214kVAに対し，電流は以下のとおり

589Aである。 

I＝
Q

√3・V
＝

214

√3 × 0.21
＝588.3 ≒ 589 

I：電流（A） 

Q：負荷容量（kVA）＝214 

V：電圧（kV）＝0.21 

したがって，緊急時対策所 低圧母線盤の容量は 589Aを上回る 800A/個とする。 
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表 1 緊急時対策所 低圧母線盤の負荷容量 

負荷名称 負荷容量(kVA) 

緊急時対策所 低圧分電盤 1 14 

緊急時対策所 低圧分電盤 2 11 

緊急時対策所 無停電分電盤 1 18 

その他の負荷 171 

合 計 214 

2. 個数の設定根拠

緊急時対策所 低圧母線盤は，重大事故等対処設備として緊急時対策所に必要な電力を確

保するために必要な個数である 1個設置する。 
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2.29 可搬ケーブル 

名 称 可搬ケ－ブル 

容 量 A/本 302 

個 数 － 1 相分 2本の 3相分 6本を 4セット 

【設 定 根 拠】  

（概 要） 

重大事故等時にその他発電用原子炉の附属施設のうち非常用電源設備として使用する可搬

ケーブルは，以下の機能を有する。

可搬ケーブルは，重大事故等が発生した場合において緊急時対策所の機能及び居住性の維持

に必要な電力を確保するために設置する。 

可搬ケーブルは，緊急時対策所用発電機及び緊急時対策所 発電機接続プラグ盤に接続する

ことで，緊急時対策所内の負荷に電力を供給できる設計とする。 

なお，可搬ケーブルの電圧は，緊急時対策所用発電機と同じ 210V とする。 

1. 容量の設定根拠

可搬ケーブルを重大事故等時に使用する場合の容量は，重大事故等時に必要な容量に基づき

設計した緊急時対策所用発電機の負荷容量を供給できる設計とする。 

可搬ケーブルの容量は，添付書類Ⅵ-1-9-1-1「非常用発電装置の出力の決定に関する説明書」

にて示す緊急時対策所用発電機の負荷容量 79.13kW に対し，以下のとおり 272A を上回る 302A/

本とする。 

I＝
Q

√3・V・0.8
＝

79.13

√3 × 0.21 × 0.8
＝271.9 ≒ 272 

I：電流(A) 

Q：緊急時対策所用発電機の負荷容量(kW)＝79.13 

V：電圧(kV)＝0.21 

2. 個数の設定根拠

可搬ケーブルは，重大事故等対処設備として緊急時対策所に必要な電力を確保するために必

要な個数である 1相分 2本の 3相分 6本を 4セット設置する。 
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保安規定第６５条 

表６５－１７「通信連絡を行うために必要な設備」 

６５－１７－１「通信連絡設備」 

 

運転上の制限等のについて 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数・必要容量） 

  （２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

  （３）設置変更許可申請書 添付八（所要数） 
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記
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考
 

 表
６
５
－
１
７

 
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
 

 ６
５
－
１
７
－
１
 
通
信
連
絡
設
備
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

通
信
連
絡
設
備
 

（
１
）
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ
が
動
作
可
能
で

あ
る
こ
と
 

（
２
）
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
（
テ
レ
ビ
会
議

シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
－
電
話
機
お
よ
び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ

と
 

（
３
）
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
表
示
装
置
，
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
，
衛
星
電
話
設
備

（
携
帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
），

無
線
通
信
設
備
（
携
帯
型
）
お
よ

び
有
線
式
通
信
機
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

                        

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
二
条
（
１
．
１
９
）
が
該
当
す
る
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
通
信
連
絡
設
備
の
所
要
数
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
一
条
（
１
．
１
８
）
 

「
緊
急
時
対
策
所
(の

居
住
性
に
関
す
る
手
順
等
)」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
も
重
大
事
故
等
に
対
処
す
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
要
員
が
と
ど
ま
り
，
必
要
な
指
示
を
行
う

と
と
も
に
，
発
電
所
内
外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
す
る
た
め
に
必
要
な
設

備
を
設
置
す
る
（
手
順
等
を
定
め
る
）
こ
と
。
［
本
項
は
通
信
連
絡
を
行
う
設
備
が
対
象
］
 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
六
十
二
条
（
１
．
１
９
）
 

「
通
信
連
絡
を
行
う
設
備

(手
順
等
)」

と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
発
電
所
内

外
の
通
信
連
絡
を
す
る
必
要
の
あ
る
場
所
と
通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
る
（
手
順

等
を
定
め
る
）
こ
と
。
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適
用
さ
れ
る
 

原
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炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

緊
急
時
 

対
策
所
 

安
全
パ
ラ
メ
ー

タ
表
示
シ
ス
テ

ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
） 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ

※
１
 

１
式

※
２
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
表
示
装
置
 

１
台
 

統
合
原
子
力
防

災
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
に
接
続
す
る

通
信
連
絡
設
備
 

テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
 

１
台

※
３
 

Ｉ
Ｐ
－
電
話
機
 

６
台

※
３
 

Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
 

３
台

※
３
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
 

５
台
 

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
 

５
台
 

無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）
 

５
台
 

無
線
通
信
設
備
（
携
帯
型
）
 

１
０
台
 

計
算
機
室
 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
表

示
シ
ス
テ
ム
（
Ｓ
Ｐ
Ｄ

Ｓ
）
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
 

収
集
サ
ー
バ
 

１
式

※
２
 

中
央
制
御
室
 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
 

２
台
 

無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）
 

２
台
 

廃
棄
物
 

処
理
建
物
 

有
線
式
通
信
機
 

４
台
 

※
１
：
デ
ー
タ
伝
送
設
備
を
含
む
。
 

※
２
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ
に
つ
い
て
は
，
サ
ー
バ
１
ま
た
は
サ
ー

バ
２
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
所
内
は
有
線
系
ま
た
は
無
線
系
回
線
，
所
外
は
有
線
系
ま
た
は
衛
星
系
回
線

で
伝
送
可
能
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。
 

※
３
：
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
は
，
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，

Ｉ
Ｐ
－
電
話
機
ま
た
は
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
の
い
ず
れ
か
に
よ
り
有
線
系
ま
た
は
衛
星
系
回
線
で
所
外
へ
通

信
可
能
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

 

      

 ④
 
通
信
連
絡
設
備
は
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
原
子
炉
施
設
内
外
の
連
絡
を
行
う
た
め

に
必
要
な
設
備
で
あ
り
，
重
大
事
故
等
が
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
，
待
機
が

必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停

止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 ⑥
 
通
信
連
絡
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
。
設
計
及
び
工
事
計
画
認
可
申
請
書
に
お
い
て
整
理
し
た
各

場
所
に
必
要
な
個
数
を
所
要
数
と
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－

２
）
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（
２
）
確
認
事
項
 

項
 
 
目
⑦
 

頻
 
 
度
 

担
 
 
当
 

1.
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
，
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ

お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
表
示
装
置
の
伝
送
機
能
を
確

認
す
る
。
ま
た
，
デ
ー
タ
の
記
録
機
能
を
確
認
す
る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
計
装
）
 

2.
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連

絡
設
備
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
－
電
話
機
お
よ

び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
の
通
話
お
よ
び
通
信
機
能
を
確
認
す

る
。
 

１
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

3.
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 
１
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

4.
衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 
３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

5.
無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 
１
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

6.
無
線
通
信
設
備
（
携
帯
型
）
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 
３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

7.
有
線
式
通
信
機
の
通
話
機
能
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
（
電
気
）
 

                       

 ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。
（
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
）
 

 a.
 
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。
）
 

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
），

無
線
通
信
設
備
（
携
帯
型
）
お
よ
び
有
線
式
通
信
機
に
つ
い
て
は
，
可

搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，「

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型

重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度
の
考
え
方
に
基
づ
き
３
箇
月
に
１
回
に
，
通
話
確

認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

 

衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
お
よ
び
無
線
通
信
設
備
（
固
定
型
）
に
つ
い
て
は
，
通
話
確
認
に
よ
り

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
既
存
の
保
安
規
定
設
備
（
ポ
ン
プ
，
フ
ァ

ン
等
）
の
確
認
頻
度
が
１
箇
月
に
１
回
で
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
，
そ
れ
を
準
用
し
た
対
応
と
す
る
。 

 

統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
－

電
話
機
お
よ
び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
に
つ
い
て
は
，
通
話
お
よ
び
通
信
確
認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る

こ
と
を
確
認
す
る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
，
上
記
の
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
等
と
同
様
。
 

 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
，
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
表
示
装
置
に
つ

い
て
は
，
伝
送
機
能
お
よ
び
デ
ー
タ
の
記
録
機
能
の
確
認
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
。
頻
度
に
つ
い
て
は
，
上
記
の
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
等
と
同
様
。
な
お
，
デ
ー
タ
の
記
録

は
，
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
の
要
求
事
項
の

記
録
を
い
う
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
 

さ
れ
る
 

原
子
炉
 

の
状
態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

A.
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー

バ
※
４
ま
た
は
Ｓ
Ｐ
Ｄ

Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ

※
４
が
動
作
不
能
で
あ

る
場
合
 

A1
.課

長
（
計
装
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A2
.課

長
（
計
装
）
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
※
８
。
 

１
０
日
間

※
12
 

  １
０
日
間
 

B.
統
合
原
子
力
防
災
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続

す
る
通
信
連
絡
設
備

※
５
が
動
作
不
能
の
場

合
 

B1
.課

長
（
電
気
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

B2
.課

長
（
電
気
）
は
，
代
替
措
置

※
９
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
※
８
。
 

１
０
日
間

※
12
 

  １
０
日
間
 

C.
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
表
示

装
置

※
４
が
動
作
不
能

の
場
合
 

C1
.課

長
（
計
装
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

C2
.課

長
（
計
装
）
は
，
代
替
措
置

※
10
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
※
８
。
 

１
０
日
間
 

  １
０
日
間
 

D.
動
作
可
能
な
衛

星
電

話
設
備
（
固
定
型
）

※

６
，

衛
星

電
話

設
備

（
携
帯
型
）
※
６
，
無
線

通
信
設
備
（
固
定
型
）

※
６
，
無
線
通
信
設
備

（
携
帯
型
）

※
６
ま
た

は
有
線
式
通
信
機

※
６

が
所
要
数
を
満
足
し

て
い
な
い
場
合
 

D1
.課

長
（
電
気
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

D2
.課

長
（
電
気
）
は
，
代
替
措
置

※
11
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
※
８
。
 

１
０
日
間

※
12
 

  １
０
日
間
 

E.
条
件

A
か
ら

D
で
要
求

さ
れ
る
措
置
を
完
了
時

間
内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

E1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

E2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

   

 ⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。
 

通
信
連
絡
設
備
は
，
１
Ｎ
要
求
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
設

定
す
る
。
 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
 

A1
．
通
信
連
絡
設
備
に
つ
い
て
所
要
数
を
満
足
さ
せ
る
。
完
了
時
間
は
，
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の

他
設
備
と
同
様
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計
測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ

の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，
少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た

め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 

A2
．
通
信
連
絡
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て

実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
緊
急
時
対
策
所
に
係
る
そ
の
他
設
備
と
同
様
，
保
安
規
定
第
２
７
条
（
計

測
お
よ
び
制
御
設
備
）
の
「
事
故
時
計
装
」
の
２
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
，

少
な
く
と
も
１
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
復
旧
す
る
た
め
に
認
め
ら
れ
て
い
る
完
了
時
間
で
あ
る
「
１

０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 

B1
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

 

B1
．，

A1
．
と
同
様
。
 

 B2
．，

A2
．
と
同
様
。
 

 

C1
．，

A1
．
と
同
様
。
 

 

C2
．，

A2
．
と
同
様
。
 

 

D1
．，

A1
．
と
同
様
。
 

 D2
．，

A2
．
と
同
様
。
 

 

E1
．，

E2
．
既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 

適
用
 

さ
れ
る
 

原
子
炉
 

の
状
態
 

条
 
件
 

要
求
さ
れ
る
措
置
 

完
了
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
伝

送
サ

ー
バ

※
４
ま
た
は
Ｓ

Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集

サ
ー
バ

※
４
が
動
作
不

能
で
あ
る
場
合
 

A1
.課

長
（
計
装
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.課

長
（
計
装
）
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
12
 

  速
や
か
に
 

B.
統

合
原

子
力

防
災

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に

接
続

す
る

通
信

連

絡
設

備
※

５
が
動
作

不
能
の
場
合
 

B1
.課

長
（
電
気
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.課

長
（
電
気
）
は
，
代
替
措
置

※
９
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
12
 

  速
や
か
に
 

C.
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
表

示
装
置

※
４
が
動
作
不

能
の
場
合
 

C1
.課

長
（
計
装
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.課

長
（
計
装
）
は
，
代
替
措
置

※
10
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

 

  速
や
か
に
 

D.
動
作
可
能
な
，
衛
星

電
話

設
備

（
固

定

型
）

※
６
，
衛
星
電
話

設
備
（
携
帯
型
）
※
６
，

無
線
通
信
設
備
（
固

定
型
）

※
６
，
無
線
通

信
設
備
（
携
帯
型
）

※
６
ま
た
は
有

線
式

通
信

機
※
６
が

所
要

数
を

満
足

し
て

い

な
い
場
合
 

D1
.課

長
（
電
気
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

D2
.課

長
（
電
気
）
は
，
代
替
措
置

※
11
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す

る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に

※
12
 

  速
や
か
に
 

※
４
：
サ
ー
バ
切
替
等
に
よ
る
一
時
的
な
デ
ー
タ
伝
送
停
止
は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み

な
さ
な
い
。
ま
た
，
所
要
の
確
認
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
記
録
し
，
連
絡
す
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
を

条
件
に
行
う
計
画
的
な
保
全
作
業
お
よ
び
機
能
試
験
に
よ
る
停
止
時
（
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設

備
の
点
検
お
よ
び
試
験
に
伴
う
デ
ー
タ
伝
送
停
止
を
含
む
。）

は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い

と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
５
：
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
）
等
に
よ
る
通
信
手
段
を
確
保
す
る
こ
と
を
条
件
に
行
う
計
画
的
な
保
全
作

     【
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
】
 

A1
．
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 

A2
．
当
該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 

B1
．，

B2
．，

A1
．，

A2
．
と
同
様
。
 

 

C1
．，

C2
．，

A1
．，

A2
．
と
同
様
。
 

 

D1
．，

D2
．，

A1
．，

A2
．
と
同
様
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

業
お
よ
び
機
能
試
験
に
よ
る
停
止
時
（
他
の
事
業
者
等
が
所
掌
す
る
設
備
の
点
検
お
よ
び
試
験
に
伴
う

停
止
を
含
む
。）

は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な
い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
６
：
連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通
信
機
器
の
追
加
ま
た
は
他
種
の
通
信
機
器
等
に
よ
る
通
信
手
段
を
確

保
す
る
こ
と
を
条
件
に
行
う
計
画
的
な
保
全
作
業
お
よ
び
機
能
試
験
に
よ
る
停
止
時
（
他
の
事
業
者
等

が
所
掌
す
る
設
備
の
点
検
お
よ
び
試
験
に
伴
う
停
止
を
含
む
。）

は
，
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
な

い
と
は
み
な
さ
な
い
。
 

※
７
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ
の
代
替
措
置
は
，
所
要
の
確
認
対
象
パ

ラ
メ
ー
タ
を
記
録
し
，
連
絡
す
る
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
い
う
。
 

※
８
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
は
継
続

す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｅ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

※
９
：
統
合
原
子
力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
の
代
替
措
置
は
，
通
信
機
器
の
補
充
等

を
い
う
。
 

※
10
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
表
示
装
置
の
代
替
措
置
は
，
連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通
信
機
器
の
追
加
ま
た

は
他
種
の
通
信
機
器
に
よ
る
通
信
手
段
の
確
保
お
よ
び
あ
ら
か
じ
め
記
録
対
象
パ
ラ
メ
ー
タ
を
定
め
，

記
録
要
員
を
確
保
す
る
こ
と
等
を
い
う
。
 

※
11
：
連
絡
要
員
の
追
加
や
，
同
種
の
通
信
機
器
の
追
加
ま
た
は
他
種
の
通
信
機
器
に
よ
る
通
信
手
段
の
確
保

に
よ
る
措
置
を
い
う
。
 

※
12
：
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
，
衛
星
電
話
設
備
（
固
定
型
），

衛
星
電
話
設
備
（
携
帯
型
）
お
よ
び
統
合
原
子

力
防
災
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
接
続
す
る
通
信
連
絡
設
備
（
テ
レ
ビ
会
議
シ
ス
テ
ム
，
Ｉ
Ｐ
－
電
話
機
お
よ

び
Ｉ
Ｐ
－
Ｆ
Ａ
Ｘ
）
に
つ
い
て
は
，
原
子
炉
設
置
者
所
掌
外
の
設
備
（
通
信
衛
星
等
の
他
の
事
業
者
等

が
所
掌
す
る
設
備
）
の
故
障
等
に
よ
り
運
転
上
の
制
限
を
逸
脱
し
た
場
合
に
お
い
て
，
当
該
要
求
さ
れ

る
措
置
に
対
す
る
完
了
時
間
を
除
外
す
る
。
 

 

      

注
釈
※
７
の
解
釈
：
 

Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
伝
送
サ
ー
バ
お
よ
び
Ｓ
Ｐ
Ｄ
Ｓ
デ
ー
タ
収
集
サ
ー
バ
の
伝
送
停
止
（
パ
ラ
メ
ー
タ
の
記
録
不
良

含
む
）
が
発
生
し
た
場
合
，
以
下
の
措
置
を
行
う
。
な
お
，
「
所
要
の
確
認
パ
ラ
メ
ー
タ
」
と
は
，
設
置
許

可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
八
条
（
１
．
１
５
）
で
要
求
さ
れ
，
保
安
規
定
第
６
５
条

「
６
５
－
１
３
－
１

 
主
要
パ
ラ
メ
ー
タ
お
よ
び
代
替
パ
ラ
メ
ー
タ
」
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
い
う
。 


 
課
長
（
第
一
発
電
）
は
，
パ
ラ
メ
ー
タ
の
記
録
ま
た
は
伝
送
不
良
が
発
生
し
た
場
合
，
状
況
に
応
じ
た
記

録
要
員
数
を
確
認
し
，
速
や
か
に
中
央
制
御
室
に
配
置
す
る
。
 


 
記
録
要
員
は
，
６
５
－
１
３
－
１
に
規
定
す
る
パ
ラ
メ
ー
タ
を
所
定
の
頻
度
で
記
録
す
る
。
（
所
定
の
頻

度
と
は
，
１
時
間
毎
を
目
途
と
す
る
。）

 


 
記
録
し
た
パ
ラ
メ
ー
タ
を
連
絡
す
る
た
め
の
体
制
を
構
築
す
る
。
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10.11.2.2.4 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

有線式通信設備は，想定される重大事故等時において，発電所内の建物

内で必要な通信連絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有

数は，重大事故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時の

バックアップ用を加え，一式を保管する設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）は，想定される重大事故等

時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な個数を設置する設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）は，想定される重大事故等

時において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う

ために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，重大事故等に対処す

るために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ用を加え，一

式を保管する設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（固定型）は，想定される重大事故等

時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な個数を設置する設計とする。 

衛星電話設備のうち衛星電話設備（携帯型）は，想定される重大事故等

時において，発電所内及び発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通

信連絡を行うために必要な個数を保管する設計とする。保有数は，重大事

故等に対処するために必要な個数と故障時及び保守点検時のバックアップ

用を加え，一式を保管する設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）は，想定される重大事故等時

において，発電所内の通信連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を

伝送することができる設計とする。 

統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備は，想定される重

大事故等時において，発電所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連

絡を行うために必要な個数を設置する設計とする。 

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
所要数・必要容量 

関連箇所を下線にて示す 

8－10－133

1052

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線

199459
下線



データ伝送設備は，想定される重大事故等時において，発電所外の通信

連絡をする必要のある場所に必要なデータ量を伝送することができる設計

とする。 

10.11.2.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

有線式通信設備は，中央制御室付近の廃棄物処理建物内に保管し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

有線式通信設備は，想定される重大事故等時において，発電所内の建物

内で使用し，使用場所で操作が可能な設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（固定型）及び衛星電話設備のうち衛

星電話設備（固定型）は，中央制御室及び緊急時対策所内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信絡設備（固定型）及び衛星電話設備のうち

衛星電話設備（固定型）の操作は，想定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。 

無線通信設備のうち無線通信設備（携帯型）及び衛星電話設備のうち衛

星電話設備（携帯型）は，発電所内の屋外で使用し，使用場所で操作が可

能な設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サ

ーバは，廃棄物処理建物内に設置し，想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。 

ＳＰＤＳデータ収集サーバは，想定される重大事故等時に操作を行う必

要がない設計とする。  

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバは，

緊急時対策所内に設置し，想定される重大事故等時における環境条件を考

慮した設計とする。ＳＰＤＳ伝送サーバは，想定される重大事故等時に操

作を行う必要がない設計とする。 

安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装

添付-2-(1) 設置変更許可申請書 添付八 
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第10.11－2表 通信連絡を行うために必要な設備（常設）の主要機器仕様 

(1) 無線通信設備

無線通信設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・中央制御室（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

使用回線 無線系回線 

個  数 一式 

(2) 衛星電話設備

衛星電話設備（固定型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・中央制御室（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

使用回線 衛星系回線 

個  数 一式 

(3) 安全パラメータ表示システム（ＳＰＤＳ）

兼用する設備は以下のとおり。

・計装設備（重大事故等対処設備）

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

ａ．ＳＰＤＳデータ収集サーバ 

使用回線 有線系回線及び無線系回線 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 
設備仕様 

関連箇所を赤枠にて示す 

8－10－170
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個  数 一式 

ｂ．ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使用回線 有線系回線及び無線系回線 

個  数 一式 

ｃ．ＳＰＤＳデータ表示装置 

個  数 一式 

(4) 統合原子力防災ネットワークに接続する通信連絡設備

兼用する設備は以下のとおり。

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

ａ．テレビ会議システム 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

ｂ．ＩＰ－電話機 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

ｃ．ＩＰ－ＦＡＸ 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

(5) データ伝送設備

兼用する設備は以下のとおり。

・通信連絡設備（通常運転時等）

ａ．ＳＰＤＳ伝送サーバ 

使用回線 有線系回線及び衛星系回線 

個  数 一式 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 
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第10.11－3表 通信連絡を行うために必要な設備（可搬型）の主要機器仕様 

(1) 有線式通信設備

兼用する設備は以下のとおり。

・通信連絡設備（通常運転時等）

ａ．有線式通信機 

使用回線 有線系回線 

個  数 一式 

(2) 無線通信設備

無線通信設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

使用回線 無線系回線 

個  数 一式 

(3) 衛星電話設備

衛星電話設備（携帯型） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・緊急時対策所（通常運転時等）

・緊急時対策所（重大事故等時）

・通信連絡設備（通常運転時等）

使用回線 衛星系回線 

個  数 一式 

8－10－172

添付-2-(2) 設置変更許可申請書 添付八 
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・
中

央
制

御
室

 
：

2
台

 

（
中

央
制

御
室

待
避

室
用

を
含

む
）

 

そ
の

他
：

1
式

 

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

無
線

通
信

設
備

用
ラ

ッ
ク

 

・
無

線
通

信
設

備
用

ア
ン

テ
ナ
（

緊
急

時
対

策
所

）
 

（
原

子
炉

建
物

）
 

・
無

線
通

信
設

備
収

納
盤

（
中

央
制

御
室

）
 

・
無

線
通

信
設

備
用

ア
ン

テ
ナ

（
中

央
制

御
室

）
 

同
左

＊
1
 

－
 

１
，
２

，
３

号
機

共
用

 

無
線

通
信

設
備

 

（
携

帯
型

）
＊

2
 

1
0
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
0
台

 

1
0
台

＊
1
（

予
備

1
0
台

を
除

く
）

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
0
台

 

（
携

帯
型

用
充

電
器

：
2
0
台

）
 

（
予

備
1
0
台

を
除

く
）

 

全
体

数
量

 

：
6
2
台

＊
3
 

有
線

式
通

信
設

備
 

有
線

式
通

信
機

＊
2
 

4
台

 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

 

（
中

央
制

御
室

付
近

）
 ：

4
台

 

そ
の

他
：

4
台

 

（
廃

棄
物

処
理

建
物

（
中

央
制

御
室

付
近

）
）

 

・
中

継
コ

ー
ド

 
：

4
台

 

4
台

＊
1
（

予
備

6
台

を
除

く
）

 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

 

（
中

央
制

御
室

付
近

）
 ：

4
台
（

予
備

6
台

を
除

く
）
 

そ
の

他
：

4
台

（
予

備
2
台

を
除

く
）

＊
2
，

＊
5
 

（
廃

棄
物

処
理

建
物

（
中

央
制

御
室

付
近

）
）

 

・
中

継
コ

ー
ド

 
：

4
台

 

全
体

数
量

 

：
1
0
台

＊
4
 

－
 

注
記

＊
1
：

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

使
用

す
る

設
備

 

 
 

＊
2
：

数
量

及
び

設
置

場
所

（
又

は
保

管
場

所
）

は
，

原
子

力
防

災
訓

練
に

よ
り

実
効

性
を

確
認

し
，

必
要

に
応

じ
適

宜
改

善
し

て
い

く
。

 

 
 

＊
3
：

内
訳

は
，

緊
急

時
対

策
所

：
6
2
台

（
予

備
1
0
台

，
自

主
4
2
台

を
含

む
）

 

 
 

＊
4
：

内
訳

は
，

有
線

式
通

信
機

が
廃

棄
物

処
理

建
物

（
中

央
制

御
室

付
近

）
：

1
0
台

（
予

備
6
台

を
含

む
）

 

 
 

＊
5
：

中
継

コ
ー

ド
は

廃
棄

物
処

理
建

物
（

中
央

制
御

室
付

近
）
：

6
台

（
予

備
2
台

を
含

む
）
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S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-1
1 
R1
 

 

表
3
－

1
 

通
信

連
絡

設
備

の
主

要
設

備
一

覧
（

4
/
6
）

 

通
信

種
別

 
主

要
設

備
 

数
量

 
共

用
の

 

区
分

 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

備
考

 

安
全

パ
ラ

メ
ー

タ
 

表
示

シ
ス

テ
ム

 

（
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
）

 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

デ
ー

タ
収

集
サ

ー
バ

＊
3
 

1
式

 

・
廃

棄
物

処
理

建
物

 
計

算
機

室
 

：
1
式

 
同

左
＊

1
 

－
 

１
，
２

号
機

共
用

 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

伝
送

サ
ー

バ
＊

2
，

＊
3
 

1
式

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
式

 

そ
の

他
：

1
式

 

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

・
受

信
用

ア
ン

テ
ナ

（
１

・
２

号
）

 

（
原

子
炉

建
物

）
 

・
１

・
２

号
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
伝

送
用

ア
ン

テ
ナ

用
中

継
盤

 

・
発

信
用

ア
ン

テ
ナ

（
１

・
２

号
）

 

同
左

＊
1
 

－
 

１
，
２

，
３

号
機

共
用

 

Ｓ
Ｐ

Ｄ
Ｓ

デ
ー

タ
表

示
装

置
＊

3
 

1
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
台

 
同

左
＊

1
 

－
 

注
記

＊
1
：

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

使
用

す
る

設
備

 

 
 

＊
2
：

発
電

所
内

と
発

電
所

外
で

共
用

 

 
 

＊
3
：

数
量

及
び

設
置

場
所

（
又

は
保

管
場

所
）

は
，

原
子

力
防

災
訓

練
に

よ
り

実
効

性
を

確
認

し
，

必
要

に
応

じ
適

宜
改

善
し

て
い

く
。
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S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-1
1 
R1
 

 

表
3
－

1
 

通
信

連
絡

設
備

の
主

要
設

備
一

覧
（

5
/
6
）

 

通
信

種
別

 
主

要
設

備
 

数
量

 
共

用
の

 

区
分

 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

備
考

 

通
信

連
絡

設
備

 

（
発

電
所

外
）

 

局
線

加
入

電
話

設
備

 

固
定

電
話

機
＊

1
 

1
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
台

 
－

 
－

 
１

，
２

，
３

号
機

共
用

 
Ｆ

Ａ
Ｘ

＊
1
 

1
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
台

 
－

 
－

 

テ
レ

ビ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

（
社

内
向

）
 

テ
レ

ビ
会

議
シ

ス
テ

ム
 

（
社

内
向

）
＊

1
 

1
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
台

 
－

 
－

 
－

 

専
用

電
話

設
備

 

専
用

電
話

設
備

 

（
ホ

ッ
ト

ラ
イ

ン
）

 

（
地

方
公

共
団

体
他

向
）

＊
1
 

6
台

 

・
中

央
制

御
室

 
：

2
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
4
台

 

－
 

－
 

１
，
２

，
３

号
機

共
用

 

衛
星

電
話

設
備

 

（
社

内
向

）
 

衛
星

テ
レ

ビ
会

議
 

シ
ス

テ
ム

（
社

内
向

）
＊

1
 

1
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
台

 
－

 
－

 
－

 

衛
星

社
内

電
話

機
＊

1
 

1
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
台

 
－

 
－

 
－

 

電
力

保
安

通
信

用
 

電
話

設
備

＊
2
 

固
定

電
話

機
＊

1
 

1
0
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
0
台

 
－

 
－

 

１
，
２

，
３

号
機

共
用

 
Ｐ

Ｈ
Ｓ

端
末

＊
1
 

5
2
5
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
3
2
台

 

・
発

電
所

員
他

配
備

分
 ：

4
9
3
台

 

－
 

－
 

Ｆ
Ａ

Ｘ
＊

1
 

1
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
台

 
－

 
－

 

注
記

＊
1
：

数
量

及
び

設
置

場
所

（
又

は
保

管
場

所
）

は
，

原
子

力
防

災
訓

練
に

よ
り

実
効

性
を

確
認

し
，

必
要

に
応

じ
適

宜
改

善
し

て
い

く
。

 

 
 

＊
2
：

発
電

所
内

と
発

電
所

外
で

共
用
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S2
 補

 Ⅵ
-1
-1

-1
1 
R1
 

 

表
3
－

1
 

通
信

連
絡

設
備

の
主

要
設

備
一

覧
（

6
/
6
）

 

通
信

種
別

 
主

要
設

備
 

数
量

 
共

用
の

 

区
分

 
設

計
基

準
対

象
施

設
 

重
大

事
故

等
対

処
設

備
 

備
考

 

通
信

連
絡

設
備

 

（
発

電
所

外
）

 

統
合

原
子

力
防

災
 

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
 

接
続

す
る

通
信

 

連
絡

設
備

 

テ
レ

ビ
会

議
 

シ
ス

テ
ム

＊
3
 

1
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
台

 

そ
の

他
 

・
統

合
原

子
力

防
災

Ｎ
Ｗ

用
屋

外
ア

ン
テ

ナ
 

・
統

合
原

子
力

防
災

Ｎ
Ｗ

盤
 

同
左

＊
1
 

－
 

１
，
２

，
３

号
機

共
用

 

Ｉ
Ｐ

－
電

話
機

＊
3
 

6
台

（
有

線
系

：
4
台

，
衛

星
系

：
2
台

）
 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
4
台

（
有

線
系

）
 

：
2
台

（
衛

星
系

）
 

同
左

＊
1
 

－
 

Ｉ
Ｐ

－
Ｆ

Ａ
Ｘ

＊
3
 

3
台

（
有

線
系

：
2
台

，
衛

星
系

：
1
台

）
 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
2
台

（
有

線
系

）
 

：
1
台

（
衛

星
系

）
 

同
左

＊
1
 

－
 

衛
星

電
話

設
備

＊
2
 

衛
星

電
話

設
備

 

（
固

定
型

）
＊

3
 

5
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
5
台

 

そ
の

他
：

1
式

 

（
緊

急
時

対
策

所
）

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

衛
星

電
話

設
備

用
ラ

ッ
ク

 

・
衛

星
電

話
設

備
用

ア
ン

テ
ナ
（

緊
急

時
対

策
所

）
 

同
左

＊
1
 

－
 

衛
星

電
話

設
備

 

（
携

帯
型

）
＊

3
 

5
台

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
5
台

 

5
台

＊
1
（

予
備

5
台

を
除

く
）

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
5
台

 

（
予

備
5
台

を
除

く
）

 

（
携

帯
型

用
充

電
器

：
1
0
台

）
 

（
携

帯
型

用
充

電
式

電
池

予
備

：
1
0
台

）
 

全
体

数
量

 

：
2
6
台

＊
4
 

デ
ー

タ
 

伝
送

設
備

 
Ｓ

Ｐ
Ｄ

Ｓ
伝

送
サ

ー
バ

＊
2
，

＊
3
 

1
式

 

・
緊

急
時

対
策

所
 

：
1
式

 
同

左
＊

1
 

－
 

注
記

＊
1
：

設
計

基
準

対
象

施
設

及
び

重
大

事
故

等
対

処
設

備
と

し
て

使
用

す
る

設
備

 

 
 

＊
2
：

発
電

所
内

と
発

電
所

外
で

共
用

 

 
 

＊
3
：

数
量

及
び

設
置

場
所

（
又

は
保

管
場

所
）

は
，

原
子

力
防

災
訓

練
に

よ
り

実
効

性
を

確
認

し
，

必
要

に
応

じ
適

宜
改

善
し

て
い

く
。

 

 
 

＊
4
：

内
訳

は
，

緊
急

時
対

策
所

：
1
0
台

（
予

備
5
台

を
含

む
）
，

構
外

参
集

地
点

（
緑

ヶ
丘

施
設

，
宮

内
社

宅
・

寮
，

佐
太

前
寮

及
び

支
援

拠
点

）
：

自
主

1
6
台
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保安規定第６５条 

表６５－１８「アクセスルートの確保」 

６５－１８－１「ホイールローダ」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数・必要容量） 

  （２）ＳＡ４３条共４補足説明資料（分散配置）
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

 表
６
５
－
１
８

 
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
の
確
保
 

 ６
５
－
１
８
－
１
 
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
①
 

 （
１
）
運
転
上
の
制
限
 

項
 
目
②
 

運
転
上
の
制
限
③
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
 

所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
 

       

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
④
 

設
 
備
⑤
 

所
要
数
⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
 

２
台

※
１
 

※
１
：
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
は
，
第
１
保
管
エ
リ
ア
お
よ
び
第
３
保
管
エ
リ
ア
に
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

        （
２
）
確
認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

1.
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
に
つ
い
て
，
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
土
木
）
 

     

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
三
条
（
１
．
０
）
が
該
当
す
る
。
 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）
 

 

③
 
以
下
の
条
文
要
求
が
運
転
段
階
に
お
い
て
も
維
持
で
き
る
よ
う
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ

る
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更

に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

・
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
三
条
（
１
．
０
）
 

「
重
大
事
故
等
対
処
設
備
」
と
し
て
，
重
大
事
故
等
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
，
可
搬
型
重
大
事

故
等
対
処
設
備
を
運
搬
し
ま
た
は
他
の
設
備
の
被
害
状
況
を
把
握
す
る
た
め
，
工
場
等
内
の
道
路
お

よ
び
道
路
が
確
保
で
き
る
よ
う
，
適
切
な
措
置
を
講
じ
た
も
の
で
あ
る
（
実
効
性
の
あ
る
運
用
管
理

を
行
う
）
こ
と
。
 

 

④
 
重
大
事
故
等
が
発
生
し
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
注
水
，
燃
料
プ
ー
ル

ス
プ
レ
イ
系
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
ス
プ
レ
イ
な
ら
び
に
原
子
炉
建
物
へ
の
放
水
等
，
発
電
所
に
配

備
し
て
い
る
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
用
途
は
多
岐
に
渡
る
。
屋
外
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト
を
確

保
す
る
た
め
の
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
に
つ
い
て
は
，
こ
れ
ら
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
に
そ
れ
ぞ

れ
要
求
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
い
て
，
待
機
が
必
要
な
設
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
適
用
さ
れ
る
原

子
炉
の
状
態
は
「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
」
と
す
る
。（

保
安
規
定
変

更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備
 

 

⑥
 
ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
は
，
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
で
あ
る
が
可
搬
型
代
替
電
源
お
よ
び
可
搬
型
注

水
設
備
で
な
い
こ
と
か
ら
１
Ｎ
要
求
機
器
で
あ
り
，
２
台
で
重
大
事
故
等
発
生
時
の
ア
ク
セ
ス
ル
ー
ト

を
確
保
で
き
る
設
計
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本

方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
１
）
 

 

⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。

(
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針

４
．
２
) 

ａ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

「
保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
」
の
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
頻
度

の
考
え
方
に
基
づ
き
３
箇
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 
条
文
 

記
載
の
説
明
 

備
考
 

（
３
）
要
求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
件
⑧
 

要
求
さ
れ
る
措
置
⑨
 

完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

A.
動
作
可
能
な
ホ
イ
ー

ル
ロ
ー
ダ
が
所
要
数

を
満
足
し
て
い
な
い

場
合
 

A1
.課

長
（
土
木
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能

な
状
態
に
復
旧
す
る
。
 

ま
た
は
 

A2
.課

長
（
土
木
）
は
，
代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る

※
３
。
 

１
０
日
間
 

  １
０
日
間
 

B.
条
件

A
で
要
求
さ
れ

る
措
置
を
完
了
時
間

内
に
達
成
で
き
な
い

場
合
 

B1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

B2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換
 

A.
動
作
可
能
な
ホ
イ
ー

ル
ロ
ー
ダ
が
所
要
数

を
満
足
し
て
い
な
い

場
合
 

A1
.課

長
（
土
木
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.課

長
（
土
木
）
は
，
代
替
措
置

※
２
を
検
討
し
，

原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施

す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

※
２
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
３
：
１
０
日
間
以
内
に
代
替
措
置
が
完
了
し
た
場
合
，
当
該
設
備
が
復
旧
す
る
ま
で
運
転
上
の
制
限
の
逸

脱
は
継
続
す
る
が
，
１
０
日
間
を
超
え
た
と
し
て
も
条
件
Ｂ
に
は
移
行
し
な
い
。
 

 

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
条
件
を
記
載
す
る
。
 

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
は
，
１
Ｎ
要
求
設
備
で
あ
る
た
め
，
所
要
数
が
１
Ｎ
未
満
に
な
っ
た
場
合
を
条
件
と

し
て
記
載
す
る
。
 

 

⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

 【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
 

A1
.ホ

イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
は
重
大
事
故
等
時
に
可
搬
型
重
大
事
故
等
対
処
設
備
を
運
搬
す
る
た
め
の
ア
ク

セ
ス
ル
ー
ト
を
確
保
す
る
設
備
で
あ
り
，
運
転
／
停
止
中
の
炉
心
，
お
よ
び
燃
料
プ
ー
ル
の
燃
料

に
対
し
て
間
接
的
に
安
全
機
能
を
有
す
る
設
備
で
あ
り
，「

Ｍ
Ｓ
－
２
」
の
「
異
常
状
態
へ
の
対
応

上
特
に
重
要
な
構
築
物
，
系
統
お
よ
び
機
器
」
に
分
類
さ
れ
て
Ｌ
Ｃ
Ｏ
設
定
さ
れ
て
い
る
設
計
基

準
事
故
対
処
設
備
の
「
事
故
時
計
装
」
の
機
能
喪
失
時
に
要
求
さ
れ
る
Ａ
Ｏ
Ｔ
の
「
１
０
日
間
」

を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 

A2
.当

該
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
重
機
の
補
充
等
）
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者

の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
，「

事
故
時
計
装
」
の
機
能
喪
失
時
に
要
求
さ
れ
る
Ａ
Ｏ

Ｔ
の
「
１
０
日
間
」
を
準
用
し
，「

１
０
日
間
」
と
す
る
。
 

 

B1
．，

B
2．

既
保
安
規
定
と
同
様
の
設
定
と
す
る
。
 

 【
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
】
 

A1
.ホ

イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
 

 

A2
.ホ

イ
ー
ル
ロ
ー
ダ
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得

て
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。
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8－1－27 

なお，洪水及びダムの崩壊については，立地的要因により設計上考

慮する必要はない。 

電磁的障害に対しては道路面が直接影響を受けることはないことか

ら，アクセスルートへの影響はない。 

屋外アクセスルートに対する地震による影響（周辺構造物等の損壊，

周辺斜面の崩壊及び道路面のすべり），その他自然現象による影響（風

（台風）及び竜巻による飛来物，積雪並びに火山の影響）を想定し，

複数のアクセスルートの中から状況を確認し，早期に復旧可能なアク

セスルートを確保するため，障害物を除去可能なホイールローダを１

台使用する。ホイールローダの保有台数は２台，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３台を分散して

保管する設計とする。 

また，地震による屋外タンクからの溢水及び降水に対しては，道路

上への自然流下も考慮した上で，通行への影響を受けない箇所にアク

セスルートを確保する設計とする。

津波の影響については，基準津波に対し防波壁の内側にアクセスル

ートを確保する設計とする。 

森林火災については，防火帯の内側（一部，防火帯外側のトンネル

区間を含む。）にアクセスルートを確保する設計とする。 

地滑り・土石流，飛来物（航空機落下），火災・爆発（森林火災，近

隣工場等の火災・爆発，航空機落下火災等），有毒ガス及び船舶の衝突

に対しては，迂回路も考慮した複数のアクセスルートを確保する設計

とする。落雷に対しては，道路面が直接影響を受けることはないため，

さらに生物学的事象に対しては，容易に排除可能なため，アクセスル

ートへの影響はない。 

屋外アクセスルートは，地震の影響による周辺斜面の崩壊及び道路

面のすべりで崩壊土砂が広範囲に到達することを想定した上で，ホイ

ールローダによる崩壊箇所の仮復旧を行うことで，通行性を確保でき

所要数・必要容量
関連箇所を下線にて示す 

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付八

1066

198973
長方形

198973
下線

198973
下線



表
８
 ア

ク
セ
ス

ル
ー

ト
確
保
の

た
め
の

可
搬

型
設

備
 

※
各
設
備
の
保
管
場
所
・
数
量
に
つ
い
て
は
，
今
後
の
検
討
結
果
等
に
よ
り
変
更
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

設
備
名
 

配
備
数
 

保
管
場
所
 

備
考
 

第
１
保
管
 

エ
リ
ア

第
２
保
管
 

エ
リ
ア

第
３
保
管
 

エ
リ
ア

第
４
保
管

 

エ
リ
ア

ホ
イ
ー
ル
ロ
ー
ダ

３
台
 

１
台
 

０
台
 

１
台
 

予
備
 

１
台

－
 

添付-1-(2)　SA43条共4補足説明資料
分
散
配
置

関
連
箇
所
を
下
線
に
て
示
す
 

1067

198973
長方形

198973
下線

198973
下線

198973
下線



 

保安規定第６５条 

表６５－１９「大量送水車」 

６５－１９－１「大量送水車」 

 

運転上の制限等について 

 

１．保安規定記載内容の説明 

 

２．添付資料 

  添付－１ 運転上の制限を設定するＳＡ設備の選定 

  （１）設置変更許可申請書 添付十追補１（系統図） 

 

  添付－２ 運転上の制限に関する所要数，必要容量 

  （１）設置変更許可申請書 添付八（所要数，必要容量） 

（２）設置変更許可申請書 添付八（設備仕様） 

（３）設計及び工事計画認可申請書 説明書（設定根拠） 

（４）ＳＡ４３条共４補足説明資料（分散配置） 
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 

条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 表
６
５
－
１
９

 
大
量
送
水
車
 

 ６
５
－
１
９
－
１
 
大
量
送
水
車
 ①

 

 （
１
）
運

転
上
の
制
限
 

項
 
目
 ②

 
運
転
上
の
制
限

 ③
 

大
量
送
水
車
 

大
量

送
水
車
の
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

※
１
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子
炉
の
状
態
 ④

 
設
 

備
 ⑤

 
所
要
数

 ⑥
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
２
 

燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を

貯
蔵
し
て
い
る
期
間

 

大
量
送
水
車
 

２
台

※
３
 

※
１
：
動
作
可
能
と
は
，
大
量
送
水
車

お
よ
び
ホ
ー
ス
に
よ
り
送
水
で
き
る
こ
と
を
い
う
。
 

大
量
送
水
車
を
使
用
す
る
各
系
統
の
必
要
数
は
以
下
の
と
お
り
。
 

・
第
６
５
条
（
６
５
－
４
－
２
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
））

１
台
×
２
 

・
第
６
５
条
（
６
５
－
６
－
２
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
））

※
４
１
台
×
２
 

・
第
６
５
条
（
６
５
－
７
－
２
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
））

１
台
×
２
 

・
第
６
５
条
（
６
５
－
７
－
３
 

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
））

※
４
１
台
×
２
 

・
第
６
５
条
（
６
５
－
９
－
１
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
）

※
４
１
台
×
２
 

・
第
６
５
条
（
６
５
－
１
１
－
２
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
移
送
設
備
）
１
台
×
２
 

※
２
：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な

っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。
 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
 

※
３
：
大
量
送
水
車
は
，
第
２
保
管
エ
リ
ア
お
よ
び
第
３
保
管
エ
リ
ア
に
分
散
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

 

※
４
：
可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
を
含
む
。
必
要
数
は
１
個
×
２
と
す
る
。
 

       

 

①
 
設
置
許
可
基
準
規
則
（
技

術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
七
条
（
１
．
４
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
四
十
九
条
（
１
．
６
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
一
条
（
１
．
８
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
四
条
（
１
．
１
１
）

 

設
置
許
可
基
準
規
則
（
技
術
的
能
力
審
査
基
準
）
第
五
十
六
条
（
１
．
１
３
）

 

が
該
当
す
る
。

 

 大
量
送
水
車
に
は
送
水
用
お
よ
び
海
水
取
水
用
が
あ
り
，
送
水
用
の
大
量
送
水
車
に
つ
い
て
は
，
重
大
事
故
等

対
処

設
備
と

し
て

下
記
機

能
の

対
応

手
段

に
て

使
用
し

，
保

安
規

定
第

６
５

条
の
各

表
に

て
大

量
送

水
車

を

使
用
し
た
各
系
統
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
運
転
上
の
制
限
と
し
て
い
る
。
 

ａ
．
原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備
 

６
５
－
４
－
２

 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

 
 
ｂ
．
原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

 

６
５
－
６
－
２

 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
 

 
 
ｃ
．
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

 

６
５
－
７
－
２

 
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

６
５
－
７
－
３

 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
 

ｄ
．
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

 

６
５
－
９
－
１

 
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系

 

ｅ
．
重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供
給
設
備

 

 
６
５
－
１
１
－
２
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
移
送
設
備
 

 送
水
用
の

大
量
送
水
車

の
所
要

数
に
つ
い

て
は
，
各

手
段
で

兼
用
し
た

台
数
と
し

て
い
る

こ
と
か
ら

，
本
表

に
て
大
量
送

水
車

の
確

認
事
項

お
よ
び
大

量
送
水
車

が
動
作

不
能
な
場

合
に
要
求

さ
れ
る

措
置
を
一

括
し
て

整
理
す
る
。
 

 一
方
，
海
水
取
水
用
の
大
量
送
水
車
に
つ
い
て
は
，「

６
５
－
１
１
－
３
 
海
水
移
送
設
備
」
に
て
整
理
す
る
。 

 

②
 
運
転
上
の
制
限
の
対
象
と
な
る
系
統
・
機
器
（
添
付
－
１
）

 

 

③
 
可

搬
型

重
大

事
故

等
対
処

設
備

で
あ

る
大

量
送

水
車

の
所
要

数
が

動
作

可
能

で
あ
る

こ
と

を
運

転
上

の
制

限

と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 ④
 
大
量
送
水
車
の
機
能
が
要
求
さ
れ
て
い
る
，

保
安
規
定
第
６
５
条
各
表
の
下
記
適
用
モ
ー
ド
よ
り
，「

運
転
，

起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原

子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

と
「

燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た

燃
料

を
貯
蔵

し
て

い
る
期

間
」

に
て

対
応

す
る

設
備
が

異
な

る
こ

と
か

ら
要

求
さ
れ

る
措

置
に

て
そ

れ
ぞ

れ

動
作
不
能
と
み
な
す
設
備
を
定
め
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
））

 

 

「
運
転
，
起
動
お
よ

び
高
温
停
止
」
を
適
用

 

・
６
５
－
６
－
２
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
 

・
６
５
－
７
－
２
 
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

・
６
５
－
７
－
３
 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
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         （
２
）
確

認
事
項
 

項
 
目
 ⑦

 
頻
 
度
 

担
 
当
 

1.
大

量
送

水
車

の
性
能
確
認
を
実
施
し
，
以
下
の
８
項
目
を
全
て

満
足
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

（
１
）
吐
出
圧
力
が

1.
21
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が

70
m3
/h
/台

以
上
。
 

（
２
）
吐
出
圧
力
が

1.
38
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が

12
0m

3 /
h/
台

以
上
。
 

（
３
）
吐
出
圧
力
が

1.
44
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が

15
0m

3 /
h/
台

以
上
。
 

（
４
）
吐
出
圧
力
が

1.
37
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が

12
0m

3 /
h/
台

以
上
。
 

（
５
）
吐
出
圧
力
が

1.
36
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が

48
m3
/h
/台

以
上
。
 

（
６
）
吐
出
圧
力
が

0.
48
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が

48
m3
/h
/台

以
上
。
 

（
７
）
吐
出
圧
力
が

1.
58
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が

12
0m

3 /
h/
台

以
上
。
 

（
８
）
吐
出
圧
力
が

0.
33
MP
a[
ga
ge
]以

上
，
流
量
が

12
0m

3 /
h/
台

以
上
。
 

１
年
に
１
回
 

課
長
 

（
原
子
炉
）
 

2.
大
量
送
水
車
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

３
箇
月
に
１
回
 

課
長
 

（
原
子
炉
）
 

       

「
運
転
，
起
動
，
高
温
停
止
，
冷
温
停
止

お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適

用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
ま

た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）」

を
適
用

 

・
６
５
－
４
－
２
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
 

・
６
５
－
１
１
－
２

 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
移
送
設
備
 

「
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
」
を
適
用

 

・
６
５
－
９
－
１
 
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系

 

 

⑤
 
②
に
含
ま
れ
る
設
備

 

 

⑥
 
「
設
置
許
可
基
準
規
則
」（

技
術
基
準
規
則
）
の
要
求
で
は
，
２
Ｎ
が
求
め
ら
れ
る
設
備
は
，
条
文
要
求
に
よ

り
，
可
搬
型
代
替
電
源
設
備
及
び
可
搬
型
注
水
設
備
（
原
子
炉
建
物
の
外
か
ら
水
又
は
電
気
を
供
給
す
る
も
の

に
限
る
。）

が
該
当
す
る
こ
と
か
ら
，
大
量
送
水
車
に
よ
る
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
，

格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ

イ
等
に
使
用
す
る
大
量
送
水
車
は
２
Ｎ
要
求
と
し
，
１
セ
ッ
ト
２
台
を
所
要
数
と
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に

係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
１
），

添
付
－
２
）

 

 ⑦
 
適
用
さ
れ
る
原
子
炉
の
状
態
に
お
け
る
確
認
事
項
を
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
２
） 

 

ａ
．
性
能
確
認
（
機
能
・
性
能
が
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。）

 

項
目

1
が
該
当
。

 

「
保

安
規

定
変

更
に
係

る
基
本

方
針

」
の
可

搬
型
重

大
事
故

等
対

処
設
備

の
サ
ー

ベ
イ
ラ

ン
ス

頻
度
の

考
え
方
に
基
づ
き
１
年
に
１
回
，
性
能
確
認
を
実
施
す
る
。

 

 

 

送
水
用
の
大
量
送
水
車
に
必
要
な
吐
出
圧
力
・
流
量
は
，
下
表
の
と
お
り
各
手
段
で
求
め
ら
れ
る
機
能
毎
に
異
な

る
。
性
能
確
認
と
し
て
は
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
，

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
，
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
ま
た
は
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
移
送

に
使
用
し
た
場
合
に
お
い
て
，
必
要
な
吐
出
圧
力
・
流
量
を
確
保
で
き
る
値
を
設
定
す
る
。
（
添
付
－
２
）
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大
量
送
水
車
 
公
称
値
（

吐
出
圧
力

0
.
85
M
P
a[
g
a
ge
]以

上
・
流
量

16
8
m3
/h

以
上

）
 

系
 
統
 

機
 
能
 

必
要
台
数
 

(
最
大
数
)【

台
】
 

Ｎ
=必

要
台
数
 

必
要
吐
出
圧
力

【
MP
a[
ga
ge
]
】
 

必
要
流
量
 

【
m3
/h
】
 

低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
 

１
（
２
Ｎ
）
 

1
.
21

以
上

 

1
.
44

以
上

※
 

7
0
以
上
 

3
0
以
上

※
 

格
納
容

器
代

替
ス
プ

レ
イ

系
 

格
納

容
器

代
替

ス
プ

レ

イ
 

１
（
２
Ｎ
）
 

1
.
38

以
上

 

1
.
44

以
上

※
 

1
20

以
上
 

1
20

以
上

※
 

ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系

 
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
 

１
（
２
Ｎ
）
 

1
.
37

以
上

 
1
20

以
上
 

燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系

 

可
搬

型
ス

プ
レ

イ
ノ

ズ

ル
を

使
用

し
た

注
水

ま

た
は
ス
プ
レ
イ
 

１
（
２
Ｎ
）
 

1
.
36

以
上

 
4
8
以
上
 

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ

を
使
用
し
た
注
水
 

１
（
２
Ｎ
）
 

0
.
48

以
上

 
4
8
以
上
 

常
設

ス
プ

レ
イ

ヘ
ッ

ダ

を
使
用
し
た
ス
プ
レ
イ
 

１
（
２
Ｎ
）
 

1
.
58

以
上

 
1
20

以
上
 

低
圧
原

子
炉

代
替
注

水
槽

へ
の
移
送
設
備
 

低
圧

原
子

炉
代

替
注

水

槽
へ
の
移
送
 

１
（
２
Ｎ
）
 

0
.
33

以
上

 
1
20

以
上
 

※
：
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
と
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
を
同
時
に
使
用
す
る
場
合
。
流
量
は
合
計
値
 

の
15

0m
3 /
h
が
要
求
値
と
な
る
。
 

 ｂ
．
動
作
確
認
（
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
て
い
る
こ
と
を
定
期
的
に
確
認
す
る
。）

 

項
目

2
が
該
当
。

 

「
保

安
規

定
変

更
に
係

る
基
本

方
針

」
の
重

大
事
故

等
対
処

設
備

の
サ
ー

ベ
イ
ラ

ン
ス

頻
度

の
考

え
方

に
基
づ
き
可
搬
型
設
備
は
３
箇
月
に
１
回
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
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 （
３
）
要

求
さ
れ
る
措
置
 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

高
温
停
止
  

A.
動
作
可

能
な

大
量

送
水
車

が
２
台
未

満
の
場
合

※
５
（
１

台
以
上

が
動
作
可

能
）
 

A1
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
残
り
の

大
量
送
水
車
が
動

作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
当

直
長

は
，

残
留

熱
除

去
系

１
系

列
お

よ
び

非

常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

1
台
（
高
圧
炉
心
ス

プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
除
く
。）

を
起

動
し

，
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も
に

，
そ

の
他

の
設
備

※
６
が

動
作

可
能

で
あ

る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す

る
。
 

お
よ
び
 

A4
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
当
該

設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

      １
０
日
間
 

   ３
０
日
間
 

B.
動
作
可

能
な

大
量

送
水
車

が
１
台
未

満
の
場
合

※
８
 

 

B1
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
系

（
可
搬
型
）
，
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可

搬
型
）
，
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）

お
よ

び
低

圧
原

子
炉

代
替

注
水

槽
へ

の
移

送
設

備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

B2
.
当

直
長

は
，

非
常

用
デ

ィ
ー

ゼ
ル

発
電

機
１

台

（
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
系

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

を
除
く
。）

を
起
動
し
，
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と

を
確
認

す
る

と
と

も
に
，

そ
の

他
の

設
備

※
９
が

動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す

る
。
 

お
よ
び
 

B4
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な

状
態
に
復
旧
す
る
。
 

速
や
か
に
 

     速
や
か
に
 

     ３
日
間
 

   １
０
日
間
 

 

 

  

⑧
 
運
転
上
の
制
限
を
満
足
し
な
い
場
合
の
条
件
を
記
載
す
る
。

 

上
記
③
の
と
お
り
，
運
転
上
の
制
限
を
所
要
数
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
，
動
作
不
能
と

な
り
所
要
数
を
満
足
し
て
い
な
い
場
合
を
条
件
と
す
る
。

 

動
作
可
能
な
台
数
が
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
と
な
っ
た
場
合
と
１
Ｎ
未
満
と
な
っ
た
場
合
を
条
件
と
し
て
記

載
す
る
。

 

 ⑨
 
要
求
さ
れ
る
措
置
に
つ
い
て
記
載
す
る
。（

保
安
規
定
変
更
に
係
る
基
本
方
針
４
．
３
（
２
），
（
３
））

 

【
運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】

 

A1
.動

作
可
能
な
大
量
送
水
車
が
２
台
未
満
１
台
以
上
と
な
っ
た
場
合
に
は
，
残
り
の
大
量
送
水
車
が
動
作
可
能

で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
動
作
確
認
の
結
果
，
動
作
可
能
な
大
量
送
水
車
が
１
台
以
上
の
場
合
に
は
，

条
件

A
で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
継
続
し
て
実
施
し
，
１
台
未
満
の
場
合
に
は
条
件

B
へ
移
行
し
，
条
件

B

で
要
求
さ
れ
る
措
置
を
実
施
す
る
。
な
お
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 A2
.重

大
事
故
等
対
処
設
備
が
動
作
不
能
と
な
っ
た
場
合
は
，
対
応
す
る
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が
動
作
可

能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
基
本
的
な
考
え
方
で
あ
る
が
，
設
置
許
可
基
準
規
則

第
四
十
七
条
～

第
五
十
一
条
に
お
け
る
大
量
送
水
車
を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の
主
な
起
因
で
あ
る

原
子
炉
圧
力
容
器
の

冷
却
機
能
喪
失
時
，
原
子
炉
格
納
容
器
の
冷
却
機
能
喪
失
時
お
よ
び
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
お
い
て
，

最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
残
留

熱
除
去
系
お
よ
び
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
除
く
。）

（
原
子
炉
補
機
冷
却
系
お
よ
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
含
む
。）

が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と

す
る
。

 

 A3
.動

作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
（
可
搬
型
ポ
ン
プ
の
補
充
等
）

を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技
術
者
の
確
認
を
得
て
実
施
す
る
。
完
了
時
間
は
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
が

動
作
可
能
で
あ
る
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限
（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
）
）
で
あ
る
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 A4
.当

該
設
備
を

動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
。
完
了
時
間
は
代
替
措
置
を
実
施
し
た
場
合
の
Ａ
Ｏ
Ｔ
上
限

（
２
Ｎ
未
満
（
１
Ｎ
以
上
））

の
「
３
０
日
間
」
と
す
る
。

 

 B1
.動

作
可
能
な

大
量
送
水
車
が
１
Ｎ
未
満
の
場
合
，
大
量
送
水
車
を
使
用
す
る
設
備
が
機
能
喪
失
し
た
状
態

と
な
る
こ
と
か
ら
，
各
対
応
す
る
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
し
，
そ
れ
ぞ
れ
の
要
求
さ
れ
る
措
置
を
“
速

や
か
に
”
実
施
す
る
。
 

 B2
.大

量
送
水
車

を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の
主
な
起
因
で
あ
る
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
お
い
て
，
最
も

実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は
非
常
用
デ

ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
除
く
。）
（
原
子
炉
補
機
冷
却
系
お
よ

び
原
子
炉
補
機

海
水
系
含
む
。）

が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と
す
る
。

 

 B3
.，

A3
.と

同
様
。

た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
３
日
間
」
と
す
る
。

 

 B4
.，

A4
.と

同
様
。

た
だ
し
，
完
了
時
間
は
１
Ｎ
未
満
の
た
め
「
１
０
日
間
」
と
す
る
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 

条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

運
転
 

起
動
 

 高
温
停

止
 

C.
条
件

A
ま
た
は

B
で

要
求

さ
れ

る
措

置

を
完

了
時

間
内

に

達
成

で
き

な
い

場

合
 

C1
.当

直
長
は
，
高
温
停
止
に
す
る
。
 

お
よ
び
 

C2
.当

直
長
は
，
冷
温
停
止
に
す
る
。
 

２
４
時
間
 

 ３
６
時
間
 

冷
温
停
止
 

燃
料
交
換

※
10
 

 

A.
動
作
可

能
な

大
量

送
水
車

が
２
台
未

満
の
場
合

※
５
（
１

台
以
上

が
動
作
可

能
）
 

A1
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A2
.
当

直
長

は
，

第
５

９
条

で
要

求
さ

れ
る

非
常

用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

１
台

を
起

動
し

，
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
，

そ
の

他
の
設
備

※
11
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

     速
や
か
に
 

 

B．
動
作
可
能
な
大
量

送
水
車

が
１
台
未

満
の
場
合

※
８
 

 

B1
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
低
圧

原
子
炉
代
替
注
水
系

（
可
搬
型
）
，
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽

へ
の
移

送
設
備
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

B2
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

B3
.
当

直
長

は
，

第
５

９
条

で
要

求
さ

れ
る

非
常

用

デ
ィ

ー
ゼ

ル
発

電
機

１
台

を
起

動
し

，
動

作
可

能
で

あ
る

こ
と

を
確

認
す

る
と

と
も

に
，

そ
の

他
の
設
備

※
11
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認

す
る
。
 

お
よ
び
 

B4
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

   速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

     速
や
か
に
 

 

   

   C1
.，

C2
.既

保
安
規
定
と
同
様

の
設
定
と
す
る
。
 

 

    【
冷
温
停
止
お
よ
び

燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉

水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か

ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）】

 

A1
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 A2
.原

子
炉
が
停
止
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
，
保
安
規
定
第
５
９
条
（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
そ
の
２
）

で
要
求
さ
れ
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
が
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
“
速
や
か
に
”
起
動
し
確

認
す
る
。
大
量
送
水
車
を
使
用
す
る
各
対
応
手
段
の
主
な
起
因
で
あ
る
全
交
流
動
力
電
源
喪
失
時
に
お
い

て
，
最
も
実
効
的
な
設
計
基
準
事
故
対
処
設
備
を
確
認
対
象
と
し
て
選
定
す
る
こ
と
と
し
，
具
体
的
に
は

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
（

原
子
炉
補
機
冷
却
系
，
原
子
炉
補
機
海
水
系
，
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機

冷
却
水
系
お
よ
び
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
補
機
海
水
系
含
む
）
が
該
当
し
，
完
了
時
間
は
“
速
や
か
に
”
と

す
る
。

 

 A3
.【

運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

A
3.
と
同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原

子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付

近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ

ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”

開
始
す
る
。

 

 B1
.【

運
転
，
起
動
お
よ
び
高
温
停
止
】
に
お
け
る

B
1
.と

同
様
。
た
だ
し
，
冷
温
停
止
お
よ
び
燃
料
交
換
（
原

子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付

近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合
ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ

ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
，
動
作
不
能
と
み
な
す
設
備
は
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系

（
可
搬
型
）
お
よ
び
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
槽
へ
の
移
送
設
備
と
す
る
。

 

 B2
.【

冷
温
停
止

お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子

炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）】

に
お
け
る

A
1.
と
同
様
。

 

 B3
.【

冷
温
停
止

お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子

炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）】

に
お
け
る

A
2.
と
同
様
。

 

 B4
.【

冷
温
停
止

お
よ
び
燃
料
交
換
（
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。（

１
）
原
子

炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

ま
た
は
（
２
）
原
子
炉
内

か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合
）】

に
お
け
る

A
3.
と
同
様
。
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保
安
規
定
 
第
６
５
条
 

条
文

 
記
載
の
説
明

 
備

考
 

 

適
用
さ
れ
る
 

原
子

炉
 

の
状

態
 

条
 
 
件
 ⑧

 
要
求
さ
れ
る
措
置
 ⑨

 
完
了
時
間
 

燃
料
プ
ー
ル

に
照
射
さ
れ

た
燃
料
を
貯

蔵
し
て
い
る

期
間
 

A.
動
作
可
能
な

大
量

送
水

車
が

２
台

未

満
の
場
合

※
５
 

A1
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
燃
料
プ
ー
ル

ス
プ
レ
イ
系

を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

お
よ
び
 

A2
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
当
該
設
備
を
動
作
可
能
な
状

態
に
復
旧
す
る
措
置
を
開
始
す
る
。
 

お
よ
び
 

A3
.課

長
（
原
子
炉
）
は
，
代
替
措
置

※
７
を
検
討
し
，

原
子

炉
主

任
技

術
者

の
確

認
を

得
て

実
施

す
る

措
置
を
開
始
す
る
。
 

速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

  速
や
か
に
 

 

※
５

：
動
作
可
能
な
可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
が
１
個
以
上
２
個
未
満
の
場
合
を
含
む
。
 

※
６
：
残
り
の
残
留
熱
除
去
系
２
系
列
，
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ

ー
ゼ
ル
発
電
機
を
除
く
。）
，
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
列
お
よ
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
２
系
列
を

い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
７
：
代
替
品
の
補
充
等
を
い
う
。
 

※
８
：
動
作
可
能
な
可
搬
型
ス
ト
レ
ー
ナ
が
１
個
未
満
の
場
合
を
含
む
。
 

※
９
：
残
り
の
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電

機
１
台
（
高
圧
炉
心
ス
プ
レ
イ
系
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
を
除
く
。）
，

原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
２
系
列
お
よ
び
原
子
炉
補
機
海
水
系
２
系
列
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ

り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
 

※
10

：
原
子
炉
が
次
に
示
す
状
態
と
な
っ
た
場
合
は
適
用
し
な
い
。

 

（
１
）
原
子
炉
水
位
が
オ
ー
バ
ー
フ
ロ
ー
水
位
付
近
で
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
開
の
場
合

 

（
２
）
原
子
炉
内
か
ら
全
燃
料
が
取
出
さ
れ
，
か
つ
プ
ー
ル
ゲ
ー
ト
が
閉
の
場
合

 

※
11
：
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
機
器
に
必
要
な
原
子
炉
補
機
冷
却
水
系
１
系
列
お
よ
び
原
子
炉

補
機

海
水

系
１

系
列

ま
た

は
高

圧
炉

心
ス

プ
レ

イ
補

機
冷

却
水

系
お

よ
び

高
圧

炉
心

ス
プ

レ
イ

補

機
海
水
系
を
い
い
，
至
近
の
記
録
等
に
よ
り
動
作
可
能
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

 

    【
燃
料
プ
ー
ル
に
照
射
さ
れ
た
燃
料
を
貯
蔵
し
て
い
る
期
間
】

 

A1
.動

作
可
能
な

大
量
送
水
車
が
２
Ｎ
未
満
の
場
合
お
よ
び
１
Ｎ
未
満
の
場
合
と
も
に
，
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ

イ
系
の
動
作
不
能
時
の
要
求
さ
れ
る
措
置
ま
た
は
完
了
時
間
が
同
等
な
こ
と
か
ら
“
速
や
か
に
”
燃
料
プ

ー
ル

ス
プ
レ
イ

系
を
動
作
不
能
と
み
な
す
。
 

 A2
.当

該
設
備
を
動
作
可
能
な
状
態
に
復
旧
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

 A3
.動

作
不
能
と
な
っ
た
重
大
事
故
等
対
処
設
備
の
機
能
を
補
完
す
る
代
替
措
置
を
検
討
し
，
原
子
炉
主
任
技

術
者
の
確
認
を
得
て

実
施
す
る
措
置
を
“
速
や
か
に
”
開
始
す
る
。

 

   

 

1074



1.4－107 

第
1
.4
－
1
5
図
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

 
概
要
図

(
１
／
２

)

（
交
流
電
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
）

 

添付-１-（１）　設置変更許可申請書　添付十追補１

1075

283821
タイプライターテキスト
65-4-2にて整理

283821
タイプライターテキスト
65-19-1の範囲

283821
タイプライターテキスト
赤枠にて示す

283821
長方形

283821
折れ線

283821
長方形

283821
タイプライターテキスト
重大事故等対処設備

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
線

283821
タイプライターテキスト
自主対策設備

283821
折れ線

283821
長方形

283821
折れ線

283821
長方形

283821
折れ線



1.4－111 

第
1
.4
－
1
8
図
 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

 
概
要
図

(
１
／
２

)
 

（
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
）

 

添付-１-（１）　設置変更許可申請書　添付十追補１

1076

283821
タイプライターテキスト
65-4-2にて整理

283821
タイプライターテキスト
重大事故等対処設備

283821
長方形

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
線

283821
折れ線

283821
線

283821
タイプライターテキスト
自主対策設備

283821
タイプライターテキスト

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
長方形

283821
長方形



1.8－135 

記
載
例

 
○

：
操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

○
ａ
～
  
 ：

同
一
操
作
手
順
番
号
内
で
選
択
し
て
実
施
す
る
操
作
が
あ
る
場
合
の
操
作
手
順
を
示
す
。

○
※
１
～
 ：

同
一
操
作
手
順
番
号
内
に
複
数
の
操
作
又
は
確
認
を
実
施
す
る
対
象
弁
が
あ
る
場
合
，
そ
の
実
施
順
を
示
す
。

第
1.

8－
2
3図

 
低
圧
原
子
炉
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
圧
力
容
器
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

 
概
要
図

(
１
／
２

)
 

添付-１-（１）　設置変更許可申請書　添付十追補１

1077

283821
タイプライターテキスト
65-4-2にて整理

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
線

283821
折れ線

283821
長方形

283821
タイプライターテキスト
重大事故等対処設備

283821
線

283821
タイプライターテキスト
自主対策設備

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
長方形

283821
長方形



1.6－114 

第
1
.6
－

1
5
図

 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）

 
概
要
図

 

（
交
流
電
源
が
確
保
さ
れ
て
い
る
場
合
）

(１
／
２

)
 

添付-１-（１）　設置変更許可申請書　添付十追補１

1078

283821
タイプライターテキスト
65-6-2にて整理

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
長方形

283821
折れ線



1.6－118 

第
1
.6
－

1
7
図

 
格
納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
内
へ
の
ス
プ
レ
イ
（
淡
水
／
海
水
）

 
概
要
図

 

（
全
交
流
動
力
電
源
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
）

(１
／
２

)
 

添付-１-（１）　設置変更許可申請書　添付十追補１

1079

283821
タイプライターテキスト
65-6-2にて整理

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
折れ線

283821
長方形



1.8－114 

記
載

例
 

◯
：
操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

◯
：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
で
選
択
し
て
実
施
す
る
操

作
が

あ
る

場
合

の
操

作
手

順
を

示
す

。

第
1
.
8
－
1
1
図
 
格

納
容
器
代
替
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）
 
概
要
図
(
１
／
２
)
 

a
～
 

添付-１-（１） 設置変更許可申請書　添付十追補１

1080

182544
折れ線

182544
タイプライターテキスト
65-7-3にて整理

299078
多角形

299078
多角形

299078
長方形



1.8－118 

記
載
例

 
 
◯

：
操
作
手
順
番
号
を
示
す
。

◯
：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
で
選
択
し
て
実
施
す
る
操
作
が
あ
る
場
合
の
操
作
手
順
を
示
す
。

第
1
.8
－
1
3図

 
ペ
デ
ス
タ
ル
代
替
注
水
系
（
可
搬
型
）
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
下
部
へ
の
注
水
（
淡
水
／
海
水
）

 
概
要
図

(１
／
２

)
 

a～
 

～

添付-１-（１）　設置変更許可申請書　添付十追補１

1081

283821
タイプライターテキスト
65-7-2にて整理

283821
折れ線

283821
折れ線



1.11－66 

操
作
手
順

 
弁
名
称
 

⑧
ａ

Ｓ
Ｆ
Ｐ
Ｓ
 
Ａ
－
注
水
ラ
イ
ン
流
量
調
整
弁

 

⑧
ｂ

Ｓ
Ｆ
Ｐ
Ｓ
 
Ｂ
－
注
水
ラ
イ
ン
流
量
調
整
弁
 

 

第
1.

1
1－

5
図
 
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
常
設
ス
プ
レ
イ
ヘ
ッ
ダ
）
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
及
び
ス
プ
レ
イ

 
概
要
図

 

凡
例
 ポ

ン
プ
 

電
動
作
動
 

逆
止
弁
 

外
部
接
続
口
 

配
管
 

ホ
ー
ス

使
用
す
る
流
路
 

設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
 

追
加
し
た
箇
所
 

M
0 

記
載
例

 
○
 

：
操
作
手
順
番
号
を
示
す
。
 

○
ａ
～

：
同
一
操
作
手
順
番
号
内
で
選
択
し
て
実
施
す
る
操
作
が
あ
る
場
合
の
操
作
手
順
を
示
す
。
 

添付-１-（１）　設置変更許可申請書　添付十追補１

1082

283821
タイプライターテキスト
65-9-1にて整理

283821
折れ線

283821
長方形

096517
長方形



1.11－68 

第
1
.1

1－
7
図
 
燃
料
プ
ー
ル
ス
プ
レ
イ
系
（
可
搬
型
ス
プ
レ
イ
ノ
ズ
ル
）
に
よ
る
燃
料
プ
ー
ル
へ
の
注
水
及
び
ス
プ
レ
イ

 
概
要
図

 

凡
例
 ポ

ン
プ
 

電
動
作
動
 

逆
止
弁
 

外
部
接
続
口
 

配
管
 

ホ
ー
ス

使
用
す
る
流
路
 

設
計
基
準
対
象
施
設
か
ら
 

追
加
し
た
箇
所
 

M
0 

添付-１-（１）　設置変更許可申請書　添付十追補１

1083

283821
タイプライターテキスト
65-9-1にて整理

283821
長方形

096517
多角形



1.13－311 

第
1
.
1
3
－

1
8
図

 
海

を
水
源
と
し

た
大
量

送
水

車
及
び
大

型
送
水

ポ
ン

プ
車
又
は

大
量

送
水

車
（

２
台

）
に

よ
る

 

低
圧

原
子

炉
代
替

注
水

槽
へ
の
補

給
 

概
要
図

 

6
5
-
1
1
-
3
に

て
整

理

添付-1-(1) 設置変更許可申請書 添付十追補１

1084

198973
多角形

096517
多角形



8－5－55 

5.6.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，想定さ

れる重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損

を防止するために必要な注水流量を有する設計とする。 

低圧原子力代替注水系（可搬型）の大量送水車は，想定される重大事故

等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止するた

めに必要な注水流量を有するものを１セット１台使用する。保有数は，２

セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアッ

プ用として１台の合計３台を保管する。また，大量送水車は，想定される

重大事故等時において，低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び格納容器代

替スプレイ系（可搬型）との同時使用を考慮して，各系統の必要な流量を

同時に確保できる容量を有する設計とする。 

5.6.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原

子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

低圧原子炉代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。

また，低圧原子炉代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用でき

る設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とする

ことで，設備への影響を考慮する。 

低圧原子炉代替注水系（可搬型）の大量送水車は，屋外に保管及び設置

し，想定される重大事故等時における環境条件を考慮した設計とする。 

大量送水車の常設設備との接続及び操作は，想定される重大事故等時に

添付-2-(1) 設置変更許可申請書　添付八
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大事故等対処設備としての独立性を有する設計とする。 

電源設備の多様性，独立性及び位置的分散については「10.2 代替電源

設備」に記載する。 

9.2.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）は，通常時は弁により他の系統と隔離

し，重大事故等時に弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成

とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）は，通常時は大量送水車を接続先の

系統と分離して保管し，重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等

対処設備としての系統構成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

9.2.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

格納容器代替スプレイ系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，想定

される重大事故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破

損を防止するために必要なスプレイ流量を有する設計とする。 

格納容器代替スプレイ系（可搬型）の大量送水車は，想定される重大事

故等時において，炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止する

ために必要なスプレイ流量を有するものを１セット１台使用する。 

保有数は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外

時のバックアップ用として１台の合計３台を保管する。 

また，大量送水車は，想定される重大事故等時において，格納容器代替

添付-2-(1) 設置変更許可申請書　添付八
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設けることで，原子炉格納容器下部に設置されているドライウェル床ドレ

ンサンプの原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えい検出

機能に対して悪影響を及ぼさない設計とする。 

9.4.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，想定さ

れる重大事故等時において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷

却するために必要な注水流量を有する設計とする。 

ペデスタル代替注水系（可搬型）の大量送水車は，想定される重大事故

等時において，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心を冷却するために

必要な注水流量を有するものを１セット１台使用する。保有数は，２セッ

ト２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用

として１台の合計３台を保管する。 

コリウムシールドは，原子炉格納容器下部に落下した溶融炉心が，ドラ

イウェル機器ドレンサンプ及びドライウェル床ドレンサンプへ流入するこ

とを抑制するために必要な厚さを有する設計とする。 

9.4.2.4 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 環境条件等」に示す。 

ペデスタル代替注水系（常設）の低圧原子炉代替注水ポンプは，低圧原

子炉代替注水ポンプ格納槽内に設置し，想定される重大事故等時における

環境条件を考慮した設計とする。 

低圧原子炉代替注水ポンプの操作は，想定される重大事故等時において，

中央制御室で可能な設計とする。 

ペデスタル代替注水系（常設）の系統構成に必要な弁の操作は，想定さ

れる重大事故等時において，中央制御室又は設置場所で可能な設計とする。 

また，ペデスタル代替注水系（常設）は，淡水だけでなく海水も使用で

きる設計とする。なお，可能な限り淡水を優先し，海水通水を短期間とす

ることで，設備への影響を考慮する。 
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燃料プール冷却ポンプ及び燃料プール冷却系熱交換器は，設計基準対象

施設として使用する場合と同じ系統構成で重大事故等対処設備として使用

することで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

燃料プール冷却系で使用する原子炉補機代替冷却系は，通常時は移動式

代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車を接続先の系統と分離して保管し，

重大事故等時に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構

成とすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。また，原子

炉補機冷却系（原子炉補機海水系を含む。）と原子炉補機代替冷却系を同時

に使用しないことにより，相互の機能に悪影響を及ぼさない設計とする。 

原子炉補機代替冷却系の移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，

輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計と

する。 

移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車は，飛散物となって他の設

備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

4.3.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。燃料プールスプレイ

系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレイ系（可搬型スプレイノ

ズル）の大量送水車は，想定される重大事故等時において，燃料プール内

燃料体等を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために必要な注

水流量を有するものとして，１セット１台使用する。保有数は，２セット

２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用と

して１台の合計３台を保管する。 

燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び燃料プールスプレイ

系（可搬型スプレイノズル）の大量送水車は，想定される重大事故等時に

おいて，燃料プール内燃料体等の損傷を緩和し，及び臨界を防止するため

に必要なスプレイ量を有するものとして，１セット１台使用する。保有数

は，２セット２台に加えて，故障時及び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１台の合計３台を保管する。

添付-2-(1) 設置変更許可申請書　添付八
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の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）は，他の設備と電気的

な分離を行うことで，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，通常時は接続先の系統と分離して保管し，重大事故等時

に接続，弁操作等により重大事故等対処設備としての系統構成とすること

で，他の設備に悪影響を及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，輪留めによる固定等をすることで，他の設備に悪影響を

及ぼさない設計とする。 

大量送水車は，飛散物となって他の設備に悪影響を及ぼさない設計とす

る。 

5.7.2.3 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 容量等」に示す。 

低圧原子炉代替注水槽は，想定される重大事故等時において，代替淡水

源又は海を使用するまでの間に必要な容量を有する設計とする。 

サプレッション・チェンバは，設計基準対象施設と兼用しており，設計

基準対象施設としての保有水量での水頭が，想定される重大事故等時にお

いて，高圧原子炉代替注水系で使用する高圧原子炉代替注水ポンプ及び残

留熱代替除去系で使用する残留熱代替除去ポンプの必要有効吸込水頭の確

保に必要な容量に対して十分であるため，設計基準対象施設と同仕様で設

計する。 

海水取水用として使用する大量送水車は，想定される重大事故等時にお

いて，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を

有するものを１セット１台使用する。保有数は２セット２台に加えて，故

障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として１台の合計３

台を分散して保管する。 

送水用として使用する大量送水車は，想定される重大事故等時において，

重大事故等の収束に必要となる十分な量の水の供給が可能な容量を有する

ものを１セット１台使用する。保有数は２セット２台に加えて，故障時及

添付-2-(1) 設置変更許可申請書　添付八
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第5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための

設備の主要機器仕様 

(1) 低圧原子炉代替注水系（常設）

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

台 数  １（予備１） 

容 量  約230m3/h/台 

全揚程  約190m 

(2) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）

ａ．大量送水車 

第4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書　添付八
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第9.2－1表 原子炉格納容器内の冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 格納容器代替スプレイ系（常設）

ａ．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）

ａ．大量送水車 

第4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書　添付八
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第9.4－1表 原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備の主要機器仕様 

(1) ペデスタル代替注水系（常設）

a．低圧原子炉代替注水ポンプ

第 5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

(2) ペデスタル代替注水系（可搬型）

a．大量送水車

第 4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(3) 格納容器代替スプレイ系（可搬型）

a．大量送水車

第 4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(4) コリウムシールド

材    料 ジルコニア 

厚    さ 約 0.13m以上 

(5) 低圧原子炉代替注水系（常設）

a．低圧原子炉代替注水ポンプ 

第 5.6－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

(6) 低圧原子炉代替注水系（可搬型）

a．大量送水車 

第 4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様に記載する。 

(7) 高圧原子炉代替注水系

a．高圧原子炉代替注水ポンプ

第 5.4－1表 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するため

の設備の主要機器仕様に記載する。 

(8) ほう酸水注入系

a．ほう酸水注入ポンプ 

第 6.1.2－3表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書　添付八
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第4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備の主要機器仕様 

(1) 燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ），燃料プールスプレイ系（可搬型ス

プレイノズル） 

ａ．大量送水車 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉冷却材圧カバウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備

・原子炉格納容器内の冷却等のための設備

・原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備

・重大事故等の収束に必要となる水の供給設備

  型  式 ディフューザ形  

台  数 ２（予備１） 

容  量 168m3/h/台以上（吐出圧力0.85MPa[gage]において） 

120m3/h/台以上（吐出圧力1.4MPa[gage]において）

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 

ｂ．可搬型スプレイノズル 

数  量 ２（予備１） 

ｃ．常設スプレイヘッダ 

数  量 １ 

(2) 原子炉建物放水設備

ａ．大型送水ポンプ車 

「第9.7－1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機器

仕様」に記載する。 

ｂ．放水砲 

「第9.7－1表 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備の主要機器

仕様」に記載する。 

(3) 燃料プール監視設備

ａ．燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

添付-2-(2) 設置変更許可申請書　添付八
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第 5.7－1表 重大事故等の収束に必要となる水の供給設備の主要機器仕様 

(1) 低圧原子炉代替注水槽

基 数  １ 

容   量  約1,230 m3 

主要部材質  鉄筋コンクリート 

(2) サプレッション・チェンバ

第9.1－1表 一次格納施設主要仕様に記載する。 

(3) ほう酸水貯蔵タンク

第6.1.2－3表 ほう酸水注入系主要仕様に記載する。

(4) 構内監視カメラ（ガスタービン発電機建物屋上）

台   数  １

(5) 大量送水車

ａ．送水用 

第4.3－1表 燃料プールの冷却等のための設備主要機器仕様に記載する。 

b．海水取水用 

型式 ディフューザ形 

台数 ２（予備１） 

容量 168m3/h/台以上（吐出圧力 0.85MPa[gage]において） 

120m3/h/台以上（吐出圧力 1.4MPa[gage]において） 

吐出圧力 0.85MPa[gage]～1.4MPa[gage]以上 
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3.2 燃料プールスプレイ系 

名           称 大量送水車 

容 量 m3/h/個 

48 以上，48 以上，48 以上，120 以上，70 以上，120 以

上 ，120 以上，120 以上，120 以上，150 以上，150 以上

（168 以上） 

吐 出 圧 力 MPa 

1.36 以上，0.48 以上，1.36 以上，1.58 以上，1.21 以

上，0.33 以上，0.99 以上 ，1.38 以上 ，1.37 以上 ，1.44

以上，0.42 以上（0.85 以上） 

最 高 使 用 圧 力 MPa  

最 高 使 用 温 度 ℃  

原 動 機 出 力 kW/個   

個 数 ― 4（予備 1） 

【設 定 根 拠】 

（概 要） 

重大事故等時に核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃料貯蔵槽冷却浄化設備

（燃料プールスプレイ系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。  

 

大量送水車は，燃料プールの冷却機能又は注水機能が喪失し，又は燃料プールからの水の

漏えいその他の要因により燃料プールの水位が低下した場合において，燃料プール内の燃料

体又は使用済燃料を冷却し，放射線を遮蔽し，及び臨界を防止するために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（燃料プール冷却機能）及び燃料プール冷却系の有する燃料プ

ールの冷却機能喪失又は残留熱除去ポンプによる燃料プールへの補給機能が喪失し，又は燃

料プールに接続する配管の破損等により燃料プール水の小規模な漏えいにより燃料プールの

水位が低下した場合において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場

合においては海を水源として，燃料プールスプレイ系配管又はホース等を経由して可搬型ス

プレイノズル又は常設スプレイヘッダから燃料プールへ注水することで，燃料プールの水位

を維持できる設計とする。また，海を水源とする場合は大量送水車２台を直列に接続して使

用できる設計とする。 

大量送水車は，燃料プールからの大量の水の漏えいその他の要因により燃料プールの水位

が異常に低下した場合において燃料プール内燃料体等の著しい損傷の進行を緩和し，及び臨

界を防止するために設置する。 

系統構成は，燃料プールからの大量の水の漏えい等により燃料プールの水位が異常に低下

した場合において，大量送水車より，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては

海を水源として，燃料プールスプレイ系配管又はホース等を経由しては可搬型スプレイノズ

ル又は常設スプレイヘッダから燃料プール内燃料体等に直接スプレイすることで，燃料損傷

を緩和するとともに，環境への放射性物質の放出をできる限り低減できる設計とする。また，

海を水源とする場合は大量送水車２台を直列に接続して使用できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（低

圧原子炉代替注水系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

 

大量送水車は，原子炉冷却材圧力バウンダリが低圧の状態であって，設計基準事故対処設

備が有する発電用原子炉の冷却機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉

格納容器の破損を防止するため，発電用原子炉を冷却するために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（低圧注水モード）及び低圧炉心スプレイ系の機能が喪失した

場合において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海

を水源として，低圧原子炉代替注水系等を経由して原子炉圧力容器に注水することで，炉心

を冷却できる設計とする。また，海を水源とする場合は大量送水車２台を直列に接続して使

用できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その他原子炉注水設備（水

の供給設備）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

 

大量送水車は，設計基準事故の収束に必要な水源とは別に，重大事故等の収束に必要とな

る十分な量の水を有する水源を確保することに加えて，発電用原子炉施設には設計基準事故

対処設備及び重大事故等対処設備に対して重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供

給するために設置する。 

系統構成は，重大事故等時において，大量送水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯

渇した場合においては海を水源として，ホース等を経由して低圧原子炉代替注水槽，輪谷貯

水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ重大事故等の収束に必要となる十分な量の水を供給で

きる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

 

大量送水車は，設計基準事故対処設備が有する原子炉格納容器内の冷却機能が喪失した場

合において炉心の著しい損傷を防止するため，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させ

るために設置する。 

系統構成は，残留熱除去系（格納容器冷却モード）の機能が喪失した場合において，大量送

水車により，代替淡水源又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，格納容

器代替スプレイ系等を経由して A-ドライウェルスプレイ管及び B-ドライウェルスプレイ管

からドライウェル内にスプレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度を低下させる

ことができる設計とする。また，海を水源とする場合は大量送水車２台を直列に接続して使

用できる設計とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

  大量送水車は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させるために設置

する。 

 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，大量送水車により，代替淡水源 

又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，格納容器代替スプレイ系等を経

由して A-ドライウェルスプレイ管及び B-ドライウェルスプレイ管からドライウェル内にス

プレイすることで，原子炉格納容器内の圧力及び温度並びに放射性物質の濃度を低下させる

ことができる設計とする。また，海を水源とする場合は大量送水車２台を直列に接続して使

用できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（ペデスタル代替注水系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

 

大量送水車は，炉心の著しい損傷が発生した場合において原子炉格納容器の破損を防止す

るため，溶融し，原子炉格納容器の下部に落下した炉心を冷却するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，大量送水車により，代替淡水源

又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，ペデスタル代替注水系等を経由

して原子炉格納容器下部へ注水し，溶融炉心が落下するまでに原子炉格納容器下部にあらか

じめ十分な水位を確保するとともに，落下した溶融炉心を冷却できる設計とする。また，海

を水源とする場合は大量送水車２台を直列に接続して使用できる設計とする。 

 

重大事故等時に原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容

器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として使用する大量送水車は，以下の機能を有する。 

 

大量送水車は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，溶融炉心の原子炉格納容器下

部への落下遅延・防止するために設置する。 

系統構成は，炉心の著しい損傷が発生した場合において，大量送水車により，代替淡水源

又は代替淡水源が枯渇した場合においては海を水源として，低圧原子炉代替注水系等を経由

し，原子炉圧力容器に注水することで溶融炉心の原子炉格納容器下部への落下を遅延・防止

できる設計とする。また，海を水源とする場合は大量送水車２台を直列に接続して使用でき

る設計とする。 
 
重大事故等時に使用する大量送水車は，原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備そ

の他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）としての原子炉圧力容器への注水と，原子炉

格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代

替スプレイ系）としての原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する機能を有する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

重大事故等時の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において実施する

ケースは，「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＵ）」，「全交

流動力電源喪失（ＴＢＤ）」又は「全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」である。この場合，原子炉

圧力容器への注水流量 30m3/h 及び原子炉格納容器内へのスプレイ流量 120m3/h で同時に実施で

きる設計とする。 

 

1. 容量の設定根拠 

(1) 燃料プールへ注水する場合の容量（可搬型スプレイノズル使用時） 48m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへの注水に使用す

る場合の容量は，燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変

更許可申請書添付書類十）の想定事故１及び想定事故２において有効性が確認されている

燃料プールへの注水量が 48m3/h であることから，48m3/h/個以上とする。 

 

(2) 燃料プールへ注水する場合の容量（常設スプレイヘッダ使用時） 48m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへの注水に使用する

場合の容量は，燃料プールにおける燃料損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付書類十）の想定事故１及び想定事故２において有効性が確認されている燃

料プールへの注水量が 48m3/h であることから，48m3/h/個以上とする。 

 

(3) 燃料プールへスプレイする場合の容量（可搬型スプレイノズル使用時） 48m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへのスプレイに使

用する場合の容量は，添付書類Ⅵ-1-3-4「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」

において蒸発量を上回ることが確認されているスプレイ量を満足する値として，48m3/h/個

以上とする。  

 

(4) 燃料プールへスプレイする場合の容量（常設スプレイヘッダ使用時） 120m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへのスプレイに使用

する場合の容量は，添付書類Ⅵ-1-3-4「使用済燃料貯蔵槽の冷却能力に関する説明書」に

おいて蒸発量を上回ることが確認されているスプレイ量を満足する値として，120m3/h/個

以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

（5) 原子炉圧力容器へ注水する場合の容量 70m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として原子炉圧力

容器への注水時に使用する場合の容量は，炉心損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設

置変更許可申請書添付書類十）のうち，「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」, 「全交流動

力電源喪失（ＴＢＵ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＤ）」又は「全交流動力電源喪失（Ｔ

ＢＰ）」において有効性が確認されている原子炉圧力容器への注水流量が 70m3/h であるこ

とから，70m3/h/個以上とする。 

 

 (6) 低圧原子炉代替注水槽へ供給する場合の容量 120m3/h/個以上 
大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その 

他原子炉注水設備（水の供給設備）として低圧原子炉代替注水槽への供給に使用する場合

の容量は，炉心損傷防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）

のうち，「高圧・低圧注水機能喪失」において有効性が確認されている低圧原子炉代替注水

槽への供給流量が 120m3/h であることから，120m3/h/個以上とする。 

 
(7) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給する場合の容量 120m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（水の供給設備）として輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）への

供給に使用する場合の容量は，重大事故等の収束に必要となる十分な量の水源を確保する
ための供給流量が 120m3/h であることから，120m3/h/個以上とする。 

 
(8) 原子炉格納容器へスプレイする場合の容量 120m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設

備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉格納容器スプ

レイ時に使用する場合の容量は，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評

価解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）のうち，「高圧・低圧注水機能喪失」，

「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」, 「全交流動力電源喪失（ＴＢＵ）」，「全交流動力

電源喪失（ＴＢＤ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」，「崩壊熱除去機能喪失（残留

熱除去系が故障した場合）」，「ＬＯＣＡ時注水機能喪失」，「雰囲気圧力・温度による静

的負荷（格納容器過圧・過温破損）（残留熱代替除去系を使用しない場合」，「高圧溶融物

放出／格納容器雰囲気直接加熱」，「原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用」又は

「溶融炉心・コンクリート相互作用」において有効性が確認されている原子炉格納容器へ

のスプレイ流量が 120m3/h であることから，120m3/h/個以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(9) 原子炉格納容器下部へ注水する場合の容量 120m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設

備のうち原子炉格納容器安全設備（ペデスタル代替注水系）として原子炉格納容器下部注

水時に使用する場合の容量は，格納容器破損防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更

許可申請書添付書類十）のうち，「高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱」において有

効性が確認されている原子炉格納容器下部への注水流量が 120m3/h であることから，

120m3/h/個以上とする。 

 

(10) 原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合の 

容量 150m3/h/個以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その 

他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉圧

力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合の容量は，炉心損

傷防止対策及び格納容器破損防止対策の有効性評価解析（原子炉設置変更許可申請書添付

書類十）のうち，「全交流動力電源喪失（長期ＴＢ）」，「全交流動力電源喪失（ＴＢＵ）」，

「全交流動力電源喪失（ＴＢＤ）」又は「全交流動力電源喪失（ＴＢＰ）」において有効性

が確認されている原子炉圧力容器への注水流量が30m3/h，原子炉格納容器内へのスプレイ

流量が120m3/hであることから，150m3/h/個以上とする。 

 

（11）取水した海水を大量送水車に送水する場合の容量 150m3/h/個以上 

大量送水車を直列に接続し，上流の大量送水車で取水した海水を下流の大量送水車に送

水する場合の上流側の大量送水車の容量は，送水先である下流の大量送水車の最大送水流

量が原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合の

150m3/hであることから，150m3/h/個以上とする。 

 

公称値について大量送水車は，消防法に基づく技術上の規格（A-1級）を満足するものを採

用していることから，その規格上要求される容量168m3/h/個以上とする。 

  

2. 吐出圧力の設定根拠 

(1) 燃料プールへ注水する場合の吐出圧力（可搬型スプレイノズル使用時） 1.36MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへの注水に使用す

る場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる原子炉建物南側扉を使用する場合の水源

と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損

を基に設定する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

① 水源と移送先の圧力差          ：約 0.01MPa 

② 静水頭                 ：約 0.26MPa 

    ③ ホース＊圧損               ：約 0.47MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響          ：約 0.09MPa   

    ⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損         ：約 0.53MPa       

    ⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.36MPa 

      

以上より，可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへの注水に使用する大量送水車の

吐出圧力は 1.36MPa 以上とする。 

 

注記＊：原子炉建物南側扉を使用する場合は以下の配管・ホースを使用する。 

      ・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース   

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 20m ホース 

・可搬型スプレイノズル 

なお原子炉建物機器搬出入口を使用する場合の配管・ホースは以下のとおりであ

り，必要となる吐出圧力約 1.36MPa を下回る。 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 20m ホース 

・可搬型スプレイノズル 

 

(2) 燃料プールへ注水する場合の吐出圧力（常設スプレイヘッダ使用時） 0.48MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへの注水に使用する 

場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッ

ダ）接続口（南）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾

曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

① 水源と移送先の圧力差         ：約 0.01MPa   

② 静水頭                 ：約 0.26MPa 

    ③ ホース＊圧損              ：約 0.02MPa 

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.01MPa 

    ⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損        ：約 0.18MPa 

    ⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 0.48MPa  

 

以上より，常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへの注水に使用する大量送水車の吐

出圧力は 0.48MPa 以上とする。 

 

注記＊：燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）を使用する場合は以下

の配管・ホースを使用する。 

・燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）及び（西） 

～スプレイライン連絡管合流部 

・スプレイライン連絡管合流部～燃料プールスプレイ管 

・スプレイライン連絡管 

      ・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

           ・大量送水車入口ライン取水用 20m 吸水管 

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース 

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

なお，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用する場

合の配管・ホースは以下のとおりであり，必要となる吐出圧力約 0.48MPa を下回

る。 

      ・燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）及び（西） 

～スプレイライン連絡管合流部 

      ・スプレイライン連絡管合流部～燃料プールスプレイ管 

      ・スプレイライン連絡管 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

           ・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

       ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1mホース 

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 
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【設 定 根 拠】（続き） 

 (3) 燃料プールへスプレイする場合の吐出圧力（可搬型スプレイノズル使用時） 

1.36MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへのスプレイに使

用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる原子炉建物南側扉を使用する場合の

水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類

圧損を基に設定する。 

    ① 水源と移送先の圧力差         ：約 0.01MPa   

    ② 静水頭                 ：約 0.26MPa 

    ③ ホース＊圧損              ：約 0.47MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.09MPa   

    ⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損        ：約 0.53MPa      

    ⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.36MPa 

 

以上より，可搬型スプレイノズルを用いた燃料プールへのスプレイに使用する大量送水

車の吐出圧力は 1.36MPa 以上とする。 

 

注記＊：原子炉建物南側扉を使用する場合は以下の配管・ホースを使用する。 

      ・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

      ・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 20m ホース 

・可搬型スプレイノズル 

なお原子炉建物機器搬出入口を使用する場合の配管・ホースは以下のとおりであ 

り，必要となる吐出圧力約 1.36MPa を下回る。 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管         

       ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 20m ホース 

・可搬型スプレイノズル 
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【設 定 根 拠】（続き） 

(4) 燃料プールへスプレイする場合の吐出圧力（常設スプレイヘッダ使用時）1.58MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設のうち使用済燃

料貯蔵槽冷却浄化設備として常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへのスプレイに使用

する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる燃料プールスプレイ系（常設スプレイ

ヘッダ）接続口（南）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホー

ス湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

    ① 水源と移送先の圧力差         ：約 0.01MPa  

    ② 静水頭                 ：約-0.11MPa 

    ③ ホース＊圧損              ：約 0.43MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.01MPa  

    ⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損        ：約 1.24MPa       

⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.58MPa 

 

以上より，常設スプレイヘッダを用いた燃料プールへのスプレイに使用する大量送水車

の吐出圧力は 1.58MPa 以上とする。 

 

注記＊：燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）を使用する場合は以下

の配管・ホースを使用する。 

・燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）及び（西）～スプ

レイライン連絡管合流部 

・スプレイライン連絡管合流部～燃料プールスプレイ管 

・スプレイライン連絡管 

      ・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

なお，燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（西）を使用する場

合の配管・ホースは以下のとおりであり，必要となる吐出圧力約 1.58MPa を下回

る。 

・燃料プールスプレイ系（常設スプレイヘッダ）接続口（南）及び（西）～スプ

レイライン連絡管合流部 

・スプレイライン連絡管合流部～燃料プールスプレイ管 

・スプレイライン連絡管 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

 ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 
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【設 定 根 拠】（続き） 

 (5) 原子炉圧力容器へ注水する場合の吐出圧力 1.21MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その 

他の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（低圧原子炉代替注水系）として原子炉圧力

容器への注水時に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる低圧原子炉代替

注水系（可搬型）接続口（屋内）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース

圧損，ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

    ① 水源と移送先の圧力差          ：約 0.86MPa  

    ② 静水頭                  ：約 0.15MPa 

③ ホース＊圧損              ：約 0.04MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.01MPa   

    ⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損         ：約 0.15MPa  

⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.21MPa 

      

以上より，低圧原子炉代替注水系（可搬型）として原子炉圧力容器への注水に使用する

大量送水車の吐出圧力は 1.21MPa 以上とする。 

 

注記＊：低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）を使用する場合は以下の配管・ホ

ースを使用する。 

 ・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内） 

     ～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

    ・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

     ～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部 

      ・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部 

～原子炉圧力容器 

      ・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

          ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース  

      ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 10m ホース 
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【設 定 根 拠】（続き） 

なお低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）又は（西）を使用する場合の

配管・ホースは以下のとおりであり，必要となる吐出圧力約 1.21MPa を下回る。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南） 

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部 

～残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部 

・残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部 

～低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

～低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部～原子炉圧力容器 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西） 

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

     ～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部 

～原子炉圧力容器 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

 

(6) 低圧原子炉代替注水槽へ供給する場合の吐出圧力 0.33MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（水の供給設備）として低圧原子炉代替注水槽へ供給に使用する場合の

吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる２号取水槽を水源としたホース敷設ルート（西側

道路）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による影

響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

     ① 水源と移送先の圧力差          ：約 0.00MPa 

    ② 静水頭                 ：約 0.06MPa 

③ ホース＊圧損              ：約 0.11MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.01MPa  

    ⑤ 機器及び配管・弁類圧損        ：約 0.15MPa  

⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 0.33MPa 
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，水の供給設備として低圧原子炉代替注水槽へ供給に使用する大量送水車の吐

出圧力は 0.33MPa 以上とする。 

 

注記＊：２号取水槽を水源としたホース敷設ルート（西側道路）を使用する場合は以下の

ホースを使用する。 

      ・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース  

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

なお輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）を水源としたホース敷設ルート

（南側法面）を使用する場合のホースは以下のとおりであり，必要となる吐出圧

力約 0.33MPa を下回る。 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 20m 吸水管 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

 

(7) 輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給する場合の吐出圧力 0.99MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設のうち非常用炉心冷却設備その

他原子炉注水設備（水の供給設備）として輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供

給に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる２号取水槽を水源としたホー

ス敷設ルート（西側道路）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，

ホース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

    ① 水源と移送先の圧力差          ：約 0.00MPa 

    ② 静水頭                 ：約 0.42MPa 

③ ホース＊圧損              ：約 0.52MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.02MPa  

    ⑤ 機器及び配管・弁類圧損        ：約 0.03MPa  

⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 0.99MPa 

       

以上より，水の供給設備として輪谷貯水槽（西１）又は輪谷貯水槽（西２）へ供給に使 

用する大量送水車の吐出圧力は 0.99MPa 以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

注記＊：２号取水槽を水源としたホース敷設ルート（西側道路）を使用する場合は以下の

ホースを使用する。 

      ・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース  

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

なお２号取水槽を水源としたホース敷設ルート（２号開閉所）を使用する場合の

ホースは以下のとおりであり，必要となる吐出圧力約 0.99MPa を下回る。 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

           ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

       ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

 
(8) 原子炉格納容器へスプレイする場合の吐出圧力 1.38MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設

備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉格納容器スプ

レイ時に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる格納容器代替スプレイ系

（可搬型）接続口（南）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホ

ース湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

    

 ① 水源と移送先の圧力差           ：約 0.64MPa  

    ② 静水頭                  ：約-0.24MPa 

③ ホース＊圧損              ：約 0.43MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.01MPa  

    ⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損        ：約 0.54MPa  

⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.38MPa 

 

以上より，格納容器代替スプレイ系（可搬型）として原子炉格納容器に使用する大量送

水車の吐出圧力は 1.38MPa 以上とする。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

注記＊：格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）を使用する場合は以下の配管・ホ

ースを使用する。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南）～A-格納容器代替スプレイラ

イン合流部 

・A-格納容器代替スプレイライン合流部～A-ドライウェルスプレイ管 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

          ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース  

      ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 10m ホース 

なお格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西）又は（屋内）を使用する場

合の配管・ホースは以下のとおりであり，必要となる吐出圧力約 1.38MPa を下回

る。 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西） 

～格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

～残留熱代替除去系スプレイライン合流部 

・残留熱代替除去系スプレイライン合流部 

～B-格納容器代替スプレイライン合流部 

・B-格納容器代替スプレイライン合流部～B-ドライウェルスプレイ管 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内） 

～格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

          ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

      ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

 

 (9) 原子炉格納容器下部へ注水する場合の吐出圧力 1.37MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他の安全設

備のうち原子炉格納容器安全設備（ペデスタル代替注水系）として原子炉格納容器下部注

水時に使用する場合の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となるペデスタル代替注水系（可

搬型）接続口（屋内）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホー

ス湾曲による影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 
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【設 定 根 拠】（続き） 

 ① 水源と移送先の圧力差           ：約 0.10MPa 

    ② 静水頭                  ：約-0.42MPa 

③ ホース＊圧損              ：約 0.42MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.02MPa 

    ⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損        ：約 1.25MPa 

⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.37MPa 

         

以上より，ペデスタル代替注水系（可搬型）として原子炉格納容器下部注水に使用する

大量送水車の吐出圧力は 1.37MPa 以上とする。 

 

注記＊：ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）を使用する場合は以下の配管・ホ

ースを使用する。 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内） 

～ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

・ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

～ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

～ぺデスタル代替注水系合流部 

      ・ペデスタル代替注水系合流部～弁 MV272-196 

      ・弁 MV272-196～弁 V272-3 

・弁 V272-3～ペデスタル 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

          ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース  

      ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 10m ホース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1110

096517
線

096517
タイプライターテキスト
添付-2-(3) 設計及び工事計画認可申請書



 

 60

 

S
2
 
補

 Ⅵ
-
1-
1
-
5-
2
 
R1
 

【設 定 根 拠】（続き） 

なおペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南）又は（西）を使用する場合の

配管・ホースは以下の通りであり，必要となる吐出圧力約 1.37MPa を下回る。 

・ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（南） 

～ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

・ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

～ぺデスタル代替注水系合流部 

・ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西） 

～ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

・ぺデスタル代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

～ペデスタル代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

      ・ペデスタル代替注水系合流部～弁 MV272-196 

      ・弁 MV272-196～弁 V272-3 

・弁 V272-3～ペデスタル 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

          ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

      ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

 

(10) 原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合の 

吐出圧力 1.44MPa 以上 

大量送水車を重大事故等時において原子炉冷却系統施設の非常用炉心冷却設備その他

原子炉注水設備（低圧原子炉代替注水系）及び原子炉格納施設のうち圧力低減設備その他 

の安全設備のうち原子炉格納容器安全設備（格納容器代替スプレイ系）として原子炉圧力

容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合の吐出圧力は，必要

吐出圧力が最大となる低圧原子炉代替注水系及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続

口（南）を使用する場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲によ

る影響，機器及び配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

    ① 水源と移送先の圧力差          ：約 0.43MPa  

    ② 静水頭                 ：約-0.24MPa 

③ ホース＊圧損              ：約 0.66MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.02MPa  

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損        ：約 0.57MPa  

    ⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 1.44MPa 
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，低圧原子炉代替注水系（可搬型）及び格納容器代替スプレイ系（可搬型）とし

て原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施する場合に使用

する大量送水車の吐出圧力は 1.44MPa 以上とする。 

 

注記＊：低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）及び格納容器代替スプレイ系（可搬

型）接続口（南）を使用する場合は以下の配管・ホースを使用する。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南） 

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（南）ライン合流部 

～残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部 

・残留熱代替除去系原子炉注水ライン合流部 

～低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口ライン合流部 

～低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水ポンプ注水ライン合流部～原子炉圧力容器 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（南） 

～A-格納容器代替スプレイライン合流部 

・A-格納容器代替スプレイライン合流部～A-ドライウェルスプレイ管 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

      ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 
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【設 定 根 拠】（続き） 

なお低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）及び格納容器代替スプレイ

系（可搬型）接続口（西）を使用する場合の配管・ホースは以下の通りであり，

必要となる吐出圧力約 1.44MPa を下回る。 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西） 

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）ライン合流部 

～低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部 

・低圧原子炉代替注水系（可搬型）接続口（西）注水ライン合流部 

～原子炉圧力容器 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（西） 

～格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

・格納容器代替スプレイ系（可搬型）接続口（屋内）ライン合流部 

～残留熱代替除去系スプレイライン合流部 

・残留熱代替除去系スプレイライン合流部 

～B-格納容器代替スプレイライン合流部 

・B-格納容器代替スプレイライン合流部～B-ドライウェルスプレイ管 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

          ・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

      ・大量送水車出口ライン送水用 20m，5m，2m，1m ホース 

 

(11)  取水した海水を大量送水車に送水する場合の吐出圧力 0.42MPa 以上 

大量送水車を直列に接続し，上流の大量送水車で取水した海水を下流の大量送水車に送

水する場合の上流側の大量送水車の吐出圧力は，必要吐出圧力が最大となる西側道路にホ

ースを敷設し，原子炉圧力容器への注水及び原子炉格納容器へのスプレイを同時に実施す

る場合の水源と移送先の圧力差，静水頭，ホース圧損，ホース湾曲による影響，機器及び

配管・弁類圧損を基に設定する。 

 

    ① 水源と移送先の圧力差          ：約 0.00MPa  

    ② 静水頭                 ：約 0.06MPa 

③ ホース＊圧損              ：約 0.16MPa  

    ④ ホース＊湾曲による影響         ：約 0.02MPa  

⑤ 機器及び配管＊・弁類圧損        ：約 0.18MPa  

    ⑥ 系統要求値（①＋②＋③＋④＋⑤の合計）：約 0.42MPa 
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【設 定 根 拠】（続き） 

以上より，大量送水車を直列に接続し，上流の大量送水車で取水した海水を下流の大量

送水車に送水する場合の上流側の大量送水車の吐出圧力は 0.42MPa 以上とする。 

 

注記＊：大量送水車を直列に接続し，上流の大量送水車で取水した海水を下流の大量送水

車に送水する場合は以下のホースを使用する。 

・大量送水車入口ライン取水用 10m ホース 

・大量送水車入口ライン取水用 10m 吸水管 

・大量送水車出口ライン送水用 50m，10m，5m，1m ホース 

 

公称値については，大量送水車は消防法に基づく技術上の規格（A-1 級）を満足するもの

を採用していることから，その規格上要求される吐出圧力 0.85MPa 以上とする。 

 

3. 最高使用圧力の設定根拠 

大量送水車を重大事故等時において使用する場合の圧力は，ポンプの吐出圧力 1.58MPa を

上回る圧力として MPa とする。 

 

4. 最高使用温度の設定根拠 

大量送水車を重大事故等時において使用する場合の温度は，重大事故等対策の有効性評価

解析（原子炉設置変更許可申請書添付書類十）において有効性を確認している代替淡水源の

温度 35℃及び海水の温度 30℃を上回る ℃とする。 

 

5. 原動機出力 

  大量送水車の原動機出力は，必要軸動力が最大となる流量 120m3/h 時の軸動力を基に設定

する。 

  大量送水車の流量が 120m3/h，吐出圧力が 1.58MPa，その時の当該ポンプの必要軸動力は，

約 kW となる。 

以上より，大量送水車の原動機出力は， kW/個とする。 

 

6. 個数の設定根拠 

大量送水車（原動機含む。）は，重大事故等対処設備として淡水又は海水を燃料プールへ注

水又はスプレイするため等にの必要な個数が 1 基あたり 2 個を 1 セットとして，2 セット 4

個の合計 4 個に，故障時及び保守点検による待機除外時のバックアップ用として予備 1 個を

分散して保管する。 
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1. 可搬型重大事故等対処設備の保有数の分類について

可搬型重大事故等対処設備の配備数は「２ｎ＋α」，「ｎ＋α」，「ｎ」設備に

分類し，それらを屋外設備であれば第１～第４保管エリアのいずれか２箇所以

上に，屋内設備であれば建物内の複数箇所に，分散配置することにより多重化，

多様化を図る設計とする。 

なお，保管場所に配備する可搬型設備は，必要により地震による転倒防止及

び竜巻による飛散防止を考慮した固縛又は固定を実施していることから，隣接

する可搬型設備及びアクセスルートに影響を与えることはない。 

タンクローリの背後搭載タンクは，空状態で保管する。

(1) 「２ｎ＋α」の可搬型重大事故等対処設備

原子炉建物外から水・電力を供給する可搬型代替交流電源設備（高圧発電

機車），可搬型代替注水ポンプ（大量送水車），原子炉補機代替冷却系，大型

送水ポンプ車については，必要となる容量を有する設備を１基あたり２セッ

ト及び予備を保有し，第１～第４保管エリアのいずれか２箇所以上にそれぞ

れ分散配置する。 

なお，第１～第４保管エリアの必要となる容量を有する設備の点検を行う

場合は，点検する設備の保管場所に予備を配備後に点検を行うことにより，

第１～第４保管エリアに必要となる容量を有する設備は２セット確保され

る。 

また，燃料プールへのスプレイのために原子炉建物内で使用する設備は，

必要となる容量を有する設備を２セット及び予備を配備し，原子炉建物内に

分散配置する。 

(2) 「ｎ＋α」の可搬型重大事故等対処設備

負荷に直接接続する，逃がし安全弁用窒素ガスボンベ，主蒸気逃がし安全

弁用蓄電池（補助盤室）については，必要となる容量を有する設備を１基あ

たり１セット及び予備を保有し，原子炉建物内にそれぞれ分散配置する。 

(3) 「ｎ」の可搬型重大事故等対処設備

上記以外の可搬型重大事故等対処設備は，必要となる容量を有する設備を

１基あたり１セットに加え，プラントの安全性向上の観点から，設備の信頼

度等を考慮し，予備を確保する。 

また，「ｎ」の屋外保管設備についても，共通要因による機能喪失を考慮

し，第１～第４保管エリアのいずれか２箇所以上に分散配置する。 

添付-2-(4) SA43条共4補足説明資料
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資料３．（１） ＳＡ設備に係る既存保安規定への反映 

 

1116



1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.0 -

65-1 65-2 65-3 65-4 65-5 65-6 65-5 65-7 65-5 65-8 65-9 65-10 65-11 65-12 65-13 65-14 65-15 65-16 65-17 65-18 65-19

条番号 条文名称

19条 停止余裕

20条 反応度監視

21条 制御棒の動作確認〔２号炉〕

21条の２ 制御棒の動作確認〔３号炉〕

22条 制御棒のスクラム機能 △

23条 制御棒の操作

24条 ほう酸水注入系 △ ○ ○ ○

25条 原子炉熱的制限値

26条 原子炉熱出力及び炉心流量

27条 計測および制御設備〔２号炉〕 ○ ○

27条の２ 計測および制御設備〔３号炉〕

28条 原子炉再循環ポンプ〔２号炉〕

28条の２ 原子炉再循環ポンプ〔３号炉〕

29条 ジェットポンプ〔２号炉〕

30条 主蒸気逃がし安全弁 ○

31条 格納容器内の原子炉冷却材漏えい率

32条
非常用炉心冷却系および原子炉隔離時冷却
系の系統圧力監視

33条 原子炉冷却材中のよう素１３１濃度

34条
残留熱除去系原子炉停止時冷却モードその
１

△ △

35条
残留熱除去系原子炉停止時冷却モードその
２

△ △

36条
残留熱除去系原子炉停止時冷却モードその
３

△ △

37条
原子炉冷却材温度および原子炉冷却材温度
変化率

38条 原子炉圧力

39条 非常用炉心冷却系その１〔２号炉〕 △ ○※1/△ △ △ △ △

39条の２ 非常用炉心冷却系その１〔３号炉〕

40条 非常用炉心冷却系その２

41条 原子炉隔離時冷却系〔２号炉〕 △

42条 主蒸気隔離弁

43条 格納容器および格納容器隔離弁  △ △ △ △ △

44条
サプレッションチェンバからドライウェル
への真空破壊弁

△ △ △

45条 サプレッションチェンバの平均水温

46条 サプレッションチェンバの水位 △ △ △ △ △ △ △

47条 可燃性ガス濃度制御系

48条 格納容器内の酸素濃度 △

49条 原子炉棟 △ △ ○

50条 原子炉棟給排気隔離弁

51条 非常用ガス処理系 △

52条
原子炉補機冷却水系および原子炉補機海水
系

△ △ △ △ △

53条
高圧炉心スプレイ補機冷却水系および高圧
炉心スプレイ補機海水系

△ △

54条 燃料プールの水位および水温

55条
燃料または制御棒を移動するときの原子炉
水位

56条 中央制御室非常用循環系 ○

第57条 外部電源その１〔３号炉〕

第57条の２ 外部電源その２〔３号炉〕

57条の３ 外部電源その３〔２号炉〕

58条 非常用ディーゼル発電機その１ △ △ △ △ △ △ △ △

59条 非常用ディーゼル発電機その２ △ △ △

60条 非常用ディーゼル発電機燃料油等 ○

61条 直流電源その１ ○

62条 直流電源その２ ○

63条 所内電源系統その１ ○

64条 所内電源系統その２ ○

大
量
送
水
車

※１：自動減圧系の逃がし安全弁およびアキュムレータは，動作不能時は，ＤＢ条文，ＳＡ条文の各々のＬＣＯ逸脱時の措置が必要である。

凡例
　○　：当該設備の故障により，ＤＢ条文，ＳＡ条文の各々のＬＣＯ逸脱時の措置が必要なもの。
　△　：当該設備の故障により，ＤＢ条文のみのＬＣＯ逸脱時の措置を行うことで，ＳＡ機能としての措置も含まれるもの。

重
大
事
故
等
の
収
束
に
必
要
と
な
る
水
の
供

給
設
備

SA設備に係る既存保安規定への反映

保安規定条文

緊
急
停
止
失
敗
時
に
発
電
用
原
子
炉
を
未
臨

界
に
す
る
た
め
の
設
備

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
高
圧
時
に

発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
を
減
圧
す

る
た
め
の
設
備

原
子
炉
冷
却
材
圧
力
バ
ウ
ン
ダ
リ
低
圧
時
に

発
電
用
原
子
炉
を
冷
却
す
る
た
め
の
設
備

最
終
ヒ
ー

ト
シ
ン
ク
へ
熱
を
輸
送
す
る
た
め

の
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
内
の
冷
却
等
の
た
め
の
設

備 原
子
炉
格
納
容
器
の
過
圧
破
損
を
防
止
す
る

た
め
の
設
備

原
子
炉
格
納
容
器
下
部
の
溶
融
炉
心
を
冷
却

す
る
た
め
の
設
備

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
格
納
容
器
の
破
損

を
防
止
す
る
た
め
の
設
備

水
素
爆
発
に
よ
る
原
子
炉
建
物
等
の
破
損
を

防
止
す
る
た
め
の
設
備

燃
料
プ
ー

ル
の
冷
却
等
の
た
め
の
設
備

発
電
所
外
へ
の
放
射
性
物
質
の
拡
散
を
抑
制

す
る
た
め
の
設
備

ア
ク
セ
ス
ル
ー

ト
の
確
保

電
源
設
備

計
装
設
備

運
転
員
が
中
央
制
御
室
に
と
ど
ま
る
た
め
の

設
備

監
視
測
定
設
備

緊
急
時
対
策
所

通
信
連
絡
を
行
う
た
め
に
必
要
な
設
備
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資料３．（２） 保安規定第６５条（重大事故等対処設備）
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（重大事故等対処設備） 

〔２号炉〕 

第６５条 原子炉の状態に応じて，次の各号の重大事故等対処設備※１は，表６５－１から表

６５－１９で定める事項を運転上の制限とする。 

（１）緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備 

（２）原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

（３）原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための設備 

（４）原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための設備 

（５）最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設備 

原子炉格納容器の過圧破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための設備 

水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備 

（６）原子炉格納容器内の冷却等のための設備 

（７）原子炉格納容器下部の溶融炉心を冷却するための設備 

（８）水素爆発による原子炉建物等の損傷を防止するための設備 

（９）燃料プールの冷却等のための設備 

（10）発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備 

（11）重大事故等の収束に必要となる水の供給設備 

（12）電源設備 

（13）計装設備 

（14）運転員が中央制御室にとどまるための設備 

（15）監視測定設備 

（16）緊急時対策所 

（17）通信連絡を行うために必要な設備 

（18）アクセスルートの確保 

（19）大量送水車 

 

２．重大事故等対処設備が前項で定める運転上の制限を満足していることを確認するため，次

号を実施する。 

（１）各課長または当直長は，原子炉の状態に応じて表６５－１から表６５－１９の確認事項

を実施する。各課長は，その結果を課長（発電）に通知する。 

 

３．各課長または当直長は，重大事故等対処設備が第１項で定める運転上の制限を満足してい

ないと判断した場合，表６５－１から表６５－１９の措置を講じる。 

 

※１：可搬型設備の系統には，資機材等を含む。 
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